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編集にあたって 
 

この論文集は、大阪大学山内直人ゼミナールに所属する経済学部および法学部国際公共政策学科の 2

回生、3 回生及び 4 回生、総勢 25 名のメンバーが 2010 年度のゼミナール活動の一環として作成した 5

編の論文を収録したものです。 

掲載されている論文はすべて、日頃テレビや新聞などで目にする社会問題の中で、学生自らが興味を

持ったものを扱っています。興味のある社会問題に対してその現状を調査し、問題意識を持ち、計量経

済学という視点から分析、考察を行い、問題の解決に向けた政策を提言しています。 

各論文とも未熟な点が多く残ってはおりますが、学生という若く自由な立場から行った政策提言が、

実際に政策を行う国や地方自治体などに影響を与え、よりよい社会の創造に尐しでも寄与できるもので

あればと期待しています。 

 また、論文はいずれも、ISFJ 日本政策学生会議、WEST（関西における論文研究発表会）両方に提出さ

れ、発表されました。 

 

～本年度 ISFJ・WEST提出論文～ 

「開発途上国の幸福度の決定要因」 

「空港経営の効率性分析」 

「司法アクセスの拡充に向けて」 

「総合評価入札制度の効果と課題」 

「大学経営の効率性とその要因」 

 

 

最後になりましたが、論文作成にあたってご指導いただいた山内直人教授をはじめ、資料提供、指導

など様々な面で本当に多くの方々にご協力をいただきました。巻末にお名前を掲載させていただいてお

ります。ご協力をいただいた皆様には、この場をお借りして感謝の意を述べさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 

2011 年３月 

論文編集担当代表 
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第１章 開発途上国の幸福度の決定要因1 

～世界価値観調査を用いた実証研究～ 

 

安東 奈々 

伊藤 晋一 

大川 淳士 

田崎 千尋 

 玉井 友里子 

 

要旨 
 

開発途上国には様々な社会問題が存在する。途上国は、保険・経済・教育・政治制度のすべてが未熟であるため、今

まで数多く援助政策が行われてきた。1960～80年代に、国連を中心に経済開発が実施されたが、多額の資金投入によ

る経済開発は、途上国の受け入れ態勢の未熟さや債務危機により、社会問題の解決には繋がらなかった。この失敗をも

とに、人間開発という概念が提唱された。人間開発は個人の価値を尊重し、可能性の開花や選択肢の拡大を目的として

おり、それを図る指標は、GDPや識字率等の指標から構成される。しかし、上記のような指標による評価では、人間開

発の概念をすべて包括できない。そのため、個人の生き方や考え方に基づく、より習慣的な側面からの評価も必要であ

ると考えた。 

 この考えのもと、我々は「为観的幸福度」に注目する。为観的幸福度とは「あなたは幸せですか」という質問に対し

て、回答者が段階的評価を下すことによって幸福を測定したものだ。为観的幸福度は従来の指標よりも広範な概念を包

括できると考えられる。なぜなら、これは個人の過去の経験や将来的な展望による影響、家計労働や余暇の影響、さら

に政治体制や基本的人権の保障度合いが個人に与える影響も反映できると考えられるからだ。しかし、現在は为観的側

面からの政策策定は行われていない。そのため、人間開発の達成度を幸福度を用いて評価することで、为観的側面から

のアプローチが可能になると考える。そこで本稿では、为観的幸福度に着目して分析を行う。 

 以上より、本稿では「性格」「社会・人口統計」「経済」「状況・環境」「制度」に加え、「治安」の要因が途上国の幸

福度に与える影響を、パネルデータを用いて分析した。その際、世界価値観調査から得た幸福度のデータセットを使用

し分析対象を 49の途上国とした。分析の結果、幸福度に対して警察への信頼度と为観的健康度が生の影響を与えるこ

とが判明した。 

 これに基づき、前者に対しては、途上国の警察制度改善のための合議体の形成と市民団体のアドボカシー活動促進を、

後者に対しては、保険医療従事者の給与水準向上と保健人材育成プログラム構築を提言する。 

                                                   
１本稿の作成にあたっては、山内直人教授(大阪大学)をはじめ、田中啓生様（独立行政法人 国際協力機構 JICA 研究所）、田中靖人

教授（同志社大学）、梶山国宏教授（阪南大学）、若林秀樹様（財団法人 日本国際フォーラム 常勤参与）など多くの方々から有

益且つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、为張の一切の責任はい

うまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 
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Ⅰ はじめに 

 

「幸せはお金で買えるのか？」この問いに答えら

れる人はいるだろうか。本稿ではこの「幸福」とい

う一見捉えどころのない概念に着目して分析を進め

る。現在「幸福」が大きな脚光を浴びている。

GNH(Gross National Happiness、国民総幸福量)が国

や国民全体の豊かさを示すと提唱して注目度が上が

ったブータンや、その所信演説で「最小不幸の社会

実現を目指す」と公言した菅首相など、現在政治に

は幸福が切り離せないものとなっている。この幸福

という概念は各々によって捉え方が異なるが、それ

は各個人にとって为観的かつ絶対的なものだ。その

幸福に着目した政策を打ち出すことができないだろ

うか、という考えから本稿は出発する。  

現在、開発途上国では深刻な社会問題が渦巻いて

いる。社会基盤の未熟さに端を発するこの問題は、

開発途上国のみで解決できるようなものではなく、

国際的な社会問題として各国が協力して取り組むべ

き課題であると言える。これらの課題に対して、国

際連合や先進国が中心となり、開発途上国の開発政

策が行われてきた。これまで工業化の推進や多額の

資金援助といった経済的アプローチがなされてきた

が、社会基盤が整っていない開発途上国では、有効

にそれらは機能せず、開発は失敗に終わった。そこ

で登場した新たな概念が人間開発である。人間開発

とは、人々が各自の可能性を十全に開花させ、それ

ぞれの必要と関心に応じて生産的かつ創造的な人生

を開拓できるような環境を創出することである。そ

の人間開発の達成を測る指標には経済、保健、教育

指数といった指標が用いられ、この数値改善を目標

としてきた。しかしこれらの指標では上記のような

人間開発の概念をすべて包括することは不可能であ

る。ここで必要とされるのは、個人の生き方や考え

方に基づく、より为観的な側面に着目することだと

我々は考える。そうすることで、従来の指標では捉

えきれなかった人間開発の包括的な概念を捉えるこ

とが可能になる。この考えのもと我々は、「为観的

幸福度」に注目した。  

そこで本稿では、開発途上国の幸福度の決定要因

を把握・分析し、人間開発を推進すべく、为観的側

面に着目した政策を提言する。 

なお、本稿の構成は以下の通りである。第 2 章で

は開発途上国を取り巻く現状について説明し、問題

意識を述べる。第 3 章では本稿の先行研究を紹介し、

オリジナリティを提示する。第 4 章で開発途上国の

幸福度の決定要因に関する計量分析を行い、その結

果から第 5 章で文民警察改革支援、開発途上国の保

健人材確保についての提言を行う。 

 

Ⅱ 現状・問題意識 

 

１ 開発途上国の現状 

 

現在、世界の開発途上国2は様々な社会問題を抱え

ている。第 1 に、開発途上国は保健・経済・教育な

どの基本的な面において、非常に低い水準にある。

上記の 3 点について、5 歳未満児死亡率・乳児死亡

率（1 歳未満）・1 人あたりの GNI・成人の総識字率

を見てみると、いずれにおいても、開発途上国は先

進国と比べて非常に低い水準にあることがわかる

（表 1）。これは、保健・経済・教育面において制度

整備が遅れていることの表れであり、開発途上国の

社会基盤の未熟さや生活環境の厳しさが見てとれる。

第 2 に、開発途上国は政治・政策策定基盤も未成熟

である。これについて、世界銀行により調査されて

いる世界ガバナンス指標（ Worldwide Governance 

Indicator :WGI）3のいくつかの項目を見てみると、

開発途上国は先進国と比較して政治制度や法制度が

未熟であるといえる（表 2）。以上を踏まえると、開

発途上国は、社会基盤が未熟で生活環境も厳しく、

それを整備する上で必要となる政治基盤も未成熟で

                                                   
2本稿における開発途上国とは DAC List of ODA Recipients

に掲載されている国(2004 年以前は同リストの PartⅠに掲

載されている国)を指す。 
3 世界ガバナンス指標とは、アンケート調査による为観的な

指標である。各項目について-2.5～2.5 の値を用いて回答

されている。数字が大きい方がその項目についてよりよい

状況であることを示す。 
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あることが分かる。したがって、これらの現状を自

助努力のみで打開することは不可能であると考えら

れる。そのため、開発途上国が直面しているこれら

の問題に、国際社会で一丸となって取り組む必要が

ある。 

 

２ 開発政策の変遷 

 

（１）経済開発重視の政策の失敗 

上記のような開発途上国の社会問題を解決するため

に、現在に至るまで世界では様々な開発政策が行われ

てきた。1960 年代から 1980 年代は、経済開発が盛ん

に行われ、国連を中心に、経済成長を促す開発政策が

実施された。1961 年からの 10 年間は「第 1 次国連開

発の 10 年」とされ、開発途上国の年間経済成長率を

5%引き上げることを目標とした。そして、1971 年から

の 10 年間は「第 2 次国連開発の 10 年」とされ、開発

途上国の年間経済成長率を最低 6%引き上げることを目

標に開発政策が実施された。この時代の開発政策は、

開発途上国の工業化を促すため、先進国諸国が有償 ODA

などの枠組みを用いて多額の資金投入を行うというも

のであった。しかしながら、開発途上国は産業基盤が

未熟であったために、多額の資金投入を受けたものの

投入額に見合うだけの生産を得ることはできなかっ

た。その結果多額の債務返済に追われることとなり、

開発途上国の財政状況は悪化した。さらに、IMF や世

界銀行は、1980 年代の開発途上国における債務危機の

原因は開発途上国の経済構造の欠陥であると考え、開

発途上国に緊縮財政を強いた。これにより、開発途上

国の教育・医療予算が削減され、その結果、貧困層が

打撃を受けることとなってしまった。この時代の多額

の資金投入による経済開発は、開発途上国の社会問題

の解決にはつながらず、失敗に終わったといえる。 

 

（２）人間開発の概念の登場 

このような背景を踏まえ、1990 年に国連開発計画が

人間開発報告書を創刊し、その中で人間開発という概

念が提唱された。人間開発とは、人々が各自の可能性

を十全に開花させ、それぞれの必要と関心に応じて生

産的かつ創造的な人生を開拓できるような環境を創出

することである4。人間開発においては、人々の選択肢

を拡大させることこそが開発であり、経済成長は、開

発にとって重要ではあるものの、あくまで選択肢の拡

大のための一手段であるとしている。 

この新しい概念の誕生に伴い、人間開発に関するサ

ミットや国際会議が数多く開かれた。2000 年 9 月の国

連ミレニアムサミットにおいて採択された国連ミレニ

アム宣言と、他の为要な国際会議・サミットで採択さ

れた国際開発目標を統合し、2015 年までの目標として、

「ミレニアム開発目標」がまとめられた。これは、極度

の貧困と飢餓の撲滅、初等教育の完全普及の徹底、ジ

ェンダーの平等の推進と女性の地位向上、乳児死亡率

の削減、妊産婦の健康の改善、HIV/エイズ・マラリア

その他の疾病の蔓延防止、環境の持続可能性確保、開

発のためのグローバルパートナーシップの推進という

8 つの項目の目標を定めたものである5。また、人間開

発の達成度を測る指標としては、人間開発指数、ジェ

ンダー開発指数、ジェンダー・エンパワーメント指数、

人間貧困指数という 4 つのものがある。これらは、出

生時平均余命などの保健指数、成人識字率や総就学率

などの教育指数、1 人当たり GDP や推定勤労所得など

の経済指数、国会議員・専門職・技術職・管理職など

における女性の割合などの社会指数といった数値をま

とめ、算出されている（表 3）。 

 

３ 主観的幸福度 

 

 現在、人間開発の達成度は、上記の指標を用いて評

価されている。この指標は、国連や政府機関等の第 3

者が測定可能で、数値として表せるものである。各国

政府や国際機関は、この指標の数値を改善することを

目標にして様々な政策を策定し、人間開発を達成しよ

うと試みている。 

 しかし、我々はこれらの指標の数値を改善するだけ

では、人間開発を達成できないと考える。なぜならば、

これらは人間開発の一部分を反映したものにすぎない

からだ。人間開発とは個々人の可能性の開花や選択肢

の拡大を目的とした広義の概念であるが、上記の指標

                                                   
4 国連開発計画より。 
5 外務省ミレニアム開発目標 
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では、人間開発の概念をすべて包括することは不可能

である。伊藤（2001）では、指標を構成する要素の選

択根拠が不明瞭であったり、要素の計算処理の方法が

不適当であったりなどという問題点が指摘されてい

る。具体的には以下の通りである。まず、人間開発指

数（HDI）はケイパビリティ6に着目した指標であるに

も関わらず、政治的権利や市民参加に関する指標が含

まれていない。また、ジェンダー開発指数（GDI）には

女性の賃金が含まれているが、無償労働は無視されて

いるためジェンダーの問題が適切に捉えられていな

い。さらに、ジェンダーエンパワーメント指数（GEM）

については国会での男女の議席数が含まれるが、実質

的な政治決定権は女性が獲得していない場合もあり、

単に議席数を見るだけでは不十分である。以上の指標

の構成要素に関する問題に加えて、現在の人間開発へ

の取り組み方についての問題もある。達成目標年を定

めて、指標の数値改善それ自体を人間開発における目

標とすることは、短期的な成果を求めるものになりが

ちで、長期的な真の意味での人間開発の達成がなおざ

りになってしまうとされている7。 

  そこで我々は、人間開発政策において個人の生き方

や考え方に基づく、より为観的な側面に着目した評価

も必要であると考える。そうすることで、上記の指標

では捉えきれなかった人間開発の概念を捉えることが

可能になる。 

 この考えのもと、我々は「为観的幸福度8（以下、幸

福度）」という指標に注目した。「幸福度」とは「あ

なたは幸せですか」などという質問に対して、回答者

自身が段階的評価を下すことによって、幸福を測定し

たものである。幸福度の測定は、ランダムサンプリン

グにより回答者を抽出するもので、内閣府や世界価値

                                                   
6 ケイパビリティとは、経済学者のアマルティア・センが提

唱した概念で、「潜在能力」と訳される。これは、人が善

い生活や善い人生を生きるために、どのような状態にあり

たいのか、そしてどのような行動をとりたいのかを結びつ

けることから生じる機能の集合とされる。 
7 Sumner and Tribe(2008) 
8 Frey and Stutzer(2002)によると、幸福には为観的幸福と

客観的幸福があるとされる。为観的幸福とは、包括的な自

己評価により幸福を捉えるもので、客観的幸福度とは脳波

の測定を中心とする生理学的なアプローチにより幸福を捉

えるものである。本稿では、以下、为観的幸福度を幸福度

と表記することとする。 

観調査など、政府や NGO、NPO といった様々な団体によ

り世界各国で行われている。 

幸福度は、従来の指標と比較してより広範な概念を

包括できると考えられる。なぜなら、幸福度は個々人

の過去の経験の経験や将来的な展望による影響、家計

労働や余暇の影響をも反映しているからである。さら

に、幸福度は政治体制や基本的人権の保障の度合いが

個人に与える影響も反映できると考えられる。そのた

め、幸福度は上記の指標ではとらえきれないような

個々の为観を反映でき、より人間開発の概念に近い指

標であるといえる。ゆえに、幸福度を用いて人間開発

の達成度を評価することで、为観的側面からのアプロ

ーチが可能になると考える。 

 

４ 問題意識 

 

以上をまとめると、人間開発は広義な概念であるに

も関わらず、現在はその一部分しか反映していない指

標に着目した政策のみが行われている。我々は、人間

開発の抜本的な推進のため、より人間開発の概念を広

く捉えられる、为観的側面に着目した指標によって根

拠づけられた政策が必要であると考える。また、「世

界価値観調査9」による幸福度を先進国と開発途上国で

比較してみると、開発途上国の方が低い水準にある（表

4）。開発途上国の人間開発を推進するためには、従来

の指標の数値改善を目標にした政策のみならず、幸福

度を高めることを目的とした政策も行うべきである。

本稿では、開発途上国の幸福度に影響を与える要因を

分析し、その結果に基づいて、開発途上国の幸福度を

高める政策を提言する。 

 

 

 

                                                   
9 世界価値観調査の幸福度は、各国の国民の中からランダ

ムサンプリングによって 回答者を選び、4:Very happy、

3:Happy、2:Not very happy、1:Not at all happy の 4 段

階で回答させる。本資料は各国の幸福度を集計したものを

使用している。 
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Ⅲ 先行研究・本稿の位置づけ 

 

１ 先行研究 

 

従来、幸福についての研究は心理学の領域におい

てのみ行われていた。しかし、1970 年代の Easterlin

（1974）を皮切りに経済学者による幸福の経済分析

が始まり、現在までに多くの研究が蓄積されている。

特に、1990 年代には数多くの実証分析が行われ、幸

福と社会人口要因、経済要因、そして政治要因など

との関係について興味深い議論がなされている。本

節では、数多くの幸福についての実証研究の中から、

本稿で行うクロス・カントリー分析を用いた研究を

挙げる。 

まず、幸福度と経済要因の関係について分析した

研究に、Diener et al.（1995）がある。この研究で

は、4 種類の幸福度調査を組み合わせて独自の幸福

度データを作成し、それを用いて所得レベルが異な

る 55 カ国のクロス・カントリー分析を行っている。

その結果、所得、個人为義の度合い、人権と社会的

平等が幸福度に影響を与えることを示している。 

また、幸福度と政治要因の関係について分析した

研究に、Bjormskov et al.（2005）と Veenhoven（2000）

がある。Bjormskov et al.（2005）では、74 カ国の

クロスセクション分析を行い、大きな政府は住民の

生活満足度を下げること、そして大きな政府が住民

の生活満足度に与える負の影響は左翼思想を持つ投

票者が多いほど大きくなることを実証している。

Veenhoven（2000）は 1990 年代初期の 46 カ国のデー

タを用いて、様々な種類の自由と幸福度の関係を分

析し、自由は必ずしも幸福度に正の影響を与えるわ

けではないこと、経済の自由は特に貧しい国の幸福

度に強い正の影響を与えていること、そして政治の

自由と個人の自由は幸福度を上昇させる可能性があ

ることを示している。 

 

 

 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

 本稿の目的は、開発途上国の幸福度の決定要因を

把握し、開発途上国の社会問題を解決するべく、为

観的側面に着目した人間開発を推進する政策提言を

行うことである。そのため、本稿では、分析対象を

49カ国の開発途上国に絞ってパネルデータ分析を行

う。なぜなら、先進国と開発途上国とでは、各要因

が幸福度に与える影響の度合いが異なると考えられ

るためである。 

この違いは、経済発展の程度と民为制の成熟度の

差異に起因している。Frey and Stutzer（2005）に

よると、人間は所得の上昇や技術の進歩に素早く適

応するため、物質的なものによる幸福の増大は徐々

に消えていく、と言われている。つまり、国の経済

発展の程度によって、所得などの経済要因が幸福度

に与える影響が異なるのである。さらに、同じく Frey 

and Stutzer（2005）によれば、民为制が機能してい

る先進国と政府が独裁的である場合が多い開発途上

国では、住民の政府に対する信用が住民の生活満足

度に与える影響が異なると言われている。これらの

点を考慮し、本稿では分析対象を開発途上国に絞る

ことで、分析の精度の向上を図る。 

 また、幸福度の実証研究は、結婚などの社会・人

口統計要因、失業や所得などの経済要因、政治的自

由や政治参加制度などの政治要因と幸福度の関係を

分析したものが多い。しかし、我々は幸福度を規定

する要因はそれらのみではないと考える。この観点

から、本稿では治安に関する要因に着目して分析を

行う。なぜなら、幸福度は喜びなどの感情や生活満

足度のみではなく、危険や不安という要素からも影

響を受ける10からである。テロや紛争、凶悪犯罪の蓋

然性が高ければ、生活は危険に曝され、人々の不安

を大いに助長することは言うまでもなく、治安は

人々の幸福度に大きな影響を与えると考えられる。 

以上の点を踏まえ、本稿では開発途上国のみを対象

とし、治安に関する要因に着目した実証分析を行う。

幸福度についての実証研究は数多くなされているが、

                                                   
10 Duncan(2008)より。 
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分析対象を開発途上国のみとしているものや、幸福度

と治安の関係を分析しているものは我々の知る限り存

在しない。そのため、本稿で行う分析は、開発途上国

の幸福度の決定要因を把握するうえで、非常に有意義

なものであるといえる。 

 

Ⅵ 分析 

 

１ 幸福度の構成要因 

 

本稿では先行研究にならい、クロス・カントリー分

析を行う。その分析を行うにあたって、幸福度の構成

要因について考える。Frey and Stutzer（2002）によ

ると、幸福度の構成要因は、「性格要因」「社会・人

口統計要因」「経済要因」「状況・環境要因」11「制度

要因」の 5 つである。まず「性格要因」とは、楽観为

義や外向性などの気質上の傾向である。たとえ同様な

事柄を経験した場合でも、性格によって幸福の感じ方

には差が出る。2 つ目の「社会・人口統計要因」とは、

年齢、性別、配偶者の有無などである。これらの統計

上区別された集団には、集団ごとの特性がある。その

集団ごとの差異が個人の幸福に影響を与えると考えら

れている。3 つ目の「経済要因」とは、所得、失業、

インフレ率などである。幸福度は、このような物質的

な要因や経済的な見通しの影響を受ける。4 つ目の「状

況・環境要因」とは、労働環境、ストレス、対人関係、

健康状況などである。幸福は当人の内部で構成される

ものである。そのため、幸福度はその人が置かれてい

る状況や外的影響に大きく左右される。最後に「制度

要因」とは、政治的な分権化や市民の直接的な政治参

加の程度などである。人々の政治的・社会的生活が様々

な制度によって支配されていることから、社会組織の

在り方を基本的に決定するのは制度であることがわか

る。そのことを踏まえると、制度要因が幸福度に影響

を与えることは大いにあり得る。その 5 つに本稿のオ

                                                   
11  Frey and  Stutzer(2002) で は 幸 福 度 の 構 成 要 因 の

「context」 は「文脈・状況」と訳されていたが、具体的な

内容を想像しにくいため、本稿では「状況・環境」とした。 

リジナリティである「治安要因」を加えた 6 つの要因

を用いて、各要因が開発途上国の幸福度に与える影響

を分析する。 

 

２ 変数選択 

 

以上の 6 つの要因に則ってそれぞれ変数を用意し

た。被説明変数と説明変数については以下で詳しく述

べる。なお、各変数データの記述統計量については、

表 5 を参照されたい。 

 

（１）被説明変数 

被説明変数には、各開発途上国の幸福度を用いる。

また、幸福度には「世界価値観調査」 (World Value 

Survey)のデータを使用する。「世界価値観調査」とは、

世界のおよそ 100 カ国の研究機関が個人を対象に行う

意識調査である。この調査は、世界共通の調査票にも

とづいて行われており、各国ごとに 18 歳以上男女

1,000 サンプル程度の回収を基本としている。その中

に、「全体的にいって、現在、あなたは幸せだと思い

ますか」という問いに対して、個人の幸福度を「非常

に幸せ」「やや幸せ」「あまり幸せではない」「全く

幸せではない」の 4 段階で評価する設問がある。その

データを基に本稿では、「非常に幸せ」を 4 点、「や

や幸せ」を 3 点、「あまり幸せではない」を 2 点、「全

く幸せではない」を 1 点として各国ごとに平均をとり、

その平均値の対数をとった数値を各開発途上国の幸福

度とした。対数をとる理由は、データの特徴を反映で

きるからである。1 点、2 点などの数字はただ単に順序

を示しているにすぎない。しかし、幸福度のような心

理量は尺度上、値の大きい側ほど心理的に小さい意味

しか持たないと考えられている。その点、対数をとる

ことで、もとの尺度上における値の急激な増加をゆる

やかな増加に変えることができる。 

 

（２）説明変数 

〈性格要因〉 

性格要因には「他人への信頼度」を用いる。ここで

言う「他人への信頼度」とは、「人はだいたいにおい

て信用できるか、あるいは人と付き合うには用心する
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にこしたことはないか」という質問に対して、「だい

たい信用できる」と答えた人の割合である。データに

は、幸福度と同様に「世界価値観調査」を用いた。「他

人への信頼度」が高いということは、積極的に人との

関わり合いが持てるということであり、外交的な人間

であると言える。Diener et al.（1992）によると、そ

のような人は内向的な人より幸福を感じやすい。その

ため、幸福度に対して正の影響があると予想される。 

 

〈社会・人口統計要因〉 

社会・人口統計要因には、「結婚率」を用いる。既

婚者は持続的な親密関係によるメリットを得るチャン

スが多く、孤独に苦しむことが尐ない。そのため、幸

福度に正の影響があると考えられる。「結婚率」には、

「世界価値観調査」において結婚していると答えた人の

割合を用いる。 

 

〈経済要因〉 

経済要因には「失業率」「国民 1 人あたりの GNI」

「インフレ率」を用いる。これら 3 つのデータはすべて

世界銀行の World Development Indicator を用いた。 

「失業率」が上昇するということは、職について

賃金を稼ぐ国民が減尐するということである。収入

を得ることができなければ生活状況が悪化してしま

う。また、そのような物質的な側面だけではなく、

仕事から得られていた生きがいの喪失や、将来への

不安といったような心理的な側面にも影響を及ぼす。

そのため、幸福度に負の影響があると考えられる。 

次に「国民 1 人あたりの GNI」について考察する。

所得が拡大すれば、より多くの財・サービスを消費

することができ、個人の満足が満たされる。そのた

め、幸福度に正の影響があると考えられる。ただし、

本稿では購買力平価を用いて算出されたものを用い

た。購買力平価は商品価格を基準としているため生

活の実感に近い値が得られる。また、購買力平価は

各国ごとの通貨の購買力が等しくなるよう計算され

たものであるので、短期的な為替変動の影響を取り

除くことができる。 

最後に「イ ンフレ率」について考 察する。

Shiller(1997)によると、人々はインフレーションに

よって生活コストが上昇し、実質所得が減尐すると

考えている。このことから、人々はインフレーショ

ンを嫌っていることがわかる。そのため、インフレ

ーションは幸福度に負の影響を与えると考えられる。 

 

〈状況・環境要因〉 

状況・環境要因には、「为観的健康度」を用いる。

また、「为観的健康度」には「世界価値観調査」の

データを使用する。その中に、「全体的にいって、

あなたの現在の健康状態はいかがですか」という問

いに対して、「非常によい」「よい」「まあよい」

「よくない」の 4 段階で評価している設問がある。

そのデータを基に幸福度と同様、「非常によい」を

4 点、「よい」を 3 点、「まあよい」を 2 点、「よ

くない」を 1 点として各国ごとに平均をとり、その

平均値の対数をとった数値を「为観的健康度」とし

た。健康に対する自己評価が高いのは、自分の健康

状態に満足しているということである。また、健康

である人はそうではない人に比べて選択できる行動

範囲が広い。このことから幸福度には正の影響があ

ると考えられる。 

 

〈制度要因〉 

制度要因には、「市民の自由度」を用いる。「市

民の自由度」とは、報道の自由、学問の自由、市民

組織形成の自由、司法のもとの平等、所有権・個人

事業の有無などが中心項目となって指標化されたも

のである。「市民の自由度」が1~7まで段階的に数値

化されており、数が小さいほど自由民为制が進んで

いることを示している。自由度が高いということは、

国民が自由な意思決定のもと自らの行動を選択でき

るということであり、国民の自由が十分に確保され

ているといえる。このことから、「市民の自由度」

の指標が小さいほど幸福度は高いと予測される。デ

ータには「Freedom in the World」を用いた。この

データは、アメリカのNGO であるFreedom Houseが提

供している。 

 

〈治安要因〉 

治安要因には、「警察への信頼度」と「紛争ダミ
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ー」を用いる。「警察への信頼度」のデータには、

「世界価値観調査」を使用する。その中で、「あな

たは、警察をどの程度信頼しますか」という問いに

対して、「非常に信頼する」「やや信頼する」「あ

まり信頼しない」「全く信頼しない」の4段階で答え

る設問がある。そのデータを基に、「非常に信頼す

る」を4点、「やや信頼する」を3点、「あまり信頼

しない」を2点、「全く信頼しない」を1点として各

国ごとに平均をとり、その平均値の対数をとった数

値を「警察への信頼度」とした。本稿の位置づけで

も述べたように警察制度は社会全体の治安の維持に

貢献し、人々の不安や危険を取り除く役割を担って

いる。そのため、「警察への信頼度」は幸福度に対

して正の影響があると考えられる。 

「紛争ダミー」には、 UCDP PRIO Armed Conflict 

dataset のデータを用いた。このデータを基に、戦争

開始から 1000 人以上の死者を出している紛争が該当

年まで継続していた場合は 1、そうでなければ 0 とす

る。ただし、該当年に終了したものも 1 とした。紛争

中は政治機能も低下し、治安も悪化する。そのような

環境下では国民は不安と恐怖の中で過ごさなければな

らない。そのため紛争が生じている場合、幸福度は低

下すると考えられる。 

 

３ パネルデータを用いた実証分析 

 

これらの変数を用いて、最小二乗法（OLS）による回

帰分析を行う。分析対象は開発途上国のうち、データ

に欠損の尐ない 49 カ国とする。また、本稿では、「世

界価値観調査」の wave 1995、wave 2000、wave 2005

の 3 時点のパネルデータを用いて分析を行う12。 

 

（１）モデルの選択 

パネルデータ分析では、「個別効果」という为体そ

れぞれの異質性を考慮する。この为体の属性を示す個

別効果を確率変数として扱うモデルが変量効果モデル

であり、一定である場合を想定したモデルが固定効果

モデルである。本稿では適切なモデルを採択するため

                                                   
12 分析には Stata を用いた。 

に Hausman 検定13を行った結果、変量効果モデルが採択

された。 

 

（２）分析モデル 

分析のモデルは以下の通りである。 

 

 
 

i：開発途上国 （1,2,…,49） 

 

t=1：wave1995 

t=2：wave2000 

t=3：wave2005  

 

：開発途上国の幸福度 

：他人への信頼度 

：結婚率 

：为観的健康度 

：失業率 

：国民 1 人あたりの GNI 

：インフレ率 

：市民の自由度 

：警察への信頼度 

：紛争ダミー 

 

α：個別効果 ε：誤差項 

 

サンプル数：80 

 

４ 推定結果 

 

推定結果(表 6)から、「失業率」のパラメータ値が

負に有意、「为観的健康度」「警察への信頼度」のパ

ラメータ値が正に有意という結果が得られた。この推

                                                   
13「変量効果は説明変数と相関していない」という帰無仮説

を立て、カイ 2 乗検定することで 、変量効果モデルと固

定効果モデルのどちらが望ましいか検証することができ

る。 
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計結果から、途上国の雇用状況の改善、国民の健康増

進、警察への信頼構築が幸福度を向上させると考えら

れる。」 

 

Ⅴ 政策提言 

 

分析結果より、幸福度に対して警察への信頼度と

为観的健康度が正の影響を、失業率が負の影響を与

えることが明らかになった。本稿では推定式の係数

の大きい为観的健康度と警察への信頼度に着目し、

開発途上国の幸福度を高めるため、2 つの政策を提

言する。1 つ目は文民警察改革支援、2 つ目は開発途

上国の保健人材確保についてである。 

 

１ 文民警察改革支援に向けて 

 

 分析の結果、警察への信頼度向上が幸福度の向上

につながることが示された。警察への信頼度を高め

るためには、開発途上国や先進国、国際機関が一体

となって警察制度改革に取り組み、警察組織全体の

質を高めることが重要だと考えられる。また、政府

为導の制度改革だけでなく、警察を信用する为体で

ある市民の声が反映され、ボトムアップ形式で警察

改革が進められる必要がある。この観点から、開発

途上国と先進国、国際機関に対して警察改革援助政

策の提言を、NGO に対してアドボカシー活動14促進に

ついての提言を行う。 

 

（１）開発途上国の警察制度の現状について 

開発途上国の警察組織は、先進国と同様に中央警

察と地方警察から構成されている。しかし、開発途

上国では中央警察、地方警察双方において腐敗が進

んでいる。例えば、アンゴラでは非暴力的なデモ隊

に対しても、警察が過度の弾圧を加え、その結果死

                                                   
14 アドボカシーとは人々の生活に直接影響するシステムや

政策の変革を目指して提言活動を行うことである。田中

(2008) より。NPO 新時代：市民性創造のために 明石書

店 

傷者が出ている。またカンボジアでは警察が貧しい

市民を脅迫し、金銭を要求するという問題が報告さ

れている。他にも賄賂の横行、犯罪処理手続きの不

透明さ、人材登用制度の不整備、職業倫理意識が欠

落した警察による人権侵害などが挙げられる。また、

賄賂なしには犯罪者を捕まえようとしない、逮捕し

た被疑者に拷問を加え自白を強要する、警察官が略

奪や麻薬売買等の犯罪行為に手を染めるなどの問題

が起きている。 

 これらの警察の腐敗の原因は様々だが、为に以下

の 3 点がある。まず 1 点目に警察組織全体を統制す

るような制度の不整備が挙げられる。本来中央警察

は地方警察を管轄するものであるが、開発途上国で

は中央警察が腐敗しているため、地方警察を統制す

ることができない。そのため市民の生活に直接影響

を与える地方警察の腐敗は進む一方である。そして

2 点目は警察と軍が一体化していることである。開

発途上国では、植民地時代に宗为国が独立運動等の

抑圧のために敷いた治安維持組織を、独立後に警察

として引き継ぐ国が多い。そのため、そのような国

では警察と軍が一体化し、結果として警察は抑圧的

体制になりがちである。具体的には、警察が権力者

と結託し、現在でも反政府勢力の弾圧などが行われ

ている。また、3 点目として警察と政界の癒着が挙

げられる。政治家が警察を利用して、自らの政策に

反対するものを弾圧し、その見返りとして、警察の

悪行に目をつぶるといったことも起こっている。 

 

（２）警察改革援助策の向上 

①現在の警察改革援助策について 

 警察の腐敗が問題となっている国に対しての援助

は、大きく 2 つの種類に分けることができる。まず

1 つ目は 2 国間 ODA による援助である。これは援助

国の利害関係国に対して行われるものや、開発途上

国からの要請を受けて行われるものなどである。こ

れらの援助は、中央警察に対して現地に専門家等の

人材を派遣したり、また援助国が現地の警察官を招

いたりして研修を行うなど、人材育成を中心として

いる。また、地方警察に対しては鑑識技術等の技術

指導等を行っている。日本は、警察と軍を切り離し
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て民为化しようとしていたインドネシアに対して支

援を行ったり、ブラジルから要請を受けて支援を行

ったりした。しかし、2 国間 ODA 援助には様々な問

題点がある。まず、限られた ODA 予算による援助で

あるため、短期的にならざるを得ないことや、援助

国の利害が関係するために被援助国が限定されるこ

とが挙げられる。さらに、要請のあった国にしか援

助ができないため、警察が腐敗しているにもかかわ

らず改革の手が入らない国があることや、内政干渉

等になる恐れもあることから、腐敗している警察の

抜本的な改革とまではいかないことも問題である。 

2 つ目は、紛争後の PKO15活動である。これは紛争

終了後の国に対して、国連決議により PKO の一環と

して文民警察を派遣し、警察制度改革が行われるも

のである。この警察制度改革では、紛争終了後の国

に対して法治为義を徹底させ、民为的警察を構築さ

せることを目的としている。たとえば、ボスニア・

ヘルツェゴビナでは、紛争終了後に人材登用制度改

革や警察部門と司法部門の連携強化などがなされた。

しかし、この援助政策にも問題点がある。まず受入

国側については、既存の体制に固執することから非

協力的体制をとるという問題がある。また派遣側に

も、派遣人材の確保が困難であったり、さらに派遣

人材の文民警察に対する知識不足や言語の問題など

がある。このように、紛争後の PKO においても警察

制度の抜本的な改革は難航している。 

 

②新しい警察改革支援組織の構築 

警察の制度改革を行い、中央警察が地方警察を管

轄する体制を整備すれば、警察全体の腐敗を根絶し

て、住民に信頼されるような警察制度を構築するこ

とができると考える。そのためには中央警察では警

察全体の制度改革を、地方警察では職業倫理意識と

技術向上の両方を同時に進めていく必要がある。開

発途上国おいてこのような抜本的な制度改革を行う

                                                   
15紛争が発生していた地域において、その紛争当事者間の停

戦合意が成立したあとに、国連が国連安全保障理事会(ま

たは総会)の決議に基づいて、両当事者の間に立って停戦

や軍の撤退を監視することで再び紛争が発生することを防

ぎ、対話を通じた紛争解決が平和裡に着実に実行されてい

くことを支援する活動。(出所：外務省国連平和維持活動) 

ためには、開発途上国のみの力では不可能である。

そこで国外からの援助が必要となるが、現在行われ

ている 2 国間 ODA による援助や PKO 活動では、上記

で述べた問題点などにより、抜本的な改革は困難で

ある。現在、警察支援組織として Interpol16、UNODC17

といった国際機関はあるが、これらの組織は開発途

上国の警察を抜本的に改革していくような組織では

ない。つまり、常時警察制度改革を行う国際機関が

存在しないということである。そこで我々は開発途

上国において抜本的な警察改革を行うため、開発途

上国、先進国、警察や犯罪関連の国際機関や学術者

が为体となって、国家警察制度を改善するための合

議体を作ることを提案する。この合議体では、国際

連合の専門機関や世界銀行にあるような管理部門は

持たず、G8 のように参加为体が定期的に集まり、各

为体が一丸となって警察改革支援に取り組む。合議

体による警察改革の流れは以下の通りである。まず、

警察改革が必要な開発途上国に対して、安定した警

察制度を有する先進国、警察改革や犯罪について、

豊富な情報・知識・ノウハウを有する警察や犯罪関

連の国際機関（UN Police, Interpol, UNODC など）

や学術者によって形成される合議体に援助を受け入

れる開発途上国が参加する。そして、その国の警察

改革についての作業部会を設置し、各为体が共同で

警察制度改革案とロードマップを作成する。その後、

その作業部会から開発途上国の警察に対して人材派

遣や監視等を行い、中央警察が地方警察を管轄でき

るような制度改革支援を実施する。この合議体のメ

リットは、2 国間 ODA では不可能であるような長期

的で大規模、そして抜本的な警察改革が期待できる

ことである。また、先進国や国際機関、学術者、援

助を受ける開発途上国の合議により支援の方向性が

決定するので、1 つの先進国の利害のみが前面に出

ることはなくなる。そして開発途上国も合議に参加

することで、国内情勢についても考慮した改革がで

                                                   
16国際的な犯罪防止のために 1923年に世界各国の警察により

結成された国際組織。2009 年には 188 か国が加盟してい

る。(出所：国際刑事警察機構) 
17不正薬物、犯罪、国際テロリズムの問題に包括的に取り組

むことを目的とした、国連組織。(出所：外務省 国連薬物

犯罪事務所) 
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き、加えて内政干渉の問題が解消される。さらに国

際機関や学術者の専門的な知見も改革にふまえるこ

とができるため、質の高い制度改革が期待できる（図

1）。 

 

③アドボカシー活動促進について 

警察の腐敗の進む開発途上国において、警察の人

権侵害を問題視して声をあげ、活動している市民団

体がある。レソトでは Transformation Resource 

Centre という NGO があり、警察による残虐行為や職

権乱用などをなくすためのアドボカシー活動を行っ

ている。しかし、これらの団体の中には、規模が小

さく、活動が活発ではないものも多い。また知識や

経験などが不足しているため、アドボカシー活動が

うまく行われていない団体が多く、市民の声を警察

にしっかりと反映しているとはいえない。 

また警察組織に対して、市民の声を届ける役割を

果たす機関も存在する。まず、管轄省庁が設置する、

警察に対する苦情・不満などの市民の声を警察に届

ける機関が挙げられる。アンゴラでは警察に苦情対

応機関が設置され、1 日に一定の数の苦情が報告さ

れている。しかし、これらには警察内部の人間が関

与している場合が多く、警察に不利な苦情は警察上

部に届く前にもみ消される場合がある。そして、国

の法律等で設置が定められているオンブズマン制度

もある。オンブズマンとは中立の立場で監視、査定

を行うものである。しかし、開発途上国のオンブズ

マンには警察が不透明な基準で独自で人選をする、

権限が制限されており安全保障や犯罪に関わる案件

には関われないなどの問題がある。また、事件によ

りオンブズマン制度が適用されないといった問題も

ある。さらに、警察の苦情対応機関やオンブズマン

制度は法律により規定されているため、適切に機能

させるには法改正等も必要であり、改革は難しい（図

2）。 

以上のことから、開発途上国では市民の声を警察

に届ける制度は十分に機能しておらず、市民の声は

反映されていないといえる。また、先ほど（1）で述

べた合議体の形成による警察改革は大規模、長期的

な改革となるため、市民が改革の成果を実感できる

までにはかなりの時間を要する。そのため、市民の

警察への信頼度を高めるには、外部からの警察改革

だけでは不十分であり、市民の声が警察に反映され

るような制度を構築することが重要であると考えら

れる。そこで、我々は市民団体と NGO を活用し、ア

ドボカシー活動を促進するための提言をする。この

制度は、警察に対してアドボカシー活動を行ってい

る 1 つの国内有力 NGO が、各市民団体のネットワー

クを構築するものである。そして、その有力 NGO が

各市民団体の意見をまとめて、オンブズマンや苦情

対応機関を通さずに、中央警察、管轄官庁に直接提

言を行う。その提言の際に警察の腐敗の問題だけで

なく、オンブズマンや苦情を聞く機関を改善するな

どといった提言も行う。もし、国内にそれができる

ような大規模 NGO がなければ、その国で活躍してい

る国際 NGO が代わりに提言をおこなう。また各市民

団体が自分の地域の地方警察に提言を行う際も、有

力 NGO の協力を得ながら提言活動をする（図 3）。 

この制度のメリットは 3 点挙げられる。まず 1 つ

目は、適切に機能していない政府や警察によって設

置されたオンブズマンや苦情対応機関を通さずに、

市民の生の声を警察に届けることができることであ

る。2 つ目は、各市民団体が地方警察に提言を行う

際にも、知識や経験が豊富でアドボガシー活動など

で成果を残している有力 NGO がサポートするので、

強固な提言ができることである。3 つ目は、法律な

どによって定められているオンブズマン制度や苦情

対応機関を変革するものではないため、法改正の必

要がないことである。デメリットとして考えられる

のは、市民団体直々の訴えを警察組織や管轄官庁が

耳を傾けるかどうかが不明瞭であることである。し

かし、市民団体や NGO が一丸となりアドボカシー活

動を行えば、大きな勢力となるため、政府や警察が

訴えを無視することは難しくなると考えられる。 

 

２ 保健人材の確保を目指して 

 

分析結果から、为観的健康度の向上が幸福度の向上

につながることが示された。为観的健康度は国民 1 人

1 人の健康状態に焦点を当てている。そのため、質の
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高い保健サービスをすべての国民に対して提供する事

が为観的健康度の向上に結びつくと考える。そこで本

節では、保健人材の確保という観点から、保健医療従

事者の待遇改善、保健人材育成プログラムという 2 つ

の政策提言を行う。 

 

（１）グローバルヘルスの変遷 

すべての国民が質の高い保健サービスにアクセス

できるようにするには、あらゆる地方で充実した保

健サービスが提供できる体制を整えるべきである。

そのためには、国レベルで保健システムを強化する

必要がある。 

保健サービスに関する政策として、これまで疾患

別アプローチと保健システム強化という異なる取り

組みがなされてきた。疾患別アプローチとは、エイ

ズやマラリアなどの特定の疾病に対して対策を行う

ことである。疾患別アプローチは成果が見えやすい

ために各国は率先してこれを行ってきた。疾患別ア

プローチの問題点として、各疾患対策プログラムの

効率悪化により保健サービスの質そのものが低下す

ること、そしてそれに起因して保健システムが未熟

になり、基本的な諸疾患に対応できていないことが

挙げられる。具体的には以下の通りである。まず、

複数のドナーが支援する疾患対策プログラムが調整

されないまま実施されることにより、被援助国が対

応しきれない状況が生まれている。次に、そのプロ

グラム業務が負担となって保健担当省の業務効率が

低下している。そして、政府諸機関に配分されるは

ずの資金や人材が疾患対策プログラムに過剰に投入

されることで保健システムの弱体化につながってい

る。実際に、保健システムのパフォーマンスの問題

が乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善、また、エイ

ズ、マラリアやその他の疾病の蔓延の防止を拒む大

きな原因とみなされている。 

現在は世界的な保健政策の流れとして、疾患別ア

プローチから保健システムの強化へと焦点がシフト

している。保健システム整備は、従来まで为軸とし

て行われてきた疾患別アプローチとは異なり、国民

すべてに総合的な保健サービスを提供する事を目的

としている。 

以上をふまえ、開発途上国においてすべての国民

に質の高い保健サービスを提供するには、従来行わ

れていた疾患別アプローチではなく、国のあらゆる

地方にまで質の高い保健サービスを行きわたらせる

ことが可能となる保健システムを構築することが求

められる。また、援助の潮流もシステム強化に移行

していることから、先進国や国際機関の協力も得ら

れやすいと考えられる。よって本稿では保健システ

ムの強化に着目する。 

 

（２）人材資源と保健システム 

保健システムに関して、WHO の 2007 年の年次報告

書の「保健システムの枠組み」に 6 つの構成要素が

示されている。「サービスの供給」、「保健人材」、「情

報」、「医療技術」、「保健財源」、「リーダーシップと

ガバナンス」である。このうち保健人材は、保健シ

ステムを全体的に動かす为要な要素のひとつである。

WHO は、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の改善、また、

エイズ、マラリアやその他の疾病の蔓延の防止のた

めには十分な数の保健人材が必要であるとして、保

健人材の確保や質の向上に積極的な姿勢を示してい

る。以上のことから、本稿でも保健人材に焦点を当

て、議論を進める。 

長年、保健人材に関する問題は、開発途上国にお

いて懸念材料となっている。特に保健人材不足は開

発途上国の保健制度に深刻な問題をもたらしている。

World Health Organization（2006）によると、開発

途上国では約 240 万人の医師、助産師が不足してい

ることが明らかになっている。開発途上国の保健人

材不足の原因として、以下の 3 点が挙げられる。1

点目は国内で保健人材を育成できないことである。

これは、看護学校や医学部で学ぶにあたって必要と

なる基礎学力を備えた人材が不足していることや、

保健人材を育成する専門機関や教育者などの教育イ

ンフラが不足していることが起因していると考えら

れる。2 点目は、保健分野の労働環境が劣悪である

ことである。そのため、看護師などの保健専門職の

資格を保有しているにもかかわらず、国内の保健施

設で働くことを選択しない人材や海外に職場を求め

る人材が数多く存在する。 Palmer（2006）では、マ
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ラウイにおいて約 1200 人の看護資格保有者が保健

分野で働くことを選択していないことが報告されて

いる。3 点目には、エイズの拡大によって、医療従

事者の需要が増加していることが挙げられる。 

また保健人材不足のみならず、保健人材の国内に

おける偏在も、十分な保健サービスを国民一人一人

に提供できていない原因となっている。WHO による

と、世界の医師の 76%、看護師の 62%が都市部で勤務

しており、人口密度の高い農村部では保健人材が不

足していることが報告されている。保健人材が不足

している地域では、1 人 1 人の保健従事者の業務に

おける負担が増大し、労働環境のさらなる悪化を招

くことになる。 

以上をまとめると、保健システム改善のためには、

保健人材不足と偏在の解消が必要である。よって本

稿ではこれらの問題に焦点を当てた提言を行う。 

 

（３）保健人材確保に向けた政策提言 

第 2 項をふまえて、本項では 2 つのアプローチか

ら、保健人材の確保に向けた提言を行う。 

 

①保健医療従事者の給与水準の向上 

 開発途上国における保健人材不足は急務であり、

早急に保健人材を増加させる策をとる必要がある。

しかしながら、新たな人材を育成するには時間がか

かってしまう。そこで、現在、保健専門職の資格を

保有しているにも関わらず、国内の保健分野で働い

ていない人材を保健分野に供給することが有効であ

ると考えられる。そのためには、保健分野の労働環

境を改善する必要がある。 

 開発途上国において、労働環境が劣悪である理由

は、賃金が労働内容に見合わないことだと考えられ

る。実際に、インドでは、保健人材不足のために 1

人 1 人の医療保健従事者の負担が重いのにも関わら

ず、低賃金であるため、病院勤務者によるストライ

キが頻発している18。 

 以上のことから、我々は、開発途上国の医療保健

従事者の給与の上乗せを提言する。これによって保

                                                   
18 hindustantimes(2010)より。 

健専門職の資格の保有者に国内の保健分野で働くイ

ンセンティブを与えることができ、人材不足が緩和

される。実際に、2004 年にマラウイで 52％の賃金ア

ップがなされ、1 年で約 700 人の保健医療従事者が

増加し、看護師の移住労働者が減尐した('03 年:108

人→’04 年:79 人)19。さらに、人材不足の緩和は保

健医療従事者の業務負担の軽減にもつながるのであ

る。 

 加えて、我々は都市部と農村部で給与に差をつけ

ることを提言する。農村部の賃金を相対的に高くす

れば、保健人材の地域偏在の改善につながると考え

られる。 

  

②保健人材育成プログラム 

開発途上国における保健人材不足の解消のために

は、新たな人材の育成に取り組む必要がある。しか

し、2 項で述べたように、現在開発途上国では保健

人材を輩出するような教育インフラが不足している。

そこで我々は新たな保健人材育成プログラムを提言

する。 

 我々が提案するプログラムは以下の通りである。

まず、先進国や国際機関の技術協力を得て、開発途

上国内で初歩的な保健の専門教育を受けられる施設

を整備する。その教育施設の学費を国費で負担する。

そしてその施設の卒業生には、政府が指定する国内

の保健施設で数年間の勤務を義務付ける。さらに、

その施設の卒業生の中で特に優秀な人材には、国費

で先進国の医科大学や医療施設に留学させ、帰国後

に政府が指定する国内の保健施設で数年間、医師と

して高度な医療に携わることや、国内の保健教育施

設で教育者として働くことを義務付ける。 

 このプログラムが従来の保健人材育成政策と異な

るのは、国内での勤務義務を課していることである。

この措置により、保健の専門教育を受けた人材を確

実に国内で保健従事者として働かせることができる。

さらに、政府が勤務地を決定することで、偏在の問

題も解消される。また、保健医療従事者のみではな

く、保健の教育を行う人材を輩出できるのもこのプ

                                                   
19 Palmer(2006)より。 
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ログラムの大きな特徴である。開発途上国内でこの

ような人材をまかなうことができれば、将来的には

保健教育インフラの充実につなげることができる。 

 

（４）政策実現のために 

 本節で我々が提言した政策は開発途上国の保健人

材不足や偏在の問題の解決につながり、保健システ

ムを強化する有意義なものである。しかしながら、

この政策にはいくつかの問題点がある。 

 1 点目は財源の問題である。我々はこれらの政策

の財源には先進国や国際機関、財団からの援助金を

充てることを想定している。現在、開発途上国諸国

には保健分野に対して 100 億ドル規模の資金援助プ

ログラムが多数実施されており20、資金源は十分にあ

ると考えられる。しかし、こうした援助に依存し続

けていれば、開発途上国が自国の力で保健システム

を整備することができなくなってしまう。将来的に

は開発途上国がこれらの政策の財源を自ら捻出する

ことが理想である。そのためには、財政政策や産業

政策にも真剣に取り組む必要がある。 

 2 点目は開発途上国の教育政策や労働政策が未熟

なことである。2 項で述べたように、保健人材不足

の原因として、看護学校や医学部で学ぶにあたって

必要となる基礎学力を備えた人材が不足しているこ

とや保健人材が海外に流出してしまうことが挙げら

れる。しかし、これらの問題を保健政策のみで対処

することは不可能であり、教育基盤を整える政策、

移民労働者を管理する政策が求められる。 

 以上をまとめると、開発途上国の保健システムを

整備するためには、保健政策と合わせて、財政政策

や教育政策、労働政策など、他分野の政策を充実さ

せることが必要である。しかしながら、他分野の政

策について詳しく言及することは本稿の領域を超え

るため、ここでは保健政策の提言のみを行った。 

 

 

 
                                                   
20 世界基金、世界銀行、米国国際開発庁やクリントン財団

など。神馬(2009)より。 

Ⅵ おわりに 

 

本稿では、開発途上国の人間開発を推進するため

に、従来の指標の問題点を指摘した上で、幸福度に

着目して分析を行った。その結果、警察への信頼度、

为観的健康度、失業率が幸福度に影響を与えること

が明らかになった。そして、このうち影響の強かっ

た警察への信頼度と为観的健康度に関する政策を提

言した。警察への信頼度については、開発途上国の

警察制度の抜本的な改革のための政策と、市民の声

を反映するような制度改革のための政策の 2 点につ

いて提言した。また、为観的健康度については、開

発途上国において保健人材が不足していることから

その人材の確保に向けた政策を短期的・長期的な観

点からそれぞれ行った。本稿は、分析対象を開発途

上国に絞って幸福度の実証研究を行った点と、従来

の幸福度の研究では考慮されていなかった治安要因

が幸福度に影響を与えること明らかにした点で、人

間開発推進につながる有意義なものであるといえる。

しかし、本稿における課題も以下に述べる通り存在

する。 

 第 1 に、データの制約についての問題がある。ま

ず、世界価値観調査は調査対象国が十分でなく、継

続的に調査が行われる国も尐ない。また、世界銀行

より得られるデータについても、開発途上国のデー

タは乏しく、識字率や飲料水へのアクセスに関する

データ、政府支出額のデータは欠損が多いため利用

できなかった。そのため、世界に多数存在する開発

途上国のうち分析に用いることができた国は限定さ

れた。第 2 に、開発途上国への提言の難しさの問題

がある。開発途上国は国により様々な背景を有する。

そのため、あらゆる国に普遍的に言えることは限定

されてしまい、細部にまで踏み込んだ詳細な政策を

打ち出すことは難しい。 

 我々は、世界の開発途上国と先進国、さらに国際

機関が協力して国民の幸福度の向上に努め、生活環

境・政治環境すべてにおいてよりよい国家になるこ

とを望んでいる。本稿がそのきっかけとなることを

願い、本稿の結びとする。 
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図表 

 

表 1 各国/地域群の保健・経済・教育に関する指標の平均値21 

 5 歳未満児死亡率 乳児死亡率 

(1歳未満) 

1人あたりの

GNI(米ドル) 

成人の総識字率

(％) 

1990年 2008年 1990年 2008年 2008年 2003-2008年 

先進工業国 10 6 8 5 40772 - 

開発途上国 99 72 68 49 2778 80 

後開発途上国 179 129 113 82 585 52 

世界 90 65 62 45 8633 82 

出所：ユニセフ「世界子ども白書 2010」より筆者作成 

 

 

表 2 WGI の各項目の平均比較22 

 VA PV GE RQ RL CC 

開発途上国 -0.525535 -0.50022 -0.609693 -0.583240 -0.625953 -0.592923 

DAC加盟国 1.196466 0.710922 1.334608 1.279906 1.314179 1.327723 

出所：World Wide Governance Indicator より筆者作成 

 

 

 

表 3 人間開発達成度を測る指標 

指数名 指数を構成するデータ 

Human development index (HDI) Life expectancy at birth・Adult literacy rate・Gross enrolment 

ratio・GDP per capita(PPP US$) 

Gender-related development 

index (GDI) 

Female/Male life expectancy at birth・Female/Male adult literacy 

rate・Female/Male GER・Female/Male estimated earned income 

Gender empowerment measure 

(GEM) 

Female and male shares of parliamentary seats・Female and male shares 

of positions as legislators, senior officials and managers・Female 

and male shares of professional and technical positions・Female 

and male estimated earned income 

Human poverty index for 

developing countries (HPI-1) 

Probability at birth of not surviving to age 40, Adult illiteracy 

rate, Percentage of population without sustainable access to an 

improved water source, Percentage of children under weight for age 

Human poverty index for 

selected OECD countries 

(HPI-2) 

Probability at birth of not surviving to age 60, Percentage of adults 

lacking functional literacy skills, Percentage of people living 

below the poverty line, Long-term unemployment rate 

出所：Human Development Report 2003をもとに筆者作成 

                                                   
21 表 1における国/地域の分類はユニセフによる分類に従っている。 
22 VA(Voices and Accountability)国民の政治参加(自由かつ公正な選挙など )、結社の自由、報道の自由があるかどうか：

PV(Political Stability and Absence of Violence)国内で発生する暴動(民族間の対立を含む)やテロリズムなど、制度化されてい

ない、あるいは暴力的な手段により、政府の安定が揺るがされたり、転覆される可能性がどれだけあるか：GE(Government 

Effectiveness)行政サービスの質、政治的圧力からの自立度合い、政府による政策策定・実施への信頼度、政府による(改革への)コ

ミットメント：RQ(Regulatory Quality)その国の政府が、民間セクター開発を促進するような政策や規制を策定し、それを実施する

能力があるかどうか：RL(Rule of Law)公共政策に携わる者が社会の法にどれだけ信頼を置いて順守しているか。特に契約の履行、警

察、裁判所の質や、犯罪・暴力の可能性など：CC(Control of Corruption)その国の権威・権力が一部の個人的な利益のために行使さ

れる度合い。汚職の形は大小を問わず、また一握りのエリートや個人の利害関係による国家の支配も含む。(出所：JICA 研究所

(2008)) 
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表 4 国別幸福度の平均比較 

 wave 1995 wave 2000 wave 2005 

DAC 加盟国 3.121775 3.1924795 3.2456 

開発途上国 2.818152 2.9421583 3.007266 

出所：世界価値観調査より筆者作成 

 

 

 

表 5 記述統計量 

変数 平均 標準偏差 尖度 歪度 最小値 最大値 

幸福度 0.480  0.041  3.911  -0.829  0.341  0.554  

他人への信頼度 0.200  0.114  3.390  0.913  0.028  0.521  

結婚率 0.560  0.149  2.604  -0.430  0.143  0.806  

为観的健康度 0.579  0.029  4.229  -0.521  0.477  0.651  

失業率 9.935  7.024  5.342  1.596  1.3 32.2 

国民 1人あたりの GNI 4993.205  4006.973  3.896  1.079  210 17940 

インフレ率 21.701  54.148  36.950  5.448  -1.710  411.736  

市民の自由度 3.675  1.348  2.756  0.295  1 7 

警察への信頼度 0.380  0.080  2.679  0.497  0.240  0.602  

紛争ダミー 0.238  0.428  2.522  1.234  0 1 

 

 

 

表 6 推定結果 

変数 係数 標準誤差 t値 p値 

他人への信頼度 -0.0537  0.0418  -1.29 0.199 

結婚率 -0.0106  0.0296  -0.36 0.72 

为観的健康度 0.6174  0.1541  4.01 0 

失業率 -0.0013  0.0006  -2.12 0.034 

国民 1人あたりの GNI -3.14E-07 1.64E-06 -0.19 0.848 

インフレ率 -0.0002  0.0002  -0.8 0.421 

市民の自由度 -0.0035  0.0050  -0.69 0.489 

警察への信頼度 0.1159  0.0582  1.99 0.047 

紛争ダミー 0.0095  0.0099  0.96 0.338 

個別効果 0.1290  0.0931  1.39 0.166 
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図 1 合議体のイメージ 

 

 

 

 

 

図 2 現在の警察と市民の関係 
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図 3 我々の提言する制度 
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第２章 空港経営の効率性分析23 
～DEA 分析と Tobit 回帰を通じて～ 

   

 

古山 昌稔 

佐藤 晋太郎 

中嶋 聖子 

柳楽 渉 

畑山 かな子 

 

要旨 

 

我が国の国土政策は「均衡ある国土の発展」という考えのもと、空港は国のもつ社会基盤の中でも重要なインフラ資

産として整備されてきた。2010 年 3 月に開港した茨城空港でその数は 98 を数え、日本の空港政策は空港インフラを

有効活用する段階にシフトしている。 

 26 の国管理空港、共用空港において国土交通省が 2006 年、2007 年における収支の試算を公開したが、その試算結

果を見ると、共に黒字空港はわずか 6 空港のみであり、残りの 20 空港は赤字を計上している。空港は国の重要なイン

フラ資産という側面をもつため、たとえ赤字であっても必要な空港や路線は存在し、それらを簡単になくすことは望ま

しくない。そこで、これからは利益を上げつつ利用者へのサービスを充実させること、さらに我が国の厳しい財政状況

の中で、国からの援助無しに全国の空港の赤字が埋め合わせることができるような、空港の効率的な維持運営が重要と

なってくる。そのために、空港経営における効率性を分析し、空港全体を効率化させる必要がある。 

 公共事業体の効率性の分析はこれまでに様々な研究が行われてきた。しかし、これまで行われてきた研究では、空港

の技術効率性、旅客輸送効率や貨物運輸効率の空港内部に関する要因に着目した研究がほとんどであり、空港外部から

与えられる要因を分析した研究は私たちの調べた限り存在しない。そこで空港外部から与えられる影響に着目し、空港

の効率性を DEA(Data Envelopment Analysis)によって分析し、さらに効率性に影響を与える要因を「空港要因」、

「周辺地域要因」、「自治体要因」の 3 つの要因に分けて Tobit 回帰による分析を行った。 

 分析の結果、航空会社に対する支援をなくすこと、そして空港に乗り入れる航空会社を増やすことが空港の経営効率

改善につながることが実証された。 

この分析結果から、本稿では空港の経営効率改善のために①自治体による航空会社への支援の廃止、②各「地域」に

おける「中央空港」の設置の 2 点の政策提言を行った。

                                                   
23本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、植村利男教授（亜細亜大学）、金子一也様（松下政経塾政経研究所）、

佐藤敦紘様(同志社大学大学院)、白砂信夫教授（神戸国際大学）など多くの方々から有益且つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記

して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、为張の一切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものであ

る。 
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Ⅰ はじめに 

 

近年、空港政策に関心が高まっている。東京国際空港

（羽田空港）の「アジアのハブ空港化」を目指すなど、

国土交通大臣が先頭に立って積極的な空港政策を進め

ている。関西においても大阪国際空港（伊丹空港）、関

西国際空港、神戸空港をめぐり、各府県、市町村の首長

を巻き込んで、議論が活発になされている。 

そうした空港政策に関する議論の 1つとして、日本の

空港における赤字体質の問題が挙げられる。需要予測を

見誤り、必要以上に建設されてきたと言われ、実際多く

の空港が赤字を抱えている。また路線維持や誘致のため

に、地方自治体が航空会社に対して着陸料の減免などの

補助を行うなど、空港経営が効率的に行われているかが

問題となっている。 

 

わが国では国内航空ネットワークを確立するために、

戦後大がかりな空港整備事業が展開されてきた。高度経

済成長に伴い航空需要が増加していくなか、「均衡ある

国土の発展」という理念のもとで、長期計画にもとづい

た空港整備事業が行われてきた。日本の空港は 2010年

3 月開港の茨城空港で 98 空港となり、わが国の空港政

策はこの長期に渡って整備されてきた空港インフラを

有効活用する段階へと移行している。 

現在の空港における財務管理は国や地方が管理運営

する空港を対象にして、その歳入を国庫にプールし、政

府の一元管理のもとで全空港に振り分ける収益プール

制を採用している。空港整備勘定の財源には財政投融資

も含まれ、空港が収益を生まない場合、国民の将来負担

となる恐れもある。また、こうした内部補助システムに

基づく空港整備である故に、収益性の高い空港の利益が

収益性の低い空港の赤字を補てんし、必要な拡張工事な

どが後回しにされてきたという指摘もある。 

 

こうした現状から、現在各空港の効率的経営への取り

組みが求められている。 

 そこで本稿では、日本の空港経営が効率的に行われて

いるか、また空港経営を効率化させる要因は何かという

問題意識のもと、DEA分析を用いて効率値を算出し、そ

の効率値がいかなる要因に影響を受けているか Tobit

回帰を用いて検証することで空港の経営効率を改善さ

せることを目指す。なお、本稿の構成は以下の通りであ

る。 

第 1章では、空港整備事業の変遷と現状の詳細を記述

する。そのうえで、問題意識を提示する。第 2章では、

本稿の先行研究を紹介し、オリジナリティを提示する。

第 3章では、本稿で用いた分析の枠組みを記述し、空港

の効率性に関する分析を行い、その分析結果から第 4

章で空港経営の効率性を改善する政策を提言する。 

 

Ⅱ 現状 

 

１ 空港整備のこれまで 

 

空港は国の持つ社会基盤の中でも重要なインフラ資

産であり、戦後一貫して多くの国家が空港を国の管理下

においてきた。わが国では第 2次世界大戦後、GHQの指

令にもとづいて、ほとんどの空港は米軍の管理下におか

れた。その後徐々に空港の返還がなされるなか、1956 年

に空港整備法が制定され、戦後の空港整備事業が本格的

に始まった。 

 

（１）空港整備事業の目的 

空港整備事業の当初の目的は、すでに国内航空網が整

備されていた諸外国を見習い、政治経済活動の発展のた

め国内の航空ネットワークを確立することにあった。そ

の後、高度経済成長にともなう航空需要の増加に対応し、

長期計画にもとづいた空港整備事業に発展してゆく。 

高度経済成長が本格化した時分までは、地方空港の新

設に力点が置かれ、国内の航空ネットワークの整備が急

がれた。それとともに、財源が拡充され、1970 年に空

港使用料、1971 年に航行援助施設利用料、1972年に航

空金燃料税が創設される。 

空港整備の指針に大きな影響を与えたのは全国総合
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開発計画24であった。特に、1969 年に策定された新全

国総合開発計画（新全総）や、1977 年に策定された第

三次全国総合開発計画（三全総）では、公共投資による

地域格差の是正が謳われた。三全総は「定住構想」と呼

ばれる開発方式を目指し、大都市への人口集中を抑制す

る一方で、地方を公共事業により振興することにより、

「均衡ある国土の発展」を目指した。これらは国内の航

空ネットワークの整備の重視や地方空港重視の政策の

基盤となった。 

1981 年以降では、地方空港のジェット化にともなう

整備も重点的に行われ、バブル景気がピークを迎えるこ

ととなる 1986 年以降になると、三全総の理念を「多極

分散型国土の形成」という形で引き継いだ第四次全国総

合開発計画（四全総）に影響を受ける形で、「1 県 1 空

港」が叫ばれ、空港空白地域のない国土形成が目指され

る。さらに、地方空港の整備とともに、都市圏の大都市

圏空港も重視されるようになる。 

バブル経済が崩壊した後の 1996 年以降では、大都市

圏空港の整備を重視する政策に本格的に転換される。そ

の後、空港整備計画は、2003 年から社会資本整備重点

計画に一本化されたが、大都市圏空港を重視する姿勢に

変更はない。 

 

（２）現在の空港整備 

いまや日本の空港は茨城空港で 98 空港となり（図

１）、空港へのアクセス時間が 1時間圏内に居住する人

は国民の約 75%に達し、2時間圏内まで拡大すると国民

の約 97%をカバーするまでとなった。交通政策審議会の

航空分科会は、「今後の空港及び航空保安施設の整備に

関する方策について 答申」（2002 年、2007年）、また

国交省の「空港の設置及び管理に関する基本方針」にお

いて、空港の整備は配置的側面からみれば概成したとい

う見解を出している。今まで「均衡ある国土の発展」を

目指し整備を行ってきた空港インフラを有効活用する

段階に国の空港政策はシフトしたといえる。 

その中で地方空港は自港のサービス充実という目的

                                                   
24国土の均衡ある開発のために策定された国の計画。経済成長

の結果生じる地域間格差、過疎・過密の進展、首都一極集中

を是正し、経済成長の果実を成長において相対的に不利な地

域に均霑することを志向。 

から大都市圏との路線拡充を求めているが、人口が集積

し、経済活動の中心である大都市圏では騒音問題に代表

される環境問題とそれに伴う土地取得が困難であるな

どの制約要因で、羽田空港や成田空港では発着枠の制限

が設けられるなど、航空需要への十分な対応がなされて

いるといえない。これをうけて大都市に位置する空港で

ある、新東京国際空港（成田空港）、関西国際空港、中

部国際空港、名古屋空港、神戸空港の有効活用が叫ばれ

ている。また今年国際ターミナルが開港した羽田空港や、

将来需要の増加によって対応が難しくなるといわれて

いる那覇空港や福岡空港への拡張整備は積極的に議論

がなされている。 

地方空港の整備については、1991 年度以降の計画で

は総滑走路延長指標 TRW（＝総滑走路延長／（人口×面

積）1/2）と呼ばれる具体的な物量指標が示され、数値

目標が示されていた。TRW は滑走路を延長すれば高まる

ような物量指標であるため、相対的に地価の安い地方空

港の滑走路の整備に空港整備事業をシフトさせていた。

この指標はバブル崩壊後に撤廃され、現在は国家財政の

ひっ迫などから、空港の新設や滑走路の整備などでも徹

底した需要予測25を行うことを国は目標としている。 

 

２ 地方空港の非効率な体制 

 

ここでは第一節で紹介した空港整備の過程で作り出

された地方空港の非効率な体制を 2つ、例としてとりあ

げたい。 

 

（１）管理制度上の空港の種別 

日本の空港はさまざまな種別により区分されている

（表 2）。 

まず国際空港としての機能を果たす、成田空港、関西

国際空港、中部国際空港はそれぞれの空港株式会社が設

置・管理する会社管理空港であり、基本的には空港株式

会社が運営をしている。 

その他の空港は国または地方が運営している。羽田、

                                                   
25ちなみに現在の需要予測は地域ごとの人口・GDP、航空・鉄

道の路線・料金・時刻表、高速道路の整備状況、為替レー

ト、など多様なデータを用い算出しているが、手法は 2001年

度から変化しておらず、批判も多い。 
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伊丹、新千歳空港、福岡空港などは国土交通大臣が設

置・管理する国管理空港であり、帯広空港、秋田空港、

山口宇部空港などは国土交通大臣が設置し、地方公共団

体が管理する特定地方管理空港、地方公共団体が設置・

管理する地方管理空港、防衛大臣や米軍が設置・管理す

る共用空港などに区分される。種別で国の管理空港と地

方の管理空港に分かれるが、その基準も歴史的経緯によ

るものが多く、その区分も曖昧である。 

 

（２）経営主体の不一致 

現在、多くの空港で空港エアサイド・ターミナルビル･

駐車場などの施設の管理为体が異なり、地方自治体も空

港全体を活用した将来の政策を描けないばかりか、その

ようなインセンティブすらもてない制度となっている。 

空港エアサイドとは空港において飛行機を実際に飛

ばす管制業務を担っている部分であり、この管理は国も

しくは地方が行っている。免税店や小売店などのテナン

ト収入などで採算をとっているターミナルビルは民間

の株式会社が経営しており、合わせて駐車場業務も民間

によって経営されている空港もある。 

ロンドンのヒースロー空港、韓国の仁川空港、オラン

ダのスキポール空港などに代表される世界の空港経営

ではこの三者が一体となった民営・国営で動いている。

日本でも成田空港、関西国際空港、中部国際空港のみ、

それぞれの空港株式会社が設置・管理している会社管理

空港であり、同様のシステムで運営されている。一方日

本の多くの空港が空港エアサイドは行政、ターミナルビ

ル・駐車場経営は民間という様に棲み分けがなされてい

る。ターミナルビルや駐車場から得られる非航空系収入

は燃油代などから得られる空港系収入よりもサービス

の向上などによって収益をあげることが比較的容易で

あり、顧客の満足度も高まるため、この三者一体の経営

は空港の運営上効率的といえる。 

しかし、日本ではこの非航空系サービスを民間が、航

空系サービスを国が担う体制が根付いてしまっており、

三者一体経営をすることは難しい。 

経営为体が一致していない弊害として、国土の均衡あ

る発展を目指し空港行政全体のバランスを図って運営

をする国・地方自治体と、自港の発展を重視するターミ

ナルビル会社とでは整備の方向性・タイミングが一致せ

ず、投資が関連しにくくなるという点が考えられる。 

 

３ 空港整備勘定の問題点 

 

（１）空港の財務管理 

現在、空港の財務管理は国の特別会計の 1つである社

会資本整備事業特別会計の中の空港整備勘定を通して

行われている。この空港整備勘定とは、元々空港整備特

別会計と呼ばれていたが、2008 年度の特別会計に関す

る法律によって、公共事業関連の都市開発資本融通特別

会計や港湾整備特別会計などの 4 つの特別会計と共に

社会整備事業特別会計に統合され、現在の枠組みとなっ

ている。 

空港整備特別会計は航空輸送需要の増大に対処し、空

港整備の促進と維持運営の円滑化を図るとともに、受益

と負担の関係を明確にしつつ所要の財源を確保するた

め、一般会計と区別して 1970年に設置された。それま

では一般会計または港湾整備特別会計によって空港整

備事業が行われていた。空港整備事業の具体的な内容と

しては、港の設置・改良・災害復旧・維持、その他の管

理に関する事業、空港の周辺における航空機の騒音によ

り生ずる障害の防止、その他の措置に関する事業に要す

る費用について、国の出資金、負担金、その他の経費の

交付および資金の貸し付けなどが挙げられる。 

 

（２）空港の内部補助システム 

現在の空港整備勘定は国や地方が管理運営する空港

を対象にして、その歳入を国庫にプールし、政府の一元

管理の下で全空港に振り分けられる仕組みであり、いわ

ゆる収益プール制と呼ばれるものである。つまり、収益

性の高い空港が、その他の空港の整備と運営を助ける内

部補助システムである。ただし、問題点の一つとして特

定地方管理空港と地方管理空港の空港使用料は地方自

治体の収入になるが、これらの空港の整備にも空港整備

勘定が補助をしているため、不完全な内部補助が行われ

ているということが挙げられる。これにより、羽田空港

と伊丹空港、および国管理空港などの利用者が多く見込

まれる空港には多くの負担を課すことになる。とりわけ
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日本の航空ネットワークの要となっている羽田空港に

過大な負担を強いることになる。つまり、羽田空港から

徴収される空港使用料が、地方空港の整備費用を補って

きたのである。こうした空港間における内部補助が行わ

れてきた背景として「空港は単独ではなくネットワーク

を形成して初めて機能するものである」という考えが基

礎となっており、空港の収益をプールして、それを再分

配する空港整備方式には一定の合理性が認められてき

た。収益プール制はこれまでの均衡ある国土発展という

国土交通省の目標に基づいた地方空港整備に大きな貢

献を果たしてきた。しかし、その負担のために、都市圏

空港の整備が遅れ、羽田空港が容量不足に陥る構造を生

みだしたことも事実である。 

 

（３）会計指標の未整備 

現状として、地方自治体の管理下に置かれている空港

においても、空港独自の会計指標が無く、どのように運

営されているのかが住民などに十分説明されていない

などの問題点もある。また、収支を公開している空港自

体が全国的に尐なく、かつ統一的な調査が行われていな

い。会社管理空港では株式会社ということで毎年収支を

公開しているが、人件費など収支の内訳を成田空港や関

西空港などは公開していない。現在、国土交通省から公

開されている収支（試算）は 26の国管理空港と共用空

港の 2006年度、2007年度分のみである。この結果を見

ると、2006年度、2007年度共に伊丹空港や新千歳空港、

鹿児島空港など 6空港が黒字であったが残りの 20空港

は赤字であった（表 3）（表 4)。これが公開された当初、

その衝撃から特定地方管理空港や地方管理空港の収支

にも話題が及んだが、これらの空港の収支の公開は地方

自治体ごとの裁量に任せられており、公開がされている

空港が尐ない上に、算出方法や公開年度もまちまちであ

るというのが現状である。 

 

（４）予算 

次に空港整備勘定の予算を見てみると、2009年度予算

は約5300億円である。为な歳入は、航空会社や利用客が

支払う着陸料・停留料などの空港使用料が約2083億円、

一般財源と航空機燃料税を含んだ一般会計より受け入

れたものが約1423億円、財政投融資を含む借入金が約

1135億円などとなっている26。結果として、財源の5割

から7割を航空会社や空港利用者が負担する形になって

いる。先にも述べたように、利用者の多い空港が得た収

入をプールすることで、我が国の空港は整備されてきた。

それゆえ、羽田空港や伊丹空港などの基幹空港の利用者

に自分の支払った料金が自分の利用していない空港の

投資に回されている、という印象を与えていることは否

定できない。空港整備勘定は元々利用者負担を原則にし

て設立されたものであるが、収益プール制をとっている

ため、個々の空港における受益と負担の関係は成立して

いない。 

一方、歳出としては空港等維持運営費が約 1497億円、

空港整備事業費が約 2073 億円などとなっている27。こ

こで空港等維持運営費に着目してみたい。この項目はも

ともと空港の維持管理運営や騒音対策費の拠出に使わ

れていたが、現在、一部が空港の赤字を補填するために

も使われており、空港等維持運営費は 1978年度には 434

億円、1988年度には 826億円であったが、その額は 2009

年度には 1497 億円となっている。1978 年からの 30 年

間余りの間に費用は 3倍以上にまで拡大している。つま

り、空港の維持運営に費用が多くかかっていることがわ

かる。 

また、空港整備勘定は財政投融資から資金を借り入れ

ている。現代世代と将来世代の不公平を是正する目的で、

国民の公的年金や郵便貯金などの政府資金が空港整備

の原資として投融資されている。このことは、空港が収

益を生まない場合、利用者であるかないかに関わらず、

国民全体の将来負担となることを意味している。 

 

（５）空港整備勘定の財政状況 

ここでは、空港整備勘定の財政状況を概観する。 

歳入の中で最大の項目である空港使用料収入は 1998

年まで徐々に増えてきており、空港数が 90 に達した

1999 年以降は 2000 億円余りで安定して推移している

                                                   
26この他に地方公共団体工事費負担金収入や償還金・配当金収

入、雑収入等がある。 
27この他に航空安全・保安対策費、環境対策事業費、航空路整

備事業、離島航空助成事業、国債整理基金特別会計への繰入

等がある。 



 

 26 

（図 5）。 

歳出の中では、空港整備事業費が 1997年までは最大

の項目であったが、1998 年以降は空港等維持運営費が

大きな割合を占める。このような歳出の変化からも空港

整備勘定において空港の整備から維持運営へと重点が

シフトしているといえる。 

また、赤井（2010）では、『一般会計決算参照書』の

空港整備勘定の歳出歳入決算などの情報をもとに作成

された財務諸表を用いて空港整備勘定の財務分析を行

い、 

「空港整備勘定の借入金残高は 1 兆円を超えていた

が、近年は徐々に減尐している。（中略）正味資産は資

産と負債の差額から得られる。正味資産はプラスになっ

ており、現時点までの空港整備特別会計は債務超過で破

綻状態にあるわけではない。ただし、正味財産の内訳に

ある純資産は近年、減尐傾向にある。この最大の理由は、

負債の増加である。純資産の減尐は、将来世代の負担の

増加を意味する。特に羽田空港の整備に関して、空港整

備特別会計の負債を増やしたことが、正味財産を減らし

将来世代への負担を増やすことになっている。」 

と指摘している。 

 

４ これからの空港整備 

 

国は 2008年に出された「空港の設置及び管理に関す

る基本方針」で地方空港を地方の活性化に寄与する存在

として注目している。例として、地方で顕著である産業

の空洞化やそれに伴う就業機会の減尐という問題に対

して、地方空港を中心にヒトとモノの交流を活発化させ、

アジアの活力を取り込むことで地域の活性化を図るこ

となどを期待している。また、2007 年に出された「ア

ジア・ゲートウェイ構想」においても地方の活性化に地

方空港の活用が期待されている。同年 11月からは外国

の航空会社が地方空港への路線の開設や増便などを自

由に行えるようになり、オープンスカイ協定の進行で乗

入地点や便数の制約が徐々に緩和され、その動きは加速

している。 

 

これまで、海外航空会社の路線は羽田、伊丹の両空港の

発着枠が小さいため地方空港に流れていた。だが、今年

の 10 月 31 日に国際定期便が復活した羽田空港や発着

回数が増える成田空港へ集中が進むと予想される。した

がって、空港間の競争に負け、国際線の撤退を迫られる

空港が出てくる可能性もある。その上、近年までは、国

土交通省が各航空会社に対して、採算路線と不採算路線

を組み合わせて運行を許可することで需給調整が行わ

れていたが、2000 年の規制緩和28により需給調整は廃

止され、各航空会社は競争力強化のため、航空路線の見

直しを進めている。実際に、地方路線を中心に不採算路

線の減便・廃止の計画が発表・実施されている。対象の

空港からは強い反発の声が出ているが、国土交通省は

「路線の廃止・減便は航空会社の経営判断に属する」と

している。 

以上のように、空港は以前のように国によって守られ

ることはなくなり各空港の効率的な空港経営が求めら

れている。 

 

５ 問題意識 

 

空港は重要なインフラ資産であり、赤字であっても必

要な空港や路線は存在する。また、都市部に企業の本社

など産業の中心が集中している我が国の現状において、

飛行機に代表されるような都市部と地方を結ぶ迅速な

交通手段の存在は地方の企業や人々にとって必要不可

欠なものである。もしその交通手段がなくなるとしたな

らば、都市部と地方の人的交流がなくなってしまい、地

方産業が衰退する可能性がある。したがって、空港の収

支が赤字だからといって簡単に空港をなくすわけには

いかない。 

空港は国民の税金から造られたものであるので、利益

を上げつつ利用者へのサービスを充実させることが重

要となってくる。よって利益のみで空港経営の是非を問

うべきではない。 

しかしながら、先にも述べたように、現在、収支が公

開されている空港の多くは赤字を計上している。空港整

備勘定は財政投融資から資金を借り入れており、空港が

                                                   
282000 年 2 月の航空法改正により路線の参入や撤退を制限する

需給調整規制の撤廃や国内線運賃の原則自由化が行われた。 
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収益を生まない場合、将来の国民全体の負担がかかって

くることになる。また、現在のわが国の財政は極めて厳

しい状態にある。空港事業への資金の投入はあまり期待

できない。空港としては限られた投資の中で産出を最大

限にする必要があると考える。私たちは、国からの援助

無しに全国の空港内の赤字埋め合わせができるように

なるべきだと考え、その解決策の糸口は現在の空港政策

における「空港全体の効率的維持運営」ではないかと考

える。 

 以上のことから、私たちは空港経営における効率性を

分析し、空港全体の経営を効率化させる改善策を検証し

ていきたい。 

 

Ⅲ 先行研究 

 

１ 先行研究 

 

公共事業体の効率性については様々な研究がなされ

ており、中でも DEA（Data Envelopment Analysis：包

絡分析法）は多く用いられている手法である。DEAには

複数の産出項目、投入項目からなる生産活動を扱える利

点があるため、公共的な事業体で行われる生産活動の包

括的評価ができ、公共性が高く、事業目的を利潤最大化

のみに求めることが難しい空港の経営評価の分析には

適しているといえる。 

 DEAを用いた日本の先行研究に、尾関（2008）がある。

この研究では 53空港の時系列データをもとに、空港の

生産性変化、技術効率性変化、空港政策の成果および生

産水準に影響を与える要因を、技術効率の進歩を除去す

るために Malmquist 指数を用いて分析している。この分

析のもとで、地方空港の生産性が航空法改正前後で 1%

低下したこと、羽田便の増減が効率性の増減と正の相関

性があること、設備投資が生産水準に負の影響を与える

ことを実証している。 

 また、空港と同じく公共性の強い公営バス事業の効率

性について研究した宮良・福重（2002）では、48 のバ

ス事業者の 1999 年度のデータを用いて、DEA と順位プ

ロビットモデルを用いて分析している。DEAではバス事

業の技術効率と採算性を表す指標を用いて効率値を求

め、その次に順位プロビットモデルによる分析で、その

効率値に影響を与える要因を解明している。この分析で

は DEAで求めた効率値に順位ダミーを付け、その順位を

被説明変数にして要因分析を行っている。DEAでは、多

くの事業者で貸し切りバス事業のアウトプットを高め

ることが効率性の改善につながること、一部の事業者で

面積当たり営業キロ数が過剰であることを、経営効率、

技術効率の両面から実証している。順位プロビットモデ

ルでは、人口規模が効率性に正の影響を与えるが人口密

度は負の影響を与えており、特に人口密度の影響が大き

いことを実証している。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

本稿の目的は空港の経営効率の改善であるが、先行研

究においては空港の技術効率性、旅客輸送効率や貨物運

輸効率の空港内部に関する要因に着目した研究がほと

んどである。その効率性を改善するために航空便数を増

加させるべきなど技術的改善を求める研究もあるが、そ

の多くが空港の設備、資本に着目したものが多い。また、

空港以外の公共事業体の効率性の決定要因を研究した

ものとして宮良・福重(2002)、野竿(2007)などがあるが、

空港経営における効率性の決定要因を研究したものは

私たちの調べた限り存在しない。 

しかし、空港の運営には空港内部の要因だけでなく、

空港の位置している後背地の産業環境や地方自治体か

らの補助金といった、空港の設備や資本ではない空港外

部の要因も空港の効率性に影響していると考えられる。

そこで本稿では、どのような空港外部からの要因が空港

経営の効率性に影響を与えているかを明らかにし、非効

率となっている要因を改善することで空港経営の効率

改善を目指す。 
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Ⅳ 分析 

 

本稿の分析は、空港の経営効率に影響を与える決定要

因を定量的に測ることを目的としている。しかし、収支

が公開されている空港は国管理空港と共用空港の 26空

港のみに留まっているため、特定地方管理空港や地方管

理空港なども含めた空港の経営効率を測ることができ

ない。 

そこでまず分析によりデータ入手可能な 76空港を対

象として費用を考慮しない空港の輸送効率を求め、被説

明変数に効率値をおいた Tobit モデルを用いて、地方空

港の輸送効率が非効率的であるという仮説を検証する。

次に、データ入手可能な国管理空港、共用空港について

DEA 分析により費用を考慮した空港の経営効率を求め、

被説明変数に効率値を、説明変数に空港の効率性に影響

を与えると考えられるものを入れて、効率値に影響を与

える決定要因を明らかにする。 

 

１ 理論 

 

（１）DEA分析 

DEA(Data Envelopment Analysis:包絡分析法 )は

1978 年に Charnes-Cooper-Rhodes によって企業の経

営評価手法として提唱されたものであり、その基本モデ

ルは CRS(Constant Returns to Scale)モデルと呼ばれ

ている。 

DEA による効率値の指標は 

  

で定義され、その結果は 0 から 1 の間で表され、1 に近

づくほど効率性が高い。効率性の指標が 1 である事業

者が、分析対象の中でも最も効率的な経営を行っている

事業体ということになる。もっとも基本的なモデルはい

かに示す分数計画問題で、事業体 i（空港 i）の効率値

は、次の分数計画問題を解くことで求められる。 

  

s.t.  

 

 

この CRS モデルはこれと同値である線形計画問題を解

くことで求められる29。 

max  

s.t.  = 1 

 

 

これをもとに算出した が空港 i の効率値となる。

j=1,2,…,J はそれぞれの空港を、m=1,2,…,M は産出の

種類を、n=1,2,..,N は投入の種類を表す。この , は

各空港に対するウェイトを表す。 

 

（２）Tobit回帰 

Tobit モデルは 1958 年に経済学者 Tobin によって提

唱された。これは、「トービンのプロビット」と呼ばれ、

乗用車の支出の分析をするのに初めて用いられた。この

モデルはいくつかの に対する観測値 が、それを

見ることができないという意味でセンサー(censore)さ

れているので「センサー(検閲)された正規回帰モデル」

とも呼ぶ。一般の回帰と異なるのは分析対象とする被説

明変数 がある条件を満たした場合にのみ観測するこ

とができるモデルを分析する場合に用いる点である。も

っとも代表的なものは上でも述べたが、被説明変数

が 

                                                   
29刀根(1993)を参照。 
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 =  

 

 

で与えられるものである。 h 次元ベクト

ル、 未知パラメータのベクトルで

あり、 このモデルにおいては通常の 

最小二乗法による 推定できない。なぜなら、  0

の観測値が除外されているからだ。そして の分

布は「切断された正規分布」になり、 の期待値

が 0 にならないためである。そこで、最小二乗法でな

く、Tobit 最尤推定量βの推定に用いられる。 

本分析では、被説明変数を DEA により求めた空港 i

における効率値 とした。このとき、0< ≦1 であるこ

とから DEA において

効率値はどんなに効率的であっても、効率性の最大値は

1 に張り付く。したがって効率性の分布は 1 で検閲され

るため、本稿では Tobit 回帰を用いて分析する。 

 

２ 輸送効率分析 

 

（１) DEA 分析 

はじめに費用を考慮しない空港の輸送効率について

分析を行う。 

投入項目に関しては、空港が必要とする空港設備に注

目し、空港の容量を表す指標として「滑走路の長さ」を、

また空港ビルの容量を表す指標として「搭乗口数」を用

いた。滑走路の長さのデータは国土交通省航空局の空港

一覧から、搭乗口数のデータは各空港 HPから入手した。 

産出項目に関しては、空港が生み出す生産要素の指標

として「乗降客数」、「貨物取扱量」を用いた。これらの

データは国土交通省航空局の空港一覧からデータを用

いた。 

DEAの効率値（表 6）を見ると、成田国際空港と羽田

空港の効率値が 1 となっており効率的な運営を行って

いると判断される。両空港は共に最も人口の多い都心部

に位置し、成田国際空港は東京の国際空港として、羽田

空港は世界でも有数の利用者数を有する国内線为体の

空港として機能しているため、その輸送効率は他の空港

と比較しても高いものとなっている。また特定地方管理

空港、地方管理空港の効率値を見ると、最も効率値が高

い空港で石垣空港の 0.232となっており、他の特定地方

管理空港、地方管理空港の効率値を見てもその値は国管

理空港と比較しても低いことがうかがえる。このことか

ら地方自治体が管理する特定地方管理空港や地方管理

空港は、国管理空港と比較しても規模が小さく、非効率

となっている可能性が高いと考えられる。 

 

（２）Tobit回帰 

DEA分析により求められた効率値を用いて Tobit回帰

分析を行い、地方管理空港及び特定地方管理空港の輸送

効率が非効率であることを検証する。以下が用いたモデ

ルである30。 

α  

効率値 

: 特定地方管理空港、地方管理空港ダミー 

: 誤差項   

 

 分析結果(表 8)から、特定地方管理空港、地方管理空

港の輸送効率は非効率であるということがわかった。 

 

３ 経営効率分析 

 

（１）DEA分析 

次に費用を考慮した空港の経営効率について分析を

行う。特定地方管理空港、地方管理空港はその収支を公

開しておらず、国管理空港、共用空港のうちデータ入手

可能な24空港の2006年度のデータを用いて分析を行っ

た。 

投入項目に関しては、輸送効率分析に用いた「滑走路

の長さ」、「搭乗口数」の変数に加え、空港が必要とする

                                                   
30推計には EViews7.1 を用いた。 

 0 

0     0 
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ヒトとモノにかかる費用として、空港経営に必要な「営

業費用」「人件費」を用いた。これらのデータは国土交

通省航空局の空港別収支を参照した。 

産出項目に関しては、輸送効率分析に用いた「乗降客

数」、「貨物取扱量」の変数に加え、カネについても注目

した。空港の性質上、民的側面だけでなく公的側面も併

せ持っており、利潤追求だけが目的であるとは言えない。

しかし、空港の財務管理の勘定となる空港整備勘定が、

財政投融資から資金を借り入れている上、国家財政も悪

化の一途をたどっている中で、赤字を恒常的に計上し続

けるのも良いとは言えない。そこで、経営効率評価の指

標として「収入」を用いた。このデータは国土交通省航

空局の空港別収支を参照した。 

DEA の効率値（表 10）を見ると、伊丹空港、小松空港、

新千歳空港、羽田空港、福岡空港の効率値が１となって

おり効率的な運営を行っていると判断される。伊丹空港、

新千歳空港、羽田空港、福岡空港は、大都市圏に位置し

ており、空港の設備投資に対して利用客、流通貨物量が

多く、より効率的な運営が行われていると判断できる。

また小松空港は小規模地方空港（共用空港）だが、設備

投資に対する旅客や貨物の費用対効果が大きいと考え

られる。 

 

（２）Tobit回帰 

DEA分析により求められた効率値を用いて Tobit回帰

分析を行い、この効率値に影響を与えている要因につい

て調べていくことにする。以下が用いたモデルである31。 

 
効率値 

: 昼夜間人口比率   : 周辺地域人口    

乗り入れ航空会社数 

: 国際路線ダミー   : 航空会社支援ダミー  

: 誤差項    

 

空港の経営に影響を及ぼす要因を、空港内部の「空港要

                                                   
31推計には EViews7.1 を用いた。 

因」、空港外部の「周辺地域要因」「自治体要因」の 3

つの要因に分け、これらの要因が効率値に与える影響を

分析する。「空港要因」は航空便の運航に関わるもので

ある。航空会社の選択や路線の設定が空港の経営に何ら

かの影響を与えていると考えられる。「周辺地域要因」

は空港の後背地が有する特性である。空港利用は後背地

が有する特性が空港の経営に何らかの影響を与えてい

ると考えられる。そして「自治体要因」は空港が立地し

ている自治体の動向である。自治体の空港に対する資金

的支援などが空港の経営に何らかの影響を与えている

のではないかと考えられる。 

空港要因に関しては、「国際路線ダミー」「乗り入れ航

空会社数」の 2つの変数を用いた。「国際路線ダミー」

は、国際路線があることにより、海外の空港と国内空港

を結ぶ役割を果たしていると、費用や設備の投入以上に

利用客も増え、効率的であると考えられる。また「乗り

入れ航空会社数」は、より多くの航空会社が参入してい

るほど、旅客輸送、貨物輸送の両面で航空会社同士によ

る競争が働くことにより空港の収入に何らかの影響を

与えると考えられる。このデータは、各空港の HPから

入手した。 

周辺地域要因に関しては、「昼夜間人口比率」「周辺地

域人口」を用いた。「昼夜間人口比率」は、その空港の

後背地の産業の活性度を表し、それが空港の効率性に影

響しているのではないかと考えた。また「周辺地域人口」

は、その空港を中心とした半径 40㎞の地域の人口であ

る。ここで半径 40kmに限定したのは、空港へのアクセ

スが比較的容易で、移動手段としての空港利用を選択し

やすいと考えたためである。これらは総務省の都道府

県・市区町村別統計表（一覧表）から用いた。 

自治体要因に関しては、「航空会社支援ダミー」を用

いた。これは航空会社に対して着陸料減免などの資金的

援助を行っているか否かである。航空会社に対して資金

的援助を行うことで航空会社への負担が減り、それがも

し利用者の負担減にもつながっているならば、空港経営

の効率性に正の影響があるのではないかと考えた。 

分析結果(表 12)から、「周辺地域人口」と「乗り入れ

航空会社数」の係数が正に有意、「航空会社支援ダミー」

の係数が負に有意という結果が得られた。 



 

 31 

この結果から、「周辺地域人口」に関しては、空港の

後背地人口が多いほど利用客も多く、効率性に正の影響

を与えている。また、「乗り入れ航空会社数」に関して

は、航空会社の数が増えるほどコストは増大するがその

コスト以上に旅客数や貨物量を増やすことにつながっ

ているため、より効率的な空港運営につながっていると

考えられる。 

「航空会社支援ダミー」に関しては、航空会社に対し

て自治体が着陸料を減免することが空港の着陸料収入

を減らすが、それが利用者の負担減に直接結びついてお

らず、旅客や貨物の増加につながっていないと考えられ

る。したがって、そのような航空会社に対する支援が空

港の経営効率に負の影響を与えていると考えられる。 

ここで私たちは、航空会社に対して支援を行うことが

空港の経営効率に負の影響を与えるということ、空港に

乗り入れる航空会社の数を増やすことが空港の経営効

率に正の影響を与えるということ、この 2点に着目した。

これらに焦点を当てて、次章で政策提言を行う。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

１ 航空会社への支援廃止 

 

分析結果より、自治体が航空会社への支援を行うこと

が空港全体としての効率性に負の影響を与えているこ

とが分かった。このことから、私たちは空港経営の効率

性を高めるために、地方自治体から航空会社への補助金

を廃止することを提言する。 

  

現在、需要の低い空港における搭乗率の低下が問題と

なっている。現状でも述べたように、2000 年の規制緩

和によって需給規制が撤廃され、航空会社が自由に路線

を組むことが可能になった。その影響もあり、航空会社

による不採算路線の撤退も実行されている。このような

現状において、地方自治体から支出されている補助金に

よる空港の着陸料の減額や免除などの政策によって、か

ろうじて路線が維持されているものも多い。 

実際に、国管理空港の新潟空港では定期路線の着陸料

を 10分の 3に減免しており、同じく国管理空港の新千

歳空港では国際定期便やチャーター便の着陸料を 2 分

の 1に減免している。 

しかし、補助金を用いたこのような路線維持の対策で

は、他の地方自治体も同じく地元空港の定期路線維持、

定期便・チャーター便誘致を目標に各種減免を加速させ

るため、減免競争に発展してしまい、この悪循環とも言

える競争のために多額の減免または全額免除を実施せ

ざるを得ない状況に陥っている。 

以上の結果、空港にとって为要な収入源である空港使

用料が大きく減尐することとなる一方、多くの空港で減

免などの成果となるはずである新規路線の就航や搭乗

率の改善は達成されていない。 

つまり、地方自治体が支出している補助金の成果が実

らないまま、空港の収入のみが減尐しているため、空港

の効率性を下げていると考えられる。 

 

 以上のことから私たちは、空港の収入を減尐させ、空

港自体の経営を圧迫させている原因となっている、自治

体から航空会社への支援を廃止するべきであると考え

る。 

 

２ 航空会社新規参入のために 

 

分析結果より、乗り入れ航空会社数を増やすことが空

港の効率改善につながることがわかった。航空会社の新

規参入に関し、国内線においては JAL、ANAの为要キャ

リアが航空ネットワークをすでに全国に形成しており、

国内線で乗り入れ航空会社数を増やすことは期待でき

ない。この現状から、海外からの定期便を獲得し、海外

の乗り入れ航空会社を増やすことが新規参入航空会社

を増やすことにおいて重要だと考える。また、国土交通

省は「今後の空港及び航空保安施設の整備及び運営に関

する方策について 答申～戦略的新航空政策ビジョン

～」32において、国際旅客チャーター便を定期便就航の

前段階として位置づけており、積極的に利用を促進する

                                                   
322007 年、国土交通省交通政策審議会航空分科会 
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ことを目指している。実際、小松空港では、エバー航空

による台北行きのチャーター便の就航とともに、空港を

はじめ空港のある石川県の知名度向上を図るための PR 

活動を台湾で行い、2007 年には同航空会社による台北

行きの定期便が就航した。以上のことから私たちは国際

旅客チャーター便の誘致が海外定期便就航に有効であ

ると考える。 

 この国際旅客チャーター便の誘致に関しては 2 つの

为な現状がある。 

1つ目は 2009年の訪日外国人のシェアは韓国、台湾、

中国、米国、香港の順であり、東アジアで 6割を占めて

おり33、また同年における東アジアの観光者数は 1.95

億人で、2020年には世界の観光者数の 25.4％にあたる

3.97 億人に倍増するとされている34という現状である。

したがって東アジアを中心として日本への海外便の需

要も安定して増加していくと考えられる。 

2つ目は、先ほどの小松空港と同様全国の空港では国

際旅客チャーター便の運航を目指し、为に地方自治体に

より構成されている空港利用促進協議会が中心となり、

積極的な誘致活動が行われているが、その多くが航空会

社との交渉に苦戦しているという現状が挙げられる。そ

の理由の一つに、航空会社が空港の 24時間体制を就航

の条件としていることが挙げられる。国際旅客チャータ

ー便の利用は为に団体ツアー目的での運航である。前述

したとおり、訪日外国人の 6割が東アジアから来日して

いる。彼らの需要を喚起するには日本の地理的優位性を

生かし、週末などの短い旅行期間を利用した観光プラン

が有効だと考えられる。その実現には一日の滞在時間を

多く確保することが重要であり、それに対応するには空

港の 24時間営業が必要であると考えられる。 

だが、現在地方空港の全てで 24時間体制の運用は困

難である。なぜならば空港の 24時間体制構築のために

はそれとともに CIQ35の整備が重要となるが、地方空港

の現状として出張所の職員がCIQ業務のために1時間ほ

どかけて出張してくる（釧路空港など）、運用時間が 8

                                                   
33日本政府観光局（JNTO）の調査による。 

34世界観光機構（UNWTO）の観光需要予測による。 
35国際線において出入国の際に必ず受ける手続きである税関

（Customs）、出入国管理（Immigration）、検疫（Quarantine）

の 3 つを指す。 

時半から 17時まで（新潟空港など）、という空港が存在

している。CIQ の整備が進まない理由としては、CIQ職

員が法務省、農林水産省、厚生労働省、財務省の各省が

管轄する国家公務員であるため、国によって定数が管理

されており柔軟な増員が難しい、ということが考えられ

る。それに加えて、そもそも現在乗り入れ航空会社数が

尐ない非効率的な空港全てを一律に 24時間体制に移行

したとしても、投入に対する十分な産出が全ての空港で

見込めるとは考えにくく、さらに非効率的な運営となり

かねない。 

 

以上の現状を踏まえて、私たちは全国を地域ごとに区

切り、その一つ一つの地域に CIQや 24時間体制などの

整備が充実した「地域」の「中央空港」を構えることを

提言したい。具体的には当時与党であった自民党が

2008 年に発表した「道州制に関する第 3 次中間報告」

で提示されている道州制案を参考にした地域割を用い、

その「地域」内で協議して「中央空港」を一港定める。

その一港に CIQ、24時間体制に対する投資を集中させ、

利便性の高い空港を作り航空需要獲得を図る。「地域」

における「中央空港」の選定に関しては、新たな設備投

資への費用を最小限に抑えるために、一定の滑走路の長

さ36や搭乗口数など「中央空港」に十分なインフラをす

でに備えていることを考慮すべきと私たちは考えた。こ

れを考慮しかつ図 15で示した道州制の区分けを例にと

ってみると、この基準の下では、北海道は新千歳空港、

東北は仙台空港、関東は成田空港、東海は中部国際空港、

関西は関西国際空港、四国は高知空港、中国は広島空港、

沖縄は那覇空港が「中央空港」として挙げられることが

分かった。また滑走路の長さ・搭乗口数が近似している

空港が 2つ以上挙げられた北陸・九州に関しては、後背

地における産業の集積度合い、乗り入れ航空会社数、路

線数なども同時に考慮すべきではないかと考えて選定

                                                   
36滑走路の長さについては、国土交通省ホームページより本格

的なプロペラ機の離陸に 1000m、ジェット機の発着に最低

1500m、ワイドボディ機の離陸に最低 2000m 以上が必要であ

るといわれているので、「中央空港」選定に関しては 2000ｍ

以上を私たちは基準に置いた。 

（http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/information/counci

l/shuto-research/kotsu_kentou/c_060423.html） 

 

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/information/council/shuto-research/kotsu_kentou/c_060423.html
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/information/council/shuto-research/kotsu_kentou/c_060423.html
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した結果、北陸は小松空港、九州は福岡空港が挙げられ

た。 

「中央空港」の設置によって私たちは以下のことを期

待している。 

「中央空港」のあるエリアがアジア・ゲートウェイ構

想でも取り上げられたように、海外の中でもアジアの活

力を取り込むことで、ヒト・モノの交流が進展し経済活

動が活発化すると考える。そして、このエリアが「地域」

全体をけん引しつつも、その「地域」の中で個々の地域

が自身の特色を生かすことも期待できる。 

 

また、特定地方管理空港、地方管理空港を含めた全空

港をこの枠組みの中で空港整備勘定に取り込み、「中央

空港」が順調に航空需要を吸引できれば、危機的な財政

状況にある国から支援を受けずに、空港整備勘定のみで

採算を見込める。 

以上のことから、私たちは乗り入れ航空会社数を増や

すために、各「地域」における「中央空港」の設置を提

言する。 

 

Ⅵ おわりに 

 

日本の空港は「均衡ある国土の発展」の理念の下で、

国の重要インフラ資産として戦後多くの空港が建設さ

れてきたが、現在その多くが赤字を抱え、国や地方から

支援を受けている。しかし空港はインフラ資産として必

要不可欠である以上、たとえ収支が赤字であっても容易

に廃止することは望ましくない。このため不採算路線で

あっても路線維持を目的に、空港は国や地方から支援を

受け続けているが、国の財政が厳しい現在、支援に頼る

ことなく空港全体で赤字を埋め合わせできるような、空

港の効率的な維持運営が重要な課題となっている。 

 そこで本稿では、空港経営の効率性に影響を与えてい

る要因を探ることで、空港経営の効率を改善させるため

の施策を検討した。これまで空港の技術効率や生産効率

に着目した研究が多い中で、空港経営の効率性に関して、

空港外部から与えられる影響を考慮したという点で、公

的側面・民的側面を併せ持つ空港の特殊性を踏まえ、深

く研究できたと考える。 

 しかし、本稿には課題も残されている。分析では空港

経営の効率性に与える規定要因の実証を行ったが、その

分析対象が収支を公開している国管理空港、共用空港の

24 空港に留まっている点である。本来空港の効率性に

与える影響をみる場合、特定地方管理空港や地方管理空

港についても考慮すべきである。しかし、データの制約

上、特定地方管理空港や地方管理空港の輸送効率が非効

率であることが分かったのみであった。今後、データの

公開が進み、空港の経営効率に関して多くの研究が行わ

れることを期待する。 

 最後に、本研究が日本の空港政策の一助となることを

願い、本稿を締めくくる。 
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図表 

図 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省より作成） 

 

 

 

表 2 

拠点空港 国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港 

・会社管理 

空港 
空港株式会社が経営する空港（３空港） 

成田国際、関西国際、中

部国際 

・国管理空港 設置管理者が国土交通大臣（２０空港） 
伊丹、羽田、新千歳、福岡

など 

・特定地方 

空港 
設置者が国土交通省、管理者が地方自治体（５空港） 

旭川、帯広、山形、秋田、 

山口宇部 

地方管理空港 
国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要

な役割を果たす空港、設置管理者が地方自治体（５４空港） 

青森、能登、静岡、神戸、

岡山、石垣など 

その他の空港 
拠点空港、地方管理空港及び公共用ヘリポートを除く空港

（９空港） 

天草飛行場、八尾飛行

場、名古屋飛行場など 

共用空港 
設置管理者が防衛省及び米軍、自衛隊もしくは米軍と供用し

ている飛行場（７空港） 

三沢飛行場、百里飛行

場、三保飛行場など 

（国土交通省より作成） 
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表 3    2006年度 各空港の経常損益  （単位：100万円） 

大阪国際（伊丹）空港        4336 高松空港  -344 稚内空港             -941 

新千歳空港                  2133 八尾空港  -420 函館空港            -1284 

徳島空港                     904 美保空港  -452 北九州空港           -1326 

広島空港                     339 宮崎空港  -466 新潟空港            -1367 

鹿児島空港                   309 大分空港  -489 釧路空港            -1728 

熊本空港                     243 丘珠空港  -518 那覇空港              -5400 

松山空港                     -94 小松空港  -532 福岡空港             -5538 

三沢空港                    -175 高知空港  -696 東京国際（羽田）空港     -28012 

長崎空港                    -196 仙台空港  -747 
 

（国土交通省より作成） 

 

表 4     2007年度 各空港の経常損益  （単位：100万円） 

 大阪国際（伊丹）空港        3747 高松空港   -290 新潟空港             -1050 

新千歳空港                 2678 宮崎空港   -323 美保空港             -1077 

小松空港                    847 大分空港   -369 函館空港              -1140 

鹿児島空港                  451 八尾空港   -398 釧路空港               -1509 

熊本空港                    199 徳島空港   -430 北九州空港            -1870 

広島空港                     62 仙台空港   -501 福岡空港              -4626 

長崎空港                    -30 丘珠空港   -545 那覇空港              -5155 

松山空港                   -220 高知空港   -712 東京国際（羽田）空港   -14493 

三沢空港                    -235 稚内空港   -945   

（国土交通省より作成） 

 

図 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財務省より作成） 
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表 6 DEA推定結果(輸送効率分析) 

空港名 効率値 空港名 効率値 空港名 効率値 

成田空港 1 大分空港  0.166 徳之島空港 0.057 

羽田空港 1 花巻空港 0.157 福江空港 0.056 

福岡空港  0.921 秋田空港  0.155 大館能代空港 0.051 

那覇空港 0.731 徳島空港 0.153 山形空港  0.047 

松山空港  0.644 帯広空港 0.151 松本空港 0.043 

関西国際空港 0.638 富山空港 0.151 能登空港 0.04 

中部国際空港 0.527 旭川空港  0.149 種子島空港 0.04 

新千歳空港  0.526 青森空港 0.148 大島空港 0.035 

伊丹空港 0.493 新潟空港  0.147 南紀白浜空港 0.032 

広島空港  0.391 丘珠空港 0.135 沖永良部空港 0.032 

鹿児島空港  0.365 山口宇部空港  0.128 与那国空港 0.029 

小松空港 0.359 釧路空港 0.127 喜界空港 0.027 

函館空港 0.352 女満別空港 0.127 天草飛行場 0.026 

仙台空港 0.34 鳥取空港 0.12 石見空港 0.025 

熊本空港 0.318 三沢空港 0.113 与論空港 0.023 

石垣空港 0.232 対馬空港 0.104 広島西飛行場 0.022 

岡山空港 0.225 庄内空港 0.101 紋別空港 0.019 

高松空港  0.214 美保空港 0.088 隠岐空港 0.019 

奄美空港 0.21 久米島空港 0.086 南大東空港 0.012 

佐賀空港 0.209 稚内空港  0.082 多良間空港 0.012 

宮崎空港 0.197 八丈島空港 0.082 利尻空港 0.011 

宮古空港 0.196 福島空港 0.074 壱岐空港 0.01 

長崎空港  0.187 中標津空港 0.073 但馬飛行場 0.01 

高知空港 0.175 屋久島空港 0.059 奥尻空港 0.004 

出雲空港 0.174 名古屋飛行場 0.059 北大東空港 0.004 

   
  慶良間空港 0.001 

 

 

表 7 DEA 基本統計量(輸送効率分析) 

変数 平均 標準偏差 尖度 歪度 最小値 最大値 

貨物取扱量 67988.65789 282869.2795 46.86030764 6.481184224 0 2226144 

乗降客数 3324621.711 9211064.606 31.36144293 5.12330508 2145 66883129 

滑走路の長さ 2437.921053 1119.618337 7.021526902 2.253449736 800 7500 

搭乗口数 6.907894737 11.5806478 19.39823401 4.124201494 2 76 

 

 

 

http://www.oita-airport.jp/
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
http://www.fuk-ab.co.jp/
http://www.akita-airport.com/
http://www.naha-airport.co.jp/
http://www.yamagata-airport.co.jp/
http://www.matsuyama-airport.co.jp/index.shtml
http://obihiro-airport.com/
http://www.aapb.co.jp/
http://new-chitose-airport.jp/ja/
http://osaka-airport.co.jp/
http://www.niigata-airport.gr.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.koj-ab.co.jp/
http://www.yamaguchiube-airport.jp/
http://www.kushiro-airport.co.jp/
http://www.airport.ne.jp/hakodate/
http://www.sdj-airport.com/
http://www.kmj-ab.co.jp/
http://www.takamatsu-airport.com/
http://www16.ocn.ne.jp/~wk.air/
http://www.miyazaki-airport.co.jp/
http://www.nabic.co.jp/
http://www.kochiap.co.jp/
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表 8 Tobit 回帰推定結果(輸送効率分析) 

変数 係数 z 値 p 値 

効率値 0.342103 9.843141 0 

特定地方管理空港、地方管理空港ダミー -0.258992 -5.738753 0 

サンプル数 76 

 

 

表 9 Tobit 回帰基本統計量(輸送効率分析) 

変数 平均 標準偏差 尖度 歪度 最小値 最大値 

効率値 0.18744 0.22789 4.3386 2.1107 0.001 1 

特定地方管理空港、 

地方管理空港ダミー 
0.5921 0.4947 -1.9045 -0.38242 0 1 

 

 

表 10 DEA 推定結果（経営効率分析） 

空港名 効率値 空港名 効率値 空港名 効率値 

新千歳空港  1 広島空港  0.673 高松空港  0.386 

羽田空港 1 松山空港  0.644 高知空港 0.332 

伊丹空港 1 仙台空港 0.563 美保空港 0.286 

福岡空港  1 宮崎空港 0.549 丘珠空港 0.22 

小松空港 1 徳島空港 0.481 新潟空港  0.213 

鹿児島空港  0.808 長崎空港  0.46 三沢空港 0.196 

那覇空港 0.776 大分空港  0.414 釧路空港 0.193 

熊本空港 0.717 函館空港 0.411 稚内空港  0.082 

 

 

表 11 DEA 基本統計量（経営効率分析） 

変数 平均 標準偏差 尖度 歪度 最小値 最大値 

乗降客数 7205213.958 13995517.98 15.32239116 3.691959681 232044 66883129 

貨物取扱量 73235.79167 153988.6193 12.95032555 3.389733961 16 706680 

収入 4519.625 10605.60289 17.39231853 4.008425505 61 50948 

人件費 284.0416667 361.0851374 7.4166578 2.516570605 32 1615 

営業費用 1737.916667 2849.781882 5.694127011 2.540106291 209 10747 

滑走路の長さ 3053.833333 880.6402644 1.872863116 1.253375031 1500 5500 

搭乗口数 9.833333333 10.16672606 7.337560603 2.521660002 2 47 

 

 

 

 

http://new-chitose-airport.jp/ja/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.takamatsu-airport.com/
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
http://www.matsuyama-airport.co.jp/index.shtml
http://www.kochiap.co.jp/
http://osaka-airport.co.jp/
http://www.sdj-airport.com/
http://www.fuk-ab.co.jp/
http://www.miyazaki-airport.co.jp/
http://www.niigata-airport.gr.jp/
http://www.koj-ab.co.jp/
http://www.naha-airport.co.jp/
http://www.oita-airport.jp/
http://www.kushiro-airport.co.jp/
http://www.kmj-ab.co.jp/
http://www.airport.ne.jp/hakodate/
http://www16.ocn.ne.jp/~wk.air/


          

 39 

表 12 Tobit 回帰推定結果（経営効率分析） 

変数 係数 標準誤差 z 値 p 値 

昼夜間人口比率 -4.338576 3.873629 -1.120029 0.2627 

周辺地域人口 4.28E-08 2.51E-08 1.704424 0.0883 

乗り入れ航空会社数 0.057271 0.020692 2.767706 0.0056 

国際線ダミー 0.125404 0.177917 0.704849 0.4809 

航空会社支援ダミー -0.251205 0.14544 -1.727203 0.0841 

定数項 4.61273 3.92E+00 1.177763 0.2389 

サンプル数  24 

 

 

 

表 13 Tobit 回帰基本統計量（経営効率分析） 

変数 平均 標準偏差 尖度 歪度 最小値 最大値 

効率値 0.5585 0.299962 -1.19583 0.23355 0.082 1 

昼夜間人口比率 1.00817 0.017873 5.92427 -1.7762 0.945173668 1.034776374 

周辺地域人口 3130271 2793286.4 4.36548 1.8382 607012 12576601 

乗り入れ航空会社

数 
5.54166 4.159631 3.98755 1.79812 2 19 

国際線ダミー 0.833333 0.380693 1.7922 -1.91038 0 1 

航空会社支援ダミー 0.291666 0.464305 -1.1446 0.97897 0 1 

 

 

 

図 14 2009 年訪日外国人シェア（単位：人） 

 

（日本政府観光局（JNTO）より作成） 
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図 15 地域割り案（仮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道州制に関する第三次中間報告より作成） 
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第３章 司法アクセスの拡充に向けて37 
～パネルデータを用いた実証分析～ 

 

 

雑古 めぐみ 

番匠 一光 

王 柏方 

大原 真美 

西野 彰 

 

要旨 
 

現在、「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法」の実現を目指した司法改革が行われている。国民にとっての

司法アクセス拡充という側面から見れば、司法制度改革によって、直接的に国民の法律需要に応える場となる法律相談

窓口が、全国に広く設置されたことなどは、非常に画期的なことといえる。更に、弁護士の人口増大政策や、司法書士

が簡易裁判所での訴訟代理権を認められるようになった（認定司法書士）ことも、司法アクセス拡充に大きな影響を与

えると考えられる。 

 だが、制度開始から 10年余りを経た現在でも、国民の司法への意識が低い、制度改革によって設置された施設や認

定司法書士の知名度が低い、弁護士が都市に偏在しているなど、司法アクセス拡充に向けた改善点は多い。また、司法

制度改革の是非については専門家や有識者からも賛否両論の意見が挙がっているにもかかわらず、我が国では司法制度

に関して経済学的観点からの実証分析に基づいた研究は尐ない。 

 そこで本稿では、第一に、本改革が国民の司法アクセス拡充にどのような効果を与えたのかを定量的に分析し、第二

に、直接的司法サービスの担い手である弁護士と司法書士の地域分布の特徴から、両者が司法アクセス拡充に果たす役

割を明らかにするための実証分析を行った。両分析ともに時系列都道府県別のパネルデータ分析である。 

 第一の分析結果からは、司法制度改革における施策の中でも、日本司法支援センターとひまわり基金公設事務所数が、

国民の司法アクセス拡充に効果があることが実証された。そして第二の分析結果からは、現在、地方で満たされていな

い司法需要を満たし、更なる司法アクセス拡充を図るには、地方で不足している弁護士を利用するよりも、既に地域に

分散している司法書士の活用を促進するほうが効率的であることが明らかになった。 

 このことから、①日本司法支援センターとひまわり基金公設事務所の更なる機能充実と、②直接的司法サービスの新

たな担い手となった司法書士の有効活用に向けた提言を行った。①の具体的政策として、日本司法支援センターで働く

スタッフ弁護士の有期雇用制限撤廃と、業務範囲拡大を、②の具体的政策として、認定司法書士の法律相談業務におけ

る 140万円以下という制限撤廃を、更に①と②を併せた提言として、ひまわり基金設立事務所への司法書士登用を提言

した。 

                                                   
37本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、河村能夫教授（龍谷大学）、佐藤孝弘様（公共財団法人東京財団研

究員 兼 政策プロデューサー）、高林喜久生教授（関西学院大学）、丸山穂高様（財団法人松下政経塾）など多くの方々から有益

かつ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、为張の一切の責任はいう

までもなく筆者たち個人に帰するものである。  
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I はじめに 

 

Ⅱ 我が国の司法の現状

これまで我が国では、司法は国民にとって遠い存在で

あった。私人間の法的トラブルに直面したときにも、市

町村役場などの行政機関や警察に相談することが多く、

裁判所などの司法機関や弁護士・司法書士といった法律

専門職に相談することは尐なかった。そのため訴訟大国

といわれるアメリカをはじめとする欧米諸国に比べ、我

が国の民事訴訟件数は非常に尐ない。このような日本人

の「裁判嫌い」の体質は有名であろう。それに加え、特

に過疎地においては、身近に法律専門職がいないことも

多く、法的トラブルの不公平な処理に泣き寝入りする人

も多かった。これは、法の支配をあまねく行き渡らせ、

公平な裁判を受ける権利を保障する日本国憲法の理念

に反するのみならず、日本人の司法離れを助長してきた。 

以上のような我が国の国民を取り巻く司法制度の現状

を改善し、社会の変化に対応すべく、1999 年から司法

制度改革が開始された。 

この司法制度改革は、国民にとってよりわかりやすく、

より身近な司法の実現を基本理念としている。その施策

の例として最も国民に知られているものは、国民が裁判

員として刑事裁判に参加し、弁護士とともに評議や評決

を行う裁判員制度の導入であろう。そのほか、法曹養成

制度改革による法科大学院の設置や新司法試験への移

行といった、法曹人口増大政策などをはじめとする様々

な施策が実施され、我が国の司法界は大きな変貌を遂げ

ている。 

だが、改革の成果については疑問が残る。依然として

法律相談や裁判に対しては、時間や費用の面で不安があ

る、あるいは国民にとっては訴訟がどういった手続きや

流れで行われるのかといった仕組みがわかりにくい、と

いった国民の声が窺われている。司法制度改革後の現在

も、我が国の司法制度が利用しやすいものになったとは

言い難い。 

そこで本稿では、司法制度改革の理念とされていた

「市民にとってより身近な司法の実現」という観点から、

国民にとっての司法の窓口となる法律相談制度に着目

し、司法アクセスの拡充という点においての司法制度改

革の効果を検証していく。具体的には、過去 5年分の都

道府県データを用いたパネル分析によって、司法アクセ

スに影響を与える要因を探る。加えて、法律相談を扱う

ことのできる職種は弁護士と司法書士の 2 種が存在す

るため、それぞれの特性を分析によって明らかにし、両

者のよりよい活用についても考慮していく。 

なお、本稿における構成は以下の通りである。 

 第 1章では、我が国の司法にまつわる現状について説

明し、問題意識を述べる。第 2章では、本校の先行研究

を掲載し、オリジナリティを掲示する。第 3 章では 2

つの実証分析を行う。最後に、第 4章では分析結果に基

づいた政策提言を行う。 

 

１ 司法制度改革 

 

（１） 背景 

司法は、国民の権利の実現を図るとともに基本的人権

を擁護し、更には安全な社会を維持するなど、国民生活

にとって極めて重要な役割を担っている。それにもかか

わらず、国民からは司法が“遠い”存在であると認識さ

れているようだ。 

 長らく日本人は所謂「裁判嫌い」であると言われてき

た。 

 このような法意識を日本人が持つにいたった背景の

一つとして指摘されるのは、我が国の法整備である。我

が国の法は明治時代に近代化の象徴として整備された

ものであり、社会秩序を維持する道具として、行政法や

刑罰法を中心に形成された。「法」は蛮民統治のための

弥縫的手段であって、誠実な国民は法律・裁判所とは無

関係であるべきであり、元来の慣習に従うべきだとされ

ていた。38そのため、我が国における当事者間の「紛争」

は調和を乱す「故障」であって、「解決」ではなく調停

手続で「解消」されるべきものとされている。39つまり

日本人には、「調和の回復」が重要であると考えられて

おり、訴訟を忌避する傾向があったのだ。 

                                                   
38大木雅夫『日本人の法観念―西洋法観念との比較』東京大学出

版会、1983 年、p 10-11 
39 R.David, Traite elementaire de droit civil compare, Paris, 

1950.p1-2 
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 しかしながら我が国では昨今、社会の複雑化や価値観

の多様化、国際化などに加え、規制緩和などの改革に伴

い、司法がより一層重要な役割を果たす必要が出てきた。

そこで、多様化する社会の法的ニーズに的確に応えるこ

とが出来るよう、司法の機能を強化し、国民が身近に司

法を利用することが出来る司法制度を構築していくこ

とが急務となっている。 

このような見地から、我が国では 1999 年に司法制度

改革審議会が内閣に設置され、2001 年から司法制度改

革に乗り出した。 

 

（２） 基本理念 

我が国の司法制度改革は先述のように、司法サービス

の充実を目指して実施されている。その改革の基本理念

は以下の 3 つに分かれている。 

Ⅰ．「国民の期待に応える司法制度」とするため、司法

制度をより利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのあ

るものとする 

Ⅱ．「司法制度を支える法曹の在り方」を改革し、質量

ともに豊かなプロフェッションとしての法曹を確保す

る 

Ⅲ．「国民的基盤の確立」のために、国民が訴訟手続に

参加する制度の導入等により司法に対する国民の理解

を高める 

改革の目的は司法を国民にとって身近なものにする

ことにあるため、本稿では基本理念Ⅰに注目し、国民に

直接する司法に絞って現状を整理する。 

 

２ 法律専門職へのアクセス拡充に向けて 
 

この節では、司法制度改革によって設置された、法律

相談窓口を担う機関について説明する。 

 

（１） 法律相談センター 

 法律相談センターは、改革以前から司法サービスを

国民に提供する場として、全国各地に設立された法律相

談窓口である。設置数は他の機関と比較して非常に多く、

2009 年度時点で 311 ヶ所である。 

为要な業務は法律相談で、民事・刑事の違いに関係な

く受け付けている。ただし、料金についてはクレジッ

ト・サラ金の返済に関するもの以外、基本的には有料で

ある。そのため、充分な法的アドバイスを受けるために

は相談費用も高くなる傾向にある。 

また改革以後、法律相談センターは、地方裁判所の管

轄区域内に弁護士が全くいない、もしくは一人しかいな

い「ゼロワン地域」に重点的に設置され、弁護士過疎40

の解消にも貢献した。 

 

（２） ひまわり基金公設事務所 

ひまわり基金公設事務所は、弁護士過疎地域の解消を

目指し、1999 年から設立された法律事務所で、2009

年 10 月時点で 73 の事務所が存在している。日弁連ひ

まわり基金41による援助の下、日本弁護士連合会や地元

の弁護士会、弁護士連合会からの支援を受けているもの

の、一定の義務が課されているほかは通常の個人法律事

務所と基本的に同じであり、独立して経営を行う。した

がって業務内容は、日本司法支援センターの地域事務所

などと同様に法律相談や情報提供を行っているため、詳

細は次項の日本司法支援センターを参照されたい。 

また、ひまわり基金公設事務所は、2 年から 3 年の任

期制である。ただし、任期の延長は自由であり、ごく一

般の法律事務所として定着することも可能である。 

 

（３） 日本司法支援センター（愛称：法テラス） 

日本司法支援センター（以下、法テラス）は、2001

年 6 月に司法制度改革意見書が発表され、2006 年 4 月

2 日公布の総合法律支援法に則り、独立行政法人として

設立された。2009 年度時点で全国に 67 の事務所が存

在している。为な事務所は東京に置かれ、資本金は日本

政府が出資している。 

業務内容は、为に情報提供・民事法律扶助・司法過疎

対策・犯罪被害者支援・国選弁護関連の５つである。と

りわけ市民にとって大きな役割を担っているのは、情報

提供・民事法律扶助・司法過疎対策である。 

まず情報提供とは、市民が法律問題に遭遇した際に、

コールセンター等の対応で、弁護士・弁護士法人・司法

書士等の専門家に関する情報を無料で提供する業務で

ある。その受付件数は年々増加傾向にある（図 2）。 

次に、民事法律扶助では、経済的に余裕の無い国民に

対し、無料で法律相談を行うだけでなく、司法書士や弁

                                                   
40弁護士過疎とは、弁護士が非常に尐なく、司法サービスへの

アクセスに不平等が生じてしまうことを指す。 
41日弁連ひまわり基金とは、弁護士過疎・偏在対策の活動資金

に充てるため、2000 年より全弁護士から特別会費として徴収

された資金である。 
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護士にかかる費用のお金の立替え等も行うといった、総

合的な司法サービスを実施している。この業務の利用件

数も年々増加しており、国民にとって重要なものである

と考えられる（図 3）。 

最後に司法過疎対策として、弁護士過疎地域に地域事

務所を設置し、スタッフ弁護士と呼ばれる弁護士を常駐

させ、気軽に相談や依頼ができる環境づくりを行ってい

る。地域事務所は法テラスと同じく民事法律扶助や国選

弁護のほか、一般的な弁護士事務所と同様に、有償での

司法サービスも提供している。 

 

３ 司法サービスの担い手の増加 
 

（１） 弁護士人口の増加 

司法制度改革では司法アクセスの拡充として、司法サ

ービスの供給为体にも対策を行った。その一つが法曹養

成制度改革であり、質・量ともに充実した法曹を効率的

に社会に供給することが目的である。 

まず、2004 年に法科大学院制度が導入され、多様な

バックグラウンドを持つ法曹の養成と実務性を兼備し

た教育を目指した。次に、2006 年には旧司法試験と並

行して新司法試験が導入された。 

司法試験に合格すると、司法修習が行われるのだが、

上記のように制度改革によって実務教育を強化してい

るため、司法修習期間が短縮された。1999 年 4 月まで

に修習を開始した者は修習期間として 2 年間を要した

が、2006 年 11 月から開始する者に至っては半分の 1

年で修習が終了する。 

このようにして、試験にさえ合格すればよい「点」の

教育から、法科大学院、新司法試験、司法修習を有機的

に連携させた「プロセス」の教育に変わった。法曹人口

増加と共に、高度で多様化した訴訟需要に対応した法曹

を養成することが期待されている。 

この結果司法試験合格者数は増加し、今後弁護士人口

も増加していく（図 4）。 

 

（２） 司法書士の職域拡大 

また、直接的司法サービスの担い手は、いまや弁護士

だけではない。 

司法書士は、日本の近代国家のスタートである明治 5

年に制定された司法職務定制によって定められた「代書

人」をルーツとしている。彼らの業務は多岐にわたって

おり、具体的には、登記又は供託手続の代理・（地方）

法務局に提出する書類の作成・（地方）法務局長に対す

る登記、供託の審査請求手続の代理・裁判所または検察

庁に提出する書類の作成などが挙げられる。42 

元来裁判所所管であった司法書士は、1947 年に法務

省所管となり、更に高度経済成長の不動産登記事件の増

大という時代背景も相まって、司法書士はここ数十年間

「司法」という名称からは直接イメージされにくい登記

事務を中核とする活動を担ってきた。「登記と言えば司

法書士」と言われるようになり、本来裁判所に提出する

書類を作成することが業務であったものが、法務局へ登

記申請することが業務の大半となった。 

ところが 2003 年、司法制度改革の一環として司法書

士法が改正され、法務大臣の認定を受けた司法書士には

簡易裁判所の訴訟代理権等が認められることとなった

（一般に「認定司法書士」と呼ばれる）。現在、全司法

書士の 60％以上が認定司法書士として、140 万円以下

の民事事件の訴訟代理人となり、また、裁判外での和解

交渉を行うなど、市民の身近に起こりうる法律問題の解

決や様々な相談に応じており、彼らが取扱った事件数も

着実に増加している（図 5）。 

このようにして司法書士は、「登記の専門家」から「日

常生活に密着した法律の専門家」へと名実共に急速に進

化し、司法を国民にとって身近な存在にするという司法

制度改革の目標に対し、大きな役割を果たす存在となっ

ている。 

 

４ 弁護士・司法書士の地域分布 
 

（１） 弁護士の都市部集中 

弁護士の分布は、地域間でかなり大きな差がみられる。

人口当たりの弁護士数は東京等の大都市では多く、地方

部では尐なくなっている。 

人口に対する弁護士の数が最も尐ない青森県では、弁

護士 1 人が 19,961.7 人を抱えるという状況であり、こ

れでは市民からの相談を十分に吸い上げ、司法需要を満

たすことは難しいことが容易に想像できる。実際に、地

方にも満たされない法律需要があることは近年多方面

の研究・調査で明らかにされている。そのため、弁護士

の大都市集中により地方での弁護士の数が不足し、市民

                                                   
42司法書士法第 3 条・司法書士法施行規則第 31 条より 
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が十分な司法サービスを享受できない状況が生まれて

いる（図 6）。 

 
（２） 司法書士の地方散在 

一方、司法書士の地域分布はどうであろうか。 

弁護士が 2009年時点で全国の約 33.2%の市区町村に

しか存在していないのに対し、司法書士は約 78.0%の

市区町村に存在している。また、全国には 438 の簡易

裁判所が存在するが、そのうち弁護士が存在する簡易裁

判所数は約 78.5％にあたる 344 であるのに対し、簡易

訴訟代理権を持つ認定司法書士が存在する簡易裁判所

数は 425 で、カバー率は約 97%にのぼる。このように

司法書士は、都市に限らず全国に分散しており、市民に

とって身近な法律窓口となっている（表 7）（表 8）。 

このように、全国的に広く存在している司法書士が市

民にとっての司法アクセス拡充に、大きな役割を果たす

ことが期待できる。 

 

５ 国民の司法への意識 
 

（１） 知られていない司法書士と法テラス 

以上のように、司法制度改革によって、国民にとって

の司法の窓口と言える分野で様々な取り組みが行われ

てきた。しかし司法書士に法律相談ができることや、法

テラスに対する国民からの認知度はまだまだ低い。 

岩井英典(2009)が行った司法書士の認知度調査43に

よれば、名前を知っている程度と答えた人たちは過半数

なのに対し、仕事の内容がだいたい思い浮かぶ程度に知

っていると答えた人たちは半数を切り、更に、仕事の内

容を詳しく知っていると答えた人の割合はわずか

4.4％であった。司法書士の名前や仕事内容を知ってい

るという人は一定数存在するものの、具体的な仕事内容

への認知度はかなり低くなることが分かる。加えて、登

記手続きに対する認知度は高い傾向となっているもの

の、裁判手続きについての認知度は約 5 人に 1 人しか

知らないという状況であり、司法制度改革後に広がった

業務内容についてはまだ広く浸透していないというこ

とが伺える。更に同調査から、市民からの司法書士の仕

事内容への理解がきちんとなされておらず、他士業との

混同や誤認がおきていることも明らかとなった。司法書

                                                   
43 「市民の目線から見た司法書士像」(2009)日司連広報委員会委

員岩井英典 

士は全国津々浦々に存在し、市民の身近な司法の窓口と

しての職務を担っているのに、彼らの存在や職務が市民

に知られていないのではその役割を十分に果たせてい

るとは言えない。 

また、法テラスに関しても認知度の低さが課題として

挙げられる。2010 年 2 月時点で、法テラスを全く知ら

ない人は 62.7％なのに対し、名前とある程度の業務内

容を知っていると回答した人はわずか 3.6%に留まる。

過去 2 年に比べれば、法テラスの存在自体はわずかに

浸透してきている様子が伺えるものの、ごくわずかな変

化でしかなく、依然として半数以上の市民が法テラスの

名前すら知らない。更にその機能となれば、全く市民か

らの認知を得られていないといえる（図 9）。 

 

（２） 裁判制度への低い満足度 

 司法制度改革の下で国民にとって身近な司法の実現

が図られてきたが、実際に司法の存在が国民にとって身

近になったとは言い難い。菅原郁夫(2007) 『日本の民

事裁判制度についての意識調査』44は、訴訟経験者に対

し、実際に訴訟を利用してみた感想を尋ねる調査を行っ

ている。 

その調査結果を参照すると、約 6 割の人が裁判に対

して否定的な認識を持っており、訴訟開始においても全

体の約半数が躊躇を感じていることがわかる。裁判制度

の利用しやすさ・法律が現状に対応しているかという評

価それぞれに関しても、肯定評価が 20％台に留まり、

裁判制度の利用しやすさに関しては否定評価が約半数

にも達する。更に訴訟制度に満足と回答した割合も

24.1％であり、国民は現状の日本の司法制度に満足して

いないといえる（図 10）。 

 

（３） 法律問題に対する国民の対処 

また、国民は法律問題が発生した際に弁護士・司法書

士に相談しないケースが多い。 

法テラスは 2008 年に一般市民や路上生活者、司法支

援センターで法律相談を行った人を対象にアンケート

を行っている。このアンケートによると、過去 5 年間

に法律問題に直面した者のうち、弁護士・司法書士に相

談した者は 3 割に満たず、大半が知人や親族といった

                                                   
44 (財)日弁連法務研究財団民事訴訟制度研究会为任名古屋大学 

菅原郁夫「日本の民事裁判制度についての意識調査」 
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専門家以外に相談を持ちかける、あるいは相談さえ行わ

ないことがわかった（図 11）。 

このように法律相談を行わない理由としては、「費用

や時間がかかりそう」「どうしたら良いかわからない」

といった消極的な意見が多く見られる（図 12）。 

したがって、我が国では裁判制度や国民に対する司法

サービスの周知が不十分なために、法律相談といった司

法サービスの第一段階で、既に国民が利用しにくい司法

制度となっている。 

 

６ 問題意識 
 

市民にとって身近な司法実現にむけて司法制度改革

の名のもとに、様々な改革が推し進められ、法曹界は大

きく変化している。中でも法律相談窓口の設置や、法曹

養成制度改革のもとでの弁護士人口増大、司法書士への

簡易訴訟代理権付与による認定司法書士の誕生などは、

市民にとって、直接の法律相談窓口が大きく拡充された

制度改革であったという点において非常に意味のある

ものであった。しかし、市民からの裁判制度に対する満

足度や利用のしやすさは依然として低い。弁護士人口増

大政策に関しても、第 5 節で述べたように、弁護士の

数自体は大幅に増加したものの、その増加した弁護士が

都市部に集中しているのが現状であり、これでは市民に

とって司法アクセスが向上したとは言い難い。また、法

テラスをはじめとする法律相談窓口や認定司法書士に

関しては、未だその国民からの認知度が極めて低いため

にせっかくのサービスが市民に活用されないままにな

っている。 

 

そこで本稿では、司法制度改革での施策が実際に市民

の司法アクセスに寄与すべく、司法アクセス拡充の要因

を把握することが目標である。またその際に、全国に広

く分布している司法書士に着目し、彼らが地方の法律相

談において、市民に身近な窓口として有効な役割を果た

す存在となりうると考えた。そこで、司法書士の法律相

談に対する貢献を地域特性という見地から分析する。こ

れらの研究によって、我が国の司法制度が国民にとって

利用しやすいものとなることを目指す。 

 
 

Ⅲ 先行研究 

 
１ 先行研究 

 

この度の司法制度改革からわかるように、司法サービ

スの拡充は、国民の安心できる生活基盤を構築する上で

重要な役割を担っている。しかしながら、我が国におい

て司法を扱った研究は尐ない。その大きな原因として、

データ不足が考えられる。そもそも「サービスの充実」

というものは、数的に計ることが難しいという性質があ

る。その上、弁護士費用や裁判期間などはプライバシー

の問題のために公表されておらず、普遍的な指標を設定

することがほぼ不可能である。 

このように司法サービスに関する実証分析が数尐な

い中で注目される研究として、川添・菅野・三毛門・吉

田（2006）の『司法制度改革の経済分析－法曹拡大政

策は司法サービスを充実させるか－』が挙げられる。こ

の研究では、医療市場における需要誘発仮説とアクセス

コスト低下仮説を司法サービスの市場に応用している。

需要誘発仮説とは、人口当たりの弁護士数を増加させる

ことで弁護士一人当たりの顧客数が減尐すると想定し、

所得低下を防ぐために情報の非対称性を利用して、弁護

士が司法サービスの需要を誘発するというものである。

次にアクセスコスト低下仮説であるが、広い意味でコス

トの低下が需要を拡大するというものである。つまり、

弁護士の増加に伴い近隣に司法サービスを行う機関が

開設されるため、時間的コストが引下げられ、需要が自

然と増加するという考えである。 

上記のような仮説の下で川添・菅野・三毛門・吉田

（2006）はクロスセクション分析を行い、司法制度改

革の是非について 2 点の結論を導き出した。第一に、

弁護士人口の増加が司法アクセスの拡充につながるこ

とを示した。そして第二に、司法過疎が深刻な地域ほど

人口当たり弁護士数を増加させた場合に訴訟の増加率

が高くなるという結果から、弁護士偏在を解消すること

によって、訴訟数が増加し、司法サービスの充実が促さ

れる可能性が高くなることを明らかにしている。 

 

２ 本稿の位置づけ 
 

しかしながら、川添・菅野・三毛門・吉田（2006）
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の研究結果にはいくつかの疑問が残る。まず、弁護士人

口増大政策の影響を考慮するには、時系列での実証分析

を行う必要がある。この点において本稿では、2004 年

から 2008 年までの 5 年間のパネル分析を行うことで、

より正確な分析結果が得られると考えた。また、仮説に

おいても疑問が残る。確かに司法サービスの市場におい

ても、情報の非対称性という問題は存在するであろう。

けれども、弁護士の誘発需要仮説について、我が国にお

ける実害は未だ報告されていない。更に、現状でも述べ

たように司法サービスの供給为体は今や弁護士だけで

はない。司法書士が職域拡大に伴い、活躍を開始してい

る。この点を考慮しないままに司法制度改革の影響を正

確に分析することは難しくなっている。 

そこで、本稿では司法サービスにおいてアクセスコス

ト低下仮説の観点から、司法アクセスの決定要因につい

てパネルデータを用いて分析し、司法制度改革の効果を

論じていく。その際、司法サービスへの需要を示す指標

として法律相談件数のみを使用し、分析を行う。 

また、司法書士の活躍を評価するためには新たな分析モ

デルを追加し、検討していく。 

 
Ⅳ 分析 

 
本章では、本稿の分析手法について説明する。 

本稿の分析は、2004 年から 2008 年までをタイムシ

リーズとし、都道府県をクロスセクションとするパネル

データを用いる。パネルデータを用いることの利点の一

つは、観察不可能な経済为体間の違いを固定効果として

抽出することが可能になることである。観察不可能な個

体差を一定であるとして捉えるモデルを「fixed-effect

モデル」と呼び、独立確率分布に従う変数であると捉え

る場合には「random-effect モデル」と呼ぶ。 本稿で

は使用するデータセットに対して適切なモデルを採択

するために各種の検定を行った。 

まず、pooled 回帰分析と fixed-effect モデルとの間の

モデル選択として、F 検定を行った。F 検定の結果、「経

済为体別の定数項がすべて等しい」という帰無仮説が

1％の有意水準で棄却され、fixed-effect モデルが採択さ

れた。 

次に、fixed-effect モデルと random-effect モデルと

の間のモデル選択として、Hausman 検定を行う。

Hausman 検定では、「個別为体要因が説明変数と無相

関である」という帰無仮説と、「個別为体要因が説明変

数と相関を持つ」という対立仮説とを立て、カイ二乗検

定を行う。その結果、1％の有意水準で帰無仮説が棄却

され、fixed-effect モデルを採択した。 

以上の検定結果より、本稿では fixed-effect モデルを

採択し、分析を行う。 

なお、2 種類の分析を行うが、ともに同様の検定を行

い、同様のモデルを採択した。 

 

１ 司法アクセスの規定要因分析 
 

この分析の目的は、司法制度改革が国民の司法アクセ

スにどのような効果を与えたのかを明らかにし、司法ア

クセスに影響を与える要因を把握することである。これ

に関しては、先に述べた先行研究に、司法制度改革前後

のデータを新たに加えてパネル分析を行う。 

ここでのオリジナリティは 2 点ある。まず、被説明

変数を法律相談件数に限定し、司法サービスの拡充の第

一歩として、司法への接しやすさについて議論を行う点

である。次に、パネル分析を行うことにより、司法制度

改革の効果を厳密に検討し、国民にとって望ましい司法

の在り方を検証していくことである。 

 

（１） 変数選択 

 

①  被説明変数 

司法の身近さを表す被説明変数には「国民千人当たり

の法律相談件数」を用いる。法律相談件数は地域間によ

って大きな差が生じているため、人口規模による影響を

排斥し、厳密に地域毎の需要を表すべく、国民千人当た

りに換算した。 

先行研究では訴訟件数も被説明変数として使用して

いたが、本稿では 2 つの理由から法律相談件数のみに

限定した。まず、法律相談は国民が最初に受ける司法サ

ービスであるためである。次に、訴訟数を増加させるこ

とが望ましい社会に繋がるとは一概には言えないから

である。多くの国民が司法に対して意識を高く持つのは

良いが、安易に訴訟件数を増加させることは不必要な争

いを過剰発生させることにも繋がりかねない。これでは

国民の幸福な、あるいは安心できる生活に資するとは言
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い難いと本稿では判断した。 

 

②  説明変数 

 
（地域要因） 

 

・ 規模 

 地域毎の規模を表す指標として「面積」を使用した。

本稿では法テラスやひまわり基金公設事務所などは司

法過疎対策として設立されているため、地域面積に関係

なく分布していると考えている。 

 
・ 利用者属性 

司法サービスの利用者属性として「児童比率」「高齢

化率」「離婚率」を用いた。法律相談を受けるにあたっ

ては、金銭面や時間面など、物理的な浪費が多くなる傾

向にある。そういった物理的な障害を受ける利用者を検

証することが目的である。 

まず「児童比率」には、その地域の人口に占める 15

歳未満の児童の人口比率を算出して用いた。一般に尐子

高齢化は地方の指標として用いられることが多いが、こ

の変数は尐子化の状況を示すのではなく、児童を持つ世

帯の指標として用いている。児童を抱える世帯は一般に

貯蓄が尐なく、子育てなどに多くの時間を費やさなけれ

ばならないため、法律相談を利用しにくい環境にあると

考えた。 

 

次に「高齢化率」には、地域人口に占める 65 歳以上

の高齢者の割合を用いた。近年高齢者を狙った詐欺被害

などが増加し、問題となっている。また、高齢化が進む

中で、高齢者の判断能力が衰え、代わりに親族が資産な

どを管理するようなケースも多くなってきている。以上

の理由から、高齢者や高齢者を扶養する世帯では法律問

題に巻き込まれやすい、あるいは法的手続きが必要とな

る場合が多いのではないかと考えた。 

最後に「離婚率」である。これは一般的に普通離婚率

と呼ばれ、人口千人あたりの 1 年間の離婚件数を地域

毎に算出したものである。離婚率に着目したのは、法テ

ラスに寄せられる問い合わせ内容で、男女（夫婦）関係

に関する相談が金銭問題に次いで多く寄せられている

からである（図 13）。離婚紛争が多くなれば法律相談も

増加するのではないかと考えた。 

 

・ 経済状況 

地域の経済状況を示す指標として「労働力人口比率」

「平均収入」を使用した。弁護士の大都市集中に見られ

るように、法律専門職の集中する都市部では法律問題が

発生しやすく、法律相談が活発に行われていると考えた。

また、金銭問題に対する法律相談の需要は多く見られる

ため、経済状況が司法アクセスに影響していると考えた

（図 12）。 

「労働力人口比率」は、15 歳以上の人口に占める労

働力人口の割合である。労働力人口としては、実際に就

労している者の人口と、潜在的な労働力として完全失業

者数を合計した数値を使用した。 

続いて「平均収入」であるが、これには地域毎の平均

年収額を当てた。算出の際には賃金構造基本統計調査の

データより、毎月きまって支給する現金給与額と年間賞

与を用いた。 

 
（司法要因） 

 

・ 法律専門職 

法律相談を行うことのできる法律専門職として、本稿

では弁護士と司法書士の 2 者に言及する。その目的は、

法曹養成制度の改革に伴い弁護士人口が増大したこと

によって、司法サービスを行う为体が増え、アクセスコ

ストが低下し、司法サービスへの需要を増加させたかを

検討することである。先行研究では弁護士人口のみでア

クセスコストの低下を実証しているが、本稿では司法書

士人口も考慮することでより厳密に議論することが可

能になると考えた。45 

弁護士人口の指標としては「住民千人当たりの弁護士

人口」を使用した。被説明変数と同様に弁護士人口も地

域間で大きく異なっており、人口規模を加味した値を算

出した。 

司法書士人口の指標も、弁護士の場合と同様に「住民

千人当たりの司法書士人口」を使用した。司法書士人口

に関しては地域間での格差や大幅な人口増加はさほど

発生していないものの、弁護士人口と対比して法律相談

への影響を検討することが目的であるため、統一して使

用した。 

ここで、司法書士人口のデータの扱いに関して触れて

                                                   
45 なお、本稿では法律相談を行うことのできる職種として、弁

護士と司法書士を法律専門職と呼ぶ 
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おく必要がある。本稿では、司法書士白書に掲載されて

いる司法書士人口をデータとして使用した。現在法律相

談を行うことのできる司法書士は訴訟代理権の認定を

受けた認定司法書士だけに限定されている。しかしなが

ら現状でも述べたように、制度変更がなされてから現在

で 8 年目にもかかわらず、認定司法書士の割合は約 6

割と多く46、年々増加している。このことから、各地域

に認定司法書士が一定数存在し、司法書士人口に反映さ

れているものと考えて本稿の分析を行う。 

 

・ 法律相談窓口 

法律相談のできる窓口の設置状況として「法律相談セ

ンター数」「法テラス数」「ひまわり基金公設事務所数」

の 3 つを指標として使用した。 

まず、司法制度改革により新しく設立された施設の効

果を測定するために「法テラス数」と「ひまわり基金公

設事務所数」を使用する。続いて「法律相談センター数」

だが、司法制度改革による影響を受けていない、コント

ロール要因として使用した。47 

本稿では以上に挙げた変数を利用する。しかし、我々

が用意した変数はそれらのみではなく、多数の変数を考

慮していた。例えば、地域要因として用意していた「人

口密度」や「地価」、「失業率」である。これらの変数を

使用しなかった最大の理由は、他の変数との多重共線性

を排除できないためである。本稿の分析では、変数間の

相関関係を考慮した変数を選択し、分析を行った。 

 

(２) モデル 

ここでは本稿で使用するモデルを下記に示す。 

 

 

 

：住民千人当たりの法律相談件数 

：サンプル数（47 都道府県） 

：2004 年～2008 年 

：個別効果 

：面積 

：児童比率 

                                                   
46第 4 章の 2 節政策提言参照 
47 なお、これらの法律相談窓口数の集計において、各年度末に

建設中、あるいは建設を検討中のものは設置数には含めてい

ない。 

：高齢化率 

：離婚率 

：労働力人口比率 

：平均収入 

：住民千人当たりの弁護士人口 

：住民千人当たりの司法書士人口 

：法律相談センター数 

：法テラス数 

：ひまわり基金公設事務所数 

：誤差項 

このモデルにおいて最小二乗法を用いたパネル分析

を行い、考察していく。 

 

（３） 結果と考察 

分析の結果、児童比率が負に有意、高齢化率・労働力

人口比率・平均収入・国民千人当たりの弁護士人口・法

テラス数・ひまわり基金公設事務所数が正に有意であっ

た（表 14）。 

まず、地域要因から考察を行っていく。 

児童比率は平均収入の結果と併せて考えると、児童を

持つ世帯では時間的・金銭的に余裕が尐なく、法律相談

を受けることが困難であることが読み取れる。 

次に、高齢化率については予想どおり、高齢者ほど法

律問題を抱えやすく、法律相談への需要が多くみられる

ということがわかった。 

また、労働力人口比率と平均収入の結果から、経済活

動の活発な地域ほど、法律問題が発生しやすく、法律相

談が多く利用されていることが読み取れる。 

続いて、司法要因について述べていく。 

国民千人当たりの弁護士人口・法テラス数・ひまわり

基金公設事務所数の結果から、司法制度改革による司法

アクセス拡充への効果が確認された。 

 

２ 司法書士の活躍を検証する分析  

  

 ここでは、直接的司法サービスの担い手である弁護士

と司法書士の地域分布の特徴に着目し、両者が司法アク

セス拡充に果たす役割を明らかにするための実証分析

を行う。具体的には、都道府県毎の法律専門職種の割合

を用いて、貢献している分野や両職種間の関係について

触れていく。 
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ここで本稿の用いるモデルについて簡単に説明して

おく。労働市場における職業間の代替関係について分析

を行った論文は多数存在する。その一つである、実証分

析を用いて代替関係に言及した西岡の『技能実習生の活

用実態と日本人社員との代替関係について』（2004）48で

は、技能研修生と社員の代替関係について量的、質的に

分析している。本稿では上記の論文を参考にしたモデル

を使用する。 

 

（１）  変数選択 

① 説明変数 

今回の分析では、被説明変数に地域毎の司法書士の法

律専門職人口に占める割合を用いる。この割合は、各地

域における司法書士人口を、各地域の司法書士人口と弁

護士人口を合算したもので除して算出した。このような

法律専門職の地域毎の人口配分から、司法書士が弁護士

に代わって活躍している地域や機関について評価して

いく。 

 

② 説明変数 

説明変数は、先の分析と同様、地域要因と司法要因に

二分した。 

地域要因としては「面積」「児童比率」「高齢化率」「離

婚率」「労働力人口比率」「平均年収」を用いた。司法要

因には「国民千人当たりの法律相談件数」「国民千人当

たりの弁護士人口」「法律相談センター数」「法テラス数」

「ひまわり基金公設事務所数」を使用した。これらの変

数については、司法アクセス拡充の要因分析で使用した

ものと同様であるため、説明はそちらを参照していただ

きたい。 

なお、今回の分析でも多重共線性を排除するために相

関性の高い変数は排除した。 

 

（２） モデル 

ここでは本稿で使用するモデルを以下に示す。 

 

 

 

                                                   
48西岡（2004）は技能実習生の活用について、被説明変数に比率

をおき、説明変数に社員数や企業ダミーなどを用いて分析し

ている。 

：司法書士人口／法律専門職人口 

：サンプル数（47 都道府県） 

：2004 年～2008 年 

：個別効果 

：面積 

：児童比率 

：高齢化率 

：離婚率 

：労働力人口比率 

：平均収入 

：住民千人当たりの法律相談件数 

：住民千人当たりの弁護士人口 

：法律相談センター数 

：法テラス数 

：ひまわり基金公設事務所数 

：誤差項 

 

このモデルにおいて最小二乗法を用いたパネル分析

を行い、考察していく。 

 

（３） 結果と考察 

 分析の結果、高齢化率・労働力人口比率・平均収入・

国民千人当たりの弁護士人口・ひまわり基金公設事務所

が負に有意であった。一方、児童比率・離婚率・国民千

人当たりの法律相談件数・法律相談センター数・法テラ

ス数が正に有意であった（表 15）。以下に考察を述べる。 

まず、国民千人あたりの弁護士人口と国民千人あたり

の法律相談件数の結果より、国民千人あたりの弁護士数

が尐なく、法律相談件数の多い地域ほど、司法書士の法

律専門職に占める割合が高いということが明らかにな

った。つまりこれは、司法書士が、弁護士の尐ない地域

において法律相談に貢献していることを示唆している。

加えて、法テラスの結果を踏まえると、司法書士は法テ

ラスで法律相談に貢献していることもわかった。 

ここで注意しておきたいのは、千人あたりの弁護士人

口が負に有意に働いたことについてである。被説明変数

の算出方法を考えれば、一見当然の結果と思われるかも

しれない。しかしながら、被説明変数には人口規模を考

慮しないままの法律専門職人口を使用している。したが

って、法律相談における司法書士と弁護士の代替関係を
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示唆する指標になり得ている。 

次に、一般に都市部よりも地方部のほうが、労働力人

口比率や平均収入は低い傾向にある。したがって、労働

力人口比率と平均収入から、司法書士の活躍している地

域が地方部であることが読み取れる。この結果は先述の

弁護士との代替関係の考察と一致しており、弁護士の都

市部集中による地方部での弁護士不足を、司法書士がカ

バーしていることを示している。 

また、児童比率は離婚率と併せて考えると、司法書士

は子供を抱える世帯での離婚問題の処理に活躍してい

ると推測される。司法書士は離婚の調停こそは行うこと

ができないものの、財産分与などに関する登記業務や、

離婚問題における法律相談は行うことができる。このよ

うに司法書士は裁判所で扱うことのできる訴訟の範囲

が限定されていても、市民の安心できる生活の維持に貢

献していることが見受けられる。 

高齢化率については予想に反していた。しかしながら

先の分析で、高齢者が法律問題を抱えやすい点と、法律

相談に対する弁護士への需要が高い点を踏まえると、残

念ながら高齢者は司法書士を敬遠しているという状況

と考えられる。その原因としては、認定司法書士の周知

が徹底していないことや、弁護士に比べて認定司法書士

への信頼が低いことが考えられる。 

最後に法律相談窓口についてである。まず、法テラス

は司法書士の活躍の場であることが明らかとなった。続

いて法律相談センターとひまわり基金公設事務所の結

果についてである。これら 2 つの施設はどちらも弁護

士のみが勤務し、司法書士は勤務していない。よって、

今回の結果は予想外であった。この原因については、設

立時期と司法書士の弁護士事務所との提携状況が影響

しているためと考えられる。つまり、より古くから設置

されている法律相談センターでは弁護士が請け負った

案件の多くが司法書士と連携して対応されているため、

今回の結果が得られたと考えられる。 

以上の分析結果に基づき、次章で政策提言を行う。 

 
Ⅳ 政策提言 

 
分析結果から、司法制度改革の政策の中でも、法テラ

スとひまわり基金公設事務所の設置及び、司法書士の活

用が、国民の司法アクセス拡充に効果をあげることが分

かった。そこから本章では大きく 3 つの提言を行う。 

 

１ 法テラスの機能強化 

 

（１） 法テラスの問題点 

分析結果から、国民の司法アクセス拡充には、法テラ

スの有効活用を進めるべきであることが示された。しか

しそれに反して、現在の法テラスには様々な課題が存在

する。 

 

（１－１） スタッフ弁護士の不足 

まず、スタッフ弁護士と呼ばれる法テラスの常勤スタ

ッフの不足があげられる。その理由としては、長期的に

働けないこと、経験が積みにくいこと、昇給がないこと

の大きく 3 つある。以下でそれらを順に説明する。 

第一に、法テラスの雇用形態が「養成終了後、法曹経

験 10 年以下の者は 3 年任期・2 回更新可能（最長 9 年

間）。法曹経験 10 年を超える者でスタッフ弁護士を指

導するにふさわしい者については、2 年契約で 2 回更新

が可能（最長 6 年間）。」となっており、継続して勤務

できる期間に制限が設けられている。したがって、長期

的に働くことができないため、法テラス退職後に不安を

感じてしまうことが、スタッフ弁護士になることを敬遠

してしまう要因となっている。 

第二の要因に、経験が積みにくいことがあげられる。

というのも、スタッフ弁護士としての業務は、資力のな

い人が破産手続や民事訴訟を起こす場合の民事法律扶

助と、刑事事件での国選弁護といった限定的なものとな

っているからである。弁護士は、実際の事件処理を通じ

て仕事を覚え、法テラス退職後はその経験を活かして仕

事をしていくことになる。そのため、法テラスの限定的

な業務では、一般の弁護士事務所で勤務する場合と比べ

て、十分な経験が積みにくいと考えられ、様々な経験を

積もうという意欲ある若手弁護士をはじめとした、優秀

な人材の確保が難しくなっている。 

第三は、一般の弁護士は働きに応じて報酬を得るのに

対し、スタッフ弁護士は固定給となっている。これによ

って、勤務内容に加えて金銭面でのインセンティブも小

さくなっている。 
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（１－２） 広く国民の司法の窓口として機能してい

ない 

また、法テラスの地方事務所では、法律相談を受ける

には資力が一定額以下であるという制限がある。そのた

め一定以上の資力を有する市民が法律相談に訪れても、

法テラスでは相談に応じられず、一般の弁護士事務所へ

たらい回しにされるというケースもある。法テラスが、

資力基準を満たさないことを理由に法律相談を一切受

け付けないという体制では，国民の司法の駆け込み寺と

しては機能せず、今後より多くの国民の司法アクセス拡

充において十分な役割を果たすことは難しい。 

 

（２） スタッフ弁護士の任期付き雇用制限撤廃及び、

取扱業務範囲拡大 

以上の現状を踏まえ、法テラスが更なる機能充実を果

たすために、まず法テラスで働くスタッフ弁護士の任期

付き雇用という制限の撤廃と、法テラスで取扱う法律相

談業務範囲の拡大を提言する。 

まず、雇用期間の制限を撤廃することによって、スタ

ッフ弁護士を敬遠する要因である、法テラス勤務終了後

の将来への不安を解消し、新たな人材確保の促進に繋げ

る。更に、従来よりも長期で勤務する弁護士が増えれば、

必然的に常勤するスタッフ弁護士の数も増えると考え

られる。 

次に、業務範囲の拡大に関してだが、具体的には現状

の資力による法律相談業務の制限を撤廃することを提

言する。この制限撤廃によって、スタッフ弁護士側の問

題点として既述した、限定的な業務経験しか得られない

現状の改善を図り、スタッフ弁護士数の確保に繋げる。

同時に、これまで資力条件を満たさなかった多くの国民

は、情報提供サービスしか利用できなかったが、法テラ

スから法律相談も受けられるようになり、国民側にも、

より充実した司法サービスを享受できるようになると

いう効果が期待される。実際に、法テラスの「情報提供

業務」についてどのようなサービスがあれば良いと思う

かを尋ねた内閣府大臣官房政府広報室の調査結果49で

も、情報提供業務だけでなく法律相談業務も行ってほし

いという意見が約半数を占めており、資力条件撤廃によ

る国民の司法アクセス向上への影響は大きいと考えら

れる。 

                                                   
49総合法律支援に関する世論調査（2009） 

２ 認定司法書士の法律相談権の確立 

 

司法書士の活躍を評価する分析の結果より、相談件数

の多い地域では、弁護士よりも司法書士の割合が多いこ

とがわかる。つまり、地方の法律相談を吸い上げ、更な

る司法アクセスの拡充を図るためには、地方で不足して

いる弁護士を融通するよりも、司法書士の利用を促進さ

せることのほうが効率的であると考えられる。 

そこで我々は、認定司法書士への法律相談権の付与を

提言したい。現在、認定司法書士が行うことのできる法

律相談の範囲は、簡易裁判所における訴額が 140 万円

以下のものに関してのみである。民事に関する訴訟で、

その訴額が 140 万円を超える場合や不明な場合、ある

いは業務と密接に関連するとまではいえないような周

辺領域の相談について、司法書士自らの意思決定によっ

て、その判断をもって意見を述べることについて規定が

整除されていない。また司法書士が法律相談に関して制

限を設けられていることはあまり知られておらず、相談

する際にもそれが業務範囲内かどうか、業務に密接に関

連する範囲内かどうかといった判断を一般国民が行う

ことは難しい。更に、弁護士過疎地域においては、周り

に法律相談を行うことができる司法書士がいるにもか

かわらず、利用者自身にはその法律相談の範囲が司法書

士の業務範囲かどうかの判断が難しい。そのため、弁護

士が身近にいないからという理由で、不安を抱えたまま

法律問題を未処理・未解決のままにしてしまうようなケ

ースも生じている。よって、認定司法書士の法律相談権

を業務範囲の制限から解放し、法律相談の窓口を増やす

べきであると考える。 

もちろん代理訴訟権は、その業務範囲を超えることの

ないよう制限は課したままで、その範囲の拡大はあくま

で法律相談に限る。紛争の予防・回避であれ解決であれ、

当該相談に対して法律判断をすることと、当該事案にお

ける最終的な処理に関与することは別個の問題である。

したがって、当該事案が 140 万円を超える民事訴訟で

あったとしても、最終的な処理において業務範囲を超え

て司法書士が関与しないという、今までの枠は残したま

まにする。そうすることで、法律相談に関しては弁護

士・司法書士両者が行い、裁判に移行した際には司法書

士は弁護士へ依頼者を紹介するといった連携体制を整
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えること可能となる。つまり国民にとっても弁護士・司

法書士にとっても、よりスムーズかつシンプルな司法体

制の実現が期待される。 

 

３ ひまわり基金公設事務所への司法書士の

配備 
 

第一の分析より、ひまわり基金公設事務所は司法アク

セス拡充に効果があることがわかった。一方、第二の分

析から司法書士の地方における活躍が示された。また、

ひまわり基金公設事務所に関しては、司法書士が勤務し

ていないために、司法書士の法律専門職に占める割合に

対しては負に有意であった。しかしながら、両者ともに

地方の司法アクセス拡充に貢献する要因であるため、協

働することでより効果的になりうると考えた。この考え

に基づき、以下に政策提言を行う。 

市民が抱える法律問題はさまざまであり、どの法律専

門家に相談したらよいか判断が難しい場合も考えられ

る。司法書士事務所に持ち込んだ相談内容が、その業務

範囲を超えていた場合、相談者は弁護士事務所を紹介さ

れることとなるが、その際に生じる経済的・時間的負担

は、国民の司法アクセスを妨げる原因となりうる。 

そこで提唱されているのが弁護士と司法書士とが同

一の事務所に所属することである。そうすれば、法律相

談を抱える依頼者が 1 ヶ所にアクセスするだけで、弁

護士のみならず、その他の専門家にも自己の抱える一連

の問題の解決を相談し、依頼できるような体制（ワンス

トップリーガルサービス）を整えることが可能となる。 

現状として、弁護士が事務所外で隣接士業（司法書士、

行政書士、税理士、行政書士など）と提携し、紹介など

を行っているケースは 62.8％（2008 年）であるが、弁

護士事務所内に隣接士業が所属しているケースは

14.9％（2008 年）にとどまっている。50 

そこで我々は、弁護士と司法書士とが共同で事務所を

運営していくための政策を提言したい。ここで利用でき

るのが、ひまわり基金公設事務所である。ひまわり基金

公設事務所とは前述したように、弁護士過疎の解消のた

めに、日弁連や地元弁護士会、弁護士会連合会からの支

援を受けて運営される法律事務所である。この事務所で

まず司法書士会と提携を結び、司法書士のひまわり基金

                                                   
50弁護士白書（2009） 

公設事務所への出向などを図ることで、ワンステップリ

ーガルサービスの実現を目指し、司法アクセスの改善を

促すべきであると考える。これにより、その地域の司法

アクセスが改善され、ひまわり基金公設事務所の評判も

上がれば、各地での弁護士・司法書士の連携も向上し、

利用者にとってもよりよい司法サービスを享受できる

のではないかと予想される。 

 
Ⅴ おわりに 

 
司法は、国民の権利の実現を図るとともに基本的人権

を擁護するなど、全国民にかかわる極めて重要な役割を

担っている。それにもかかわらず、その司法は長らく国

民にとって利用しにくいものであった。そのような状況

を打開すべく、司法制度改革が現在も実施されている。

司法制度改革は国民が安心して生活できる社会の維持

に寄与することが求められている。 

そこで本稿では、アンケート調査から明らかになった

司法へのアクセスの悪さに着目し、司法アクセスを規定

する要因と司法書士の活躍を検証することで我が国の

司法サービスを向上する方策について検討を行った。特

に分析において、司法制度改革によって新たに活躍を開

始した司法書士や、新たに導入された法律相談を行う公

的施設を説明変数に取り入れたことは、司法制度改革の

効果を正確に評価するために重要な研究であったと考

えられる。 

しかしながら、本稿にはまだ不十分な点も存在する。

分析ではパネルデータを用いて司法アクセスを規定す

る要因の実証を行い、さまざまな要因が影響を与えてい

ることを示した。だが、司法アクセスに重要な影響を与

えると思われる費用や時間を考慮することが出来なか

った。この問題を解決するにはデータの制約が非常に大

きいため、この先データの整備や公開が進み、多くの研

究が行われることを期待する。特に司法サービスは多岐

にわたるため、概括的な目安を提示するよりも、今後は

分野別に詳細なアンケートを行うなどといった具体的

な実態調査を行うことが重要であると考えられる。また、

司法サービスの質が司法アクセスにどのような影響を

与えているのかについては言及することが出来なかっ

た。今後はサービスの質的側面も考慮した研究がなされ



          

 54 

ることを期待する。 

最後に、本研究が我が国の司法アクセスの拡充の一助

となることを願って、本稿を締めくくる。 
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諸外国の法曹人口との比較（1997年）
アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本

法曹人口 940,508 82,653 111,315 35,695 21,458
対人口10万比 352.5 158.3 135.7 61.3 17
弁護士人口 906,611 80,868 85,105 29,395 16,398
対人口10万比 339.87 154.89 103.77 50.15 13
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図 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（弁護士白書の資料より作成） 
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（日本弁護士連合会 HP の資料より作成） 
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図 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日本司法書士連合会 HPの資料より作成） 

 

図 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（弁護士白書 2009 年度版の資料より作成） 

表 7 

全国の簡易裁判所(438 ヵ所)単位での各士業数 

弁護士が存在する簡易裁判所 344 ヵ所 78.5％ 

司法書士が存在する簡易裁判所 433 ヵ所 98.9％ 

認定司法書士が存在する簡易裁判所 425 ヵ所 97.0％ 

（日本司法書士会連合会の資料より作成) 
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表 8 

全国の市区町村(政令市内の区も区別)単位での各士業数 

弁護士が存在する市区町村数 650 ヵ所 33.2％ 

司法書士が存在する市区町村数 1525 ヵ所 78.0％ 

認定司法書士が存在する市区町村数 1264 ヵ所 64.7％ 

（日本司法書士会連合会の資料より作成) 

図 9 
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（法テラスの資料より作成） 

図 10 

日本の民事裁判制度についての意識調査 
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（(財)日弁連法務研究財団民事訴訟制度研究会为任名古屋大学 菅原郁夫「日本の民事裁判制度についての意識調査」より

作成） 
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図 11 

 

 

 

 

（図 11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法テラス広報誌『ほうてらす』vol.13 より作成） 

図 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法テラス広報誌『ほうてらす』vol.13より作成） 
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図 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（弁護士白書 2009 の資料より作成） 

 

表 14 

分析結果 
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係数 標準誤差 t値 P値

定数項 6.858788 4.043772 1.696137 0.0916

面積 0.000315 0.000214 1.473569 0.1424
児童比率 -111.773 17.60494 -6.34895 0
高齢化率 19.83673 6.039541 3.284476 0.0012
離婚率 46.31719 47.43091 0.976519 0.3301
労働力人口比率 0.1111 0.039756 2.794579 0.0058
収入 0.000759 0.000304 2.500168 0.0133
弁護士/選任 0.682383 0.178447 3.824015 0.0002
司法書士/ 千人 6.223969 6.67835 0.931962 0.3526
法律相談センター -0.0377 0.041583 -0.90663 0.3658
法テラス 0.180764 0.049716 3.635936 0.0004
公設事務所 0.067401 0.036643 1.839406 0.0675
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表 15 

分析結果 

 係数 標準誤差 t 値 P 値 

定数項 0.204902 0.065673 3.120014 0.0021 

相談件数/千人 0.001304 0.000656 1.988371 0.0483 

面積 4.61E-06 3.42E-06 1.347904 0.1794 

児童比率 3.675361 0.285146 12.88938 0 

高齢化率 -0.35592 0.090693 -3.9244 0.0001 

離婚率 3.713326 1.064643 3.48786 0.0006 

労働力人口比率 -0.00377 0.000795 -4.73512 0 

収入 -7.60E-06 4.29E-06 -1.77073 0.0783 

弁護士/千人 -0.76002 0.005813 -130.742 0 

法律相談センター 0.00169 0.00054 3.130389 0.002 

法テラス 0.002272 0.00044 5.165039 0 

公設事務所 -0.00322 0.000599 -5.3768 0 

 

 

表 16 

記述統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平均 中央値 最大値 最小値 標準偏差 合計 標本数

住民千人当たりの相談件数 3.527271 3.02349 10.22308 0.455022 2.095393 828.9086 235

司法書士人口/法律専門職人口 0.650593 0.675079 0.849711 0.192951 0.113862 152.8894 235
面積 7751.61 5761.45 83456.58 1862.01 11605.98 1821628 235
児童比率 0.139575 0.139753 0.187646 0.115591 0.009915 32.80022 235
高齢化率 0.226372 0.229013 0.2875 0.156882 0.028073 53.1974 235
離婚率 0.019808 0.0198 0.0272 0.0146 0.002353 4.6548 235
労働力人口比率 0.907875 0.627534 5.348162 0.243892 0.789121 213.3506 235
平均収入 4372.956 4343.8 6149.769 3245.2 563.0604 1027645 235
住民千人当たりの弁護士人口 0.095542 0.066196 0.965025 0.030013 0.124915 22.45234 235
住民千人当たりの司法書士人口 0.144749 0.148861 0.234055 0.082085 0.031493 34.01594 235
法律相談センター数 6.2 6 23 1 3.943836 1457 235
日本司法支援センター数 0.987234 1 8 0 1.272594 232 235
ひまわり基金公設事務所数 1.268085 1 12 0 1.82821 298 235



 

 62 

 



 

 63 

 

 

 

第４章 総合評価入札制度の効果と課題51 

～三方良しの公共工事を目指して～ 

 

小川 恭平 

田中 沙夜 

田頭 範子 

山本 仁実 

吉村 達朗 

 

要旨 

長引く不況や財政悪化による公共事業予算の減尐、高度成長期に建設された大量の社会資本の更新に伴う工事案件の

増加から、低廉で高品質な公共工事が求められている。工事の施工为は入札により決定されるが、国発注の公共事業に

おいては、品確法（2005 年）に基づく「総合評価方式」と呼ばれる契約方式が全工事に採用されている。これは、入

札価格と企業の技術力を得点化したもので争うため、従来の価格のみで落札者を決定する入札方式で問題とされていた、

談合や技術ダンピングなどの解決といった効果がもたらされたと言われるが、その効果を計量的に示した研究は尐ない。 

本稿では全国の整備局管轄の工事を分析対象とし、総合評価方式で重視される品質面での評価などを分析対象に加えて

研究を行った。 

本稿は 2つの分析によって構成される。1つ目の分析では、工事の価格と品質の両面から見た効率性を表す評価値を

被説明変数として分析を行った。分析結果より、落札率の低い工事ほど効率的な工事が行われていると定義し、次の分

析へと移る。2つ目の分析では、コスト面での効率性の指標である落札率を被説明変数とした分析を行った。分析の結

果、社会・地域貢献項目は落札率を引き上げていることが明らかになった。分析 1の結果より、落札率が低いほど効率

的な工事がなされていると定義していることから、分析 2の結果より、評価項目に改善の余地があると考え、これに対

する政策提言を行う。 

政策提言として①社会・地域貢献項目の見直し、②評価制度決定フローの改善、を提言する。社会・域貢献の項目の

中には、工事の品質とは繋がりの薄いと考えられる項目も含まれており、結果的に必要以上に高額で落札されている可

能性もある。よって、このような総合評価制度の目的にそぐわない評価項目の見直しを提言する。また、評価項目の決

定は各整備局に委ねられているが、それを監視する立場にある第三者機関によって、前述のような評価項目は見直され

るのが本来の姿であるはずであるため、この第三者機関に公募による一般市民等を加えることを提言する。より多様な

視点から公共工事の在り様を審議することで、社会全体にとって望ましい制度を目指す。 

                                                   
51本稿の作成にあたっては、山内教授（大阪大学）をはじめ、尾川教授（大阪大学）、河村能夫教授（龍谷大学）、佐藤孝弘様（公共

財団法人東京財団研究員 兼 政策プロデューサー）、高林喜久生教授（関西学院大学）、丸山穂高様（財団法人松下政経塾）など多

くの方々から有益且つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、为張の一

切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 



 

 64 

Ⅰ はじめに 

 

 長引く不況や財政悪化による公共事業予算の減尐、

高度成長期に建設された大量の社会資本の更新に伴

う工事案件の増加により、低廉で高品質な公共工事

が求められている。 

実際、公共事業に充てられる予算は、図 1 に見ら

れるように 1998 年度以降毎年削減されていく一方

である。 政権交代後にはこの動きにさらに拍車がか

かり、2010 年度の公共事業の予算額は、5.7 兆円と

前年度当初予算と比べ 18.3%の大幅減となっている。

また、公共事業関係費予算が最も多かった 1998 年度

の 14.9 兆円と比較すると、半額以下にまで減尐して

いる。 

これは、国が莫大な借金を抱える中、社会保障・

福祉を重視する社会へ移行している現状に対応した

流れと考えられ、地域の産業政策と一体化された公

共事業すらも削減せざるを得なくなってきている。

この流れに対する意見は賛否両論あるにせよ、この

ような状況の下、今後の社会にとってより望ましい

公共事業とは何かを、国民、行政、企業のあらゆる

立場から考えるべき時が来ている。 

 これを解決する一つの手がかりとして、我々は入

札制度に着目した。日本における公共工事の発注先

業者選考では、より安く、公正な公共工事の実現を

目指して入札制度が採用されている。近年、公共工

事の入札を取り巻く環境には大きな変化があった。

入札契約適正化法や品確法の施行といった法整備に

加え、総合評価方式の導入によって、入札制度の改

善及び公共工事の質の改善が目指されている。この

様な施策は、先述の現状に適応する為に重要な役割

を果たし、一定の効果を示したと考えられる。しか

しながら、入札における評価システムは工事の管轄

为体によって大きく異なっており、評価基準に不鮮

明な部分がある等、制度として十分に成熟を果たし

ているとは言い難い。 

我々は、このような入札制度の現状に問題意識を

持ち、公開されている入札データをもとに経済分析

を行い、抱える問題点を明らかにしていく。 

Ⅱ 現状・問題意識 

 

１ 新制度導入以前  

 

 国および地方公共団体の契約は原則として一般競

争入札で行われることが定められている52。一般競争

入札とは、公告された入札情報に対する不特定多数

の参加者間の競争によって契約者を決定する方法で

ある。その他に、法に定められた場合に行われる契

約方法として指名競争入札、随意契約が挙げられる。

指名競争入札とは、特定の条件により、発注者側が

指名した特定多数の参加者間の競争によって契約者

を決定する方法である。また、随意契約とは、競争

によることなく任意で決定した相手と契約を締結す

る方法である。従来はこのような方法で契約が行わ

れ、競争入札の落札者は原則として価格のみを判断

基準として決定されていた。しかし、このような契

約方式は談合の温床として利用される可能性がある

ほか、技術の伴わない業者が不当に安い価格で落札

するダンピングを助長するなど、いくつかの問題を

抱えており、国民の信用を失うこととなった。なお、

ダンピングに関しては、低入札価格調査制度、及び

最低制限価格制度53が対策としてとられた。前者は、

非常に低い価格で入札が行われ、契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められる場合、

あるいは公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であると認められる場合に最

低価格入札者ではなく、次に低い価格で入札した業

者を落札者とすることが出来ることを定めている。

後者は、予め設定する一定の基準価格を下回った入

札があった場合に、無条件でその入札者を排除し、

最低制限価格以上の価格で入札を行った業者の中か

ら最低価格入札者を落札者とすることを定めている。

しかし、建築業者が過度な供給状態に陥っている現

状では、競争が激化し、これらの対策は十分に機能

しているとは言い難い。 

                                                   
52会計法第 29 条の３第１項、地方自治法第 234 条第２項 
53会計法第 29 条の 6、地方自治法施行令第 167 条の 10 に基

づく 
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２ 総合評価落札方式の導入 

 

そこで、これらの問題の解決を図り、以下二つの

法律が制定された。 

（１）  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律（2000 年）（以下、「適正化法」） 

 国土交通省によると、「国、特殊法人等及び地方

公共団体が行う公共工事の入札・契約の適正化を促

進し、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業

の健全な発達を図る」ことが本法の目的であるとし、

入札・契約の過程、内容の透明性の確保、入札・契

約参加者の公正な競争の促進、不正行為の排除の徹

底、公共工事の適正な施工の確保が基本事項として

あげられる。これらの基本事項に基づく義務がすべ

ての発注者に対して課せられている。 

（２）  公共工事の品質確保の促進に関する法律

（2005 年）（以下、「品確法」） 

 国土交通省によると、本法の目的は「公共工事の

品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明

らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に

関する基本的事項を定めることにより、公共工事の

品質確保の促進」であるとし、3 条 2 項では「経済

性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、

価格及び品質が総合的に優れた契約がなされるこ

と」をすべての発注者に求めている。要するに、公

共工事が公平、公正に行われるべきであるという理

念を適正化法で示し、それを実現するための具体的

手段が品確法によって定められたのである。こうし

て、これまでの価格のみの判断から、技術内容等も

考慮して行われる総合評価落札方式への転換が図ら

れた。 

現在では、多くの工事に総合評価落札方式が採用

されており、国が発注する工事での導入率は 100 パ

ーセントとなっている。一方地方公共団体発注の工

事では、年々増加傾向にあるものの 57.5 パーセント

にとどまっている。この理由としては、施工計画書

の作成に伴う事務量の増大により、小規模な事業者

にとっては負担が大きすぎること、工事の規模の割

に手続きが煩雑であることなどが考えられる。 

 

３  総合評価落札方式の行われ方 

 

日本の総合評価落札方式では、各業者の得点を入

札額で除した値である評価値によって落札業者が決

定する。ここでいう得点とは、各業者が事前に提出

した技術提案や施工能力等を数値化したものであり、

工事の品質を表したものであるといえる。最低限の

水準を確保するために技術点の評価項目の中に設定

された、必須項目を満たすと基礎点として 100 点が

与えられ、そこに提案内容に応じて加算点が与えら

れる。図 2 で示されるように、価格と技術の両方を

加味した評価値が最も高い業者が落札することにな

る。なお、各工事案件には契約金額を決定する基準

として、「予定価格」と呼ばれる見込み価格が予め

設定されており、この価格を超える落札は出来ない。

また、公正な入札を維持するために、原則として予

定価格の事前公表は行われることはない。 

現在、国発注の公共工事は全国の 9 つの各地方整

備局（北海道開発局、東北、関東、北陸、中部、近

畿、中国、四国、九州）が管轄している。各地域で

行われる工事は、各地方整備局が独自に策定してい

る総合評価方式ガイドライン54に従って評価される。

評価される内容は、「技術提案」「施工能力」「社

会・地域貢献」という大きく三つの項目に分けて得

点が与えられる。 

まず「技術提案」項目は、各業者の持つ技術力を

評価するために設定されている。具体例として、工

事騒音低減の為の新工具の使用、工期短縮などがあ

げられる。次に「施工能力」項目は、各業者の持つ

施行能力を評価するために設定されている。具体的

には、過去の工事成績評定や配置予定技術者の保有

資格、配置予定技術者の過去の工事成績等を考慮し

て評価される。最後に「社会・地域貢献」項目は、

工事を円滑に実施する能力を業者に期待するもので

あり、現地条件を熟知している等の地域精通度、地

域住民が安心して工事を任せられる業者であるかと

                                                   
542008 年 11 月５日「公共工事に関する調査及び設計に関する

入札に係る総合評価落札方式の実施について（標準ガイド

ライン）」（国官第 1354 号，国地契第 38 号）、2009 年４

月 20 日「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル

方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」が各整備

局等に通知され、それを基に策定 
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いう視点から、社会・地域への貢献度を評価するた

めの項目として設定されている。具体的には、防災

協定の締結、除雪関係作業等のボランティア活動、

営業所の所在地等を基準として評価される。 

 これらの評価項目は、大枠では統一されているが、

図 3 に見られるよう各地方整備局によって各評価項

目にあてる得点の割合が大きく異なり、配点基準に

も整備局毎に違いが生じている。その理由は各整備

局が配点基準などを定めている総合評価方式ガイド

ラインを独自に策定しているためである。このガイ

ドラインは有識者で構成される総合評価審査委員会

によって審議され、毎年改訂が行われている。配点

基準は各整備局の地域性等も考慮して設定されるた

め、評価項目が悪用されるという懸念や、入札業者

側からも評価システム自体に合理性があるのか、と

いった懸念の声があげられている。 

 

４ 問題意識 

 

 公共工事においては、透明性、公正性を備えた執

行フローを確立することで、プロダクトライフサイ

クル全体にわたって適切な機能や品質が確保される

社会資本整備の仕組みづくりが望まれることは明白

である。そういった仕組み作りの根幹となるのは、

公共工事の特質に適合した真の競争環境を整備する

ことにより、民間の持つ技術力やノウハウを最大限

に活用することである。 

 しかしながら、これまでの現状で見たとおり、現

在の総合評価入札制度は、品質を重視することによ

ってより価値の高い社会資本の整備を実現するとい

う、導入時の目的を十分に満たしているとは言い難

い。前節で述べた、評価項目配点基準における地方

整備局ごとの差異は、目的から逸れているどころか、

社会資本の品質の公平性を阻害しているおそれがあ

る。さらに、工事の品質と繋がりの薄いと考えられ

る要因によって受注業者の決定が大きく左右されて

いるならば、制度の改定が不可欠である。そこで、

これらを考慮した上で、現行制度が落札にいかなる

影響を及ぼしているのかを明らかにする必要がある

と考えた。 

 したがって本稿では、総合評価落札方式により行

われた入札結果を用い実証分析することを通して、

現制度の評価すべき点と改善すべき点を明確にする。

そして、国民、行政、企業の三方にとってより望ま

しい入札制度とはいかなるものかを模索していく。  

 

Ⅲ 先行研究及び本稿の位置づけ   

 

１ 先行研究   

 

 本稿の目的は、総合評価方式が従来の入札制度が抱

えていた問題点を改善しているのかどうかを検討し、

また、新たに起こりうる課題を明らかにするという

ものである。総合評価方式の導入からまだ間がない

ため、これを扱った研究は多くない状況であるが、

従来の入札制度に関する計量的な実証研究はある程

度行われている。その中で金本（1993）は、我が国

の従来型の入札制度では談合を阻止できていないこ

とや、入札制度の根拠となる予決令や会計法の硬直

性が日本独自のものであるとしたうえで、競争によ

る談合の排除や品質維持への配慮、そして発注者を

拘束するルールの制定とその履行の確保を求めてい

る。また、大野（2003）は、これらに加えて従来型

の入札制度が発注者の裁量権の大きさによって恣意

的な判断が生じやすい点を指摘しつつ、問題点の改

善のためには発注者側の評価制度や予算制度の改革

が必要であると述べるなど、従来型の入札制度自体

の問題点を指摘し、あるべき入札制度の姿を提示し

ている。 

国が発注者となる入札制度のほぼすべてが総合評

価方式になり、総合評価方式を用いた入札結果が公

表されてからの実証研究として、冨田（2009）では、

近畿地方整備局によって公表される「総合評価方式 

入札結果」における「工事」区分のデータが用いら

れている。従来の入札制度の問題点の中でも、とり

わけダンピング行為による品質確保の阻害に対して

総合評価方式が有効であると述べている。また、入

札者間での競争に勝てるような技術提案をするため
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には入札金額そのものが上昇することが避けられず、

また、技術提案に対して与えられた得点が公表され

ることによって発注者側の恣意や不正の防止が確保

されると考えられるため、このような総合評価方式

の性質を前提としたとき、「得点」という基準を設

けることによって談合の防止に一定の影響を与えら

れていると述べている。また、入札業者数の増加が

落札率を引き下げることが示され、適正な競争が行

われれば、落札率が低下することで費用対効果の改

善にもつながると結論付けられている。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

以上の先行研究に対して、本稿では、特に冨田

（2009）での分析モデルを参考にし、近畿を含む全

国の各地方整備局が発注者になった工事に分析対象

を広げている。また得点に関して、社会・地域貢献

や施工能力といった評価項目の配点内訳も公表され

ているため、全国の公共工事を分析対象とすること

により、地方整備局ごとの配点基準の差異が入札結

果に与える影響についてもより詳細に分析すること

が可能である。このように、総合評価方式の特徴を

多く分析に反映させることによって、同方式の効果

と問題点を明確にする。ここから明らかになる問題

点を解決するための政策を追求することで、国民、

行政、企業の三方にとってより望ましい制度策定へ

と導きたい。 

 

Ⅳ 分析・考察 

 

１ 分析概要 

 

（１）分析の概要 

 本章では全国の各地方整備局管轄のもと、総合評

価方式で行われた実際の公共工事入札データを用い

て、1 つの実証分析を行う。 

 分析 1 では、総合評価方式による落札の効率性を

検証するため、総合評価型競争入札によって落札さ

れた工事ごとに、効率性を示す指標として評価値を

被説明変数とした回帰分析を行う。 

 続いて分析 2 では、分析１の結果より、落札率が

低いほど効率性が高く望ましい工事であるという定

義のもと、落札率を被説明変数とした回帰分析を行

う。この分析により、落札の際にコストを引き上げ

る、もしくは引き下げる要因について検証する。 

 

（２）データ概要 

 データは、全国の 9 つの整備局（8 地方整備局及

び北海道開発局）が公開している国発注の公共工事

入札結果のデータのうち、2009 年度分（2009 年 4 月

より 2010 年 3 月）を用いる。 

 

２ 分析１：評価値による分析 
 

 本節では、総合評価方式による落札の効率性を検

証するため、総合評価型競争入札において、落札さ

れた工事ごとの効率性を示す指標である評価値を分

析対象とした回帰分析を行う。各工事案件の性質と

評価値の関係を分析することで、工事の効率性に影

響を与える要因を探る。 

 

（１）被説明変数  

 被説明変数として、評価値、すなわち得点を落札

価格で除した値を用いる。この値は、1 円あたりの

得点を表しており、値が大きいほど価格に対して高

い品質の工事であると言える。したがって本分析で

は、評価値が大きい工事を、品質と価格の 2 つの観

点から見た場合の効率性が高い工事と定義し、落札

された工事ごとの効率性を表す指標として評価値を

被説明変数に用いる。 

 

（２）説明変数 

 説明変数として、以下の変数を用いる。 

 

①落札率 

 その工事の落札価格を予定価格で除した比率を表

す値であり、コスト面での効率性を表す指標である。

極端に大きい値である場合は談合が疑われる一方で、
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極端に小さい値の場合はダンピングの恐れがあると

一般的に考えられている。 

 

②入札業者数 

この変数は各入札案件の参加業者数を示している。

評価値の性質上、工事の規模が大きいほど評価値が

小さく計上されてしまうため、サンプル間での評価

値の差異が、単に工事規模の差異によるものと、効

率性の差異によるものの両面が含まれる。よって本

分析では、工事規模の差異による分析結果の相違を

排除すべく、一般的に大規模な工事ほど大きくなる

入札業者数を説明変数として加える。 

 

③逆転落札の有無ダミー 

総合評価方式においては、評価値が最も大きい入

札者が落札者となるため、必ずしも最低価格提示者

が落札できるとは限らない。したがって、それぞれ

の入札案件について、落札者が最低価格提示者、す

なわち従来の一般競争入札でも同様に落札者であっ

た場合と、最低価格提示者ではなかったが、得点が

高く結果として評価値が最大となり落札者となった

場合に分けられる。本分析では、後者を「逆転落札」

と定義し、その有無をダミー変数として用いる。逆

転落札の場合は、他の入札者よりも入札価格は高い

が、評価値が最大であったため落札者となっている

ことから、評価値は引き上げられると推測される。 

 

④加算点の項目別配点比率 

総合評価方式の最たる特徴は、従来のように価格

のみを競争の基準とするのではなく、工事の品質も

判断基準に加えて落札者を決定する点にある。具体

的には、現状でも述べたとおり、最低限の技術要件

を満たすことで与えられる基礎点 100 点に加え、各

入札者に個別に与えられる加算点の合計を入札価格

で除した値を評価値とし、この値が最も大きい入札

者が落札する仕組みとなっている。実際には、最低

限の技術要件を満たさなければ入札に参加できない

ため、標準点はすべての入札者に与えられているこ

とを考慮すると、品質評価の面で競争する際に重要

な要素となっているのは、各入札者に個別に与えら

れる加算点である。ここで言う加算点とは、「技術

提案」「施工能力」「社会・地域貢献」の大きく３

つの項目について得点化されたものであり、項目ご

との得点配分及びその内容は、各地方整備局により

大きく異なっている。本分析においては、評価値の

性質上、項目別配点比率が分析結果に与える影響を

排除するため説明変数として加える。 

なお、3 つの項目の配点比率の値は、加算点の内

訳を 3 つに分類した場合の比率であるので総和は 1

となる。よって多重共線性を回避するために「技術

提案」項目の比率については排除した。 

 

（３）モデル 

 以下のようなモデルを設定し、最小二乗法を用い

て回帰分析を行う。 

 

  

 =1～11179（工事案件） 

 

：公共工事 についての評価値 

：定数項 

：落札率 

：入札業者数 

：逆転落札の有無ダミー 

：「施工能力」項目の比率 

：「社会・地域貢献」項目の比率 

：誤差項 

 

（４）結果と考察 

 分析 1 について、分析結果から考察を行う。なお、

結果に関しては表１を参照されたい。表 1 のとおり、

落札率、入札業者数、各評価項目の配点比率が負に

有意、つまり評価値を引き下げる効果を示している。 

 

①落札率 

 落札率は負に有意な結果となった。よって、落札

率の低い工事ほど評価値が高い、すなわち 1 円あた

りの獲得得点が高い傾向にあることから、落札率が

低い案件ほど効率的な工事が行われやすいと考えら

れる。よって、この結果を用いることで本稿では「落
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札率が低いほど望ましい工事が行われている」と定

義する。 

 なお、②、④については、落札率と評価値の純粋

な関係を確かめるべく、分析段階で他要素の阻害を

防止するべく調整として入れられた変数であり、①

の結果をより正確に表すことに寄与したものとして、

考察は割愛する。 

 

３ 分析２：落札率による分析  

 

  本節では、前節の分析 1 の結果より、落札率が低

いほど望ましい工事であると定義し、落札率を決定

する要因についての実証分析を行う。 

 

（１）被説明変数 

 被説明変数として、落札率、すなわちその工事の

落札価格を予定価格で除した比率を用いる。分析 1

の結果より、落札率が低いほど評価値が大きい、す

なわち、品質と価格の双方の観点から見て効率性が

高いと言える。したがって本分析では、落札率が低

い場合をより望ましい工事であると定義した上で、

落札の際にコストを引き上げる、もしくは引き下げ

る要因を検証する。 

 

（２）説明変数  

 説明変数として、以下の変数を用いる。 

 

①得点 

 この変数は各落札案件における得点すなわち標準

点と加算点の合計を示している。総合評価方式では

得点と価格の両面から各入札案件が評価され、落札

業者が決定されるため、品質を評価する値として、

得点も落札価格に影響を与える要因となっている。

高い品質の工事を行うにはコストがかかるため、得

点が高い案件については落札価格が高くなり、落札

率も上昇すると考えられる。 

 

②入札業者数 

 この変数は各入札案件における入札業者数を示し

ている。一般的に、入札業者数が多いほど競争原理

が強く働き、落札率が引き下げられると考えられる。

本分析では、総合評価方式のもと、価格以外の要素

が競争の対象となった場合でも、入札業者数が落札

率に影響を与えるかについて検証する。 

 

③逆転落札の有無ダミー 

 分析 1 と同様に、逆転落札の有無が評価値にどの

ように影響を与えるか検証する。逆転落札の場合は、

他の入札者と比較して入札価格は高いが、評価値が

最大であったため落札者となっていることから、落

札率は引き上げられると推測される。 

 

④加算点の項目別配点比率 

 分析 1 で述べたとおり、加算点とは、「技術提案」

「施工能力」「社会・地域貢献」の大きく 3 つの項目に

ついての評価が得点化されたものであり、項目ごとの

得点配分及びその内容は、各地方整備局により大きく

異なっている。総合評価方式の入札において、加算点

は品質を数値化して示したものとして、落札案件を決

定するための重要な指標であり、落札価格を左右する

要因の一つである。よって本分析では、各地方整備局

によって定められた加算点の項目別配点比率を被説明

変数として加えることで、3 つの項目の配点比率の高さ

がそれぞれ落札率にどのように影響を与えるか検証す

る。 

 なお、3 つの項目の配点比率の値は、加算点の内訳を

3 つに分類した場合の比率であるので総和は１となる。

よって多重共線性を回避するために「技術提案」項目

の比率については排除した。 

 

⑤工事規模ダミー 

 工事の規模による差異を補足するため、工事規模別

のダミーを用いる。工事規模の分類基準は、それぞれ A

ランク（7 億 3000 万円以上）、B ランク（3 億円以上～

７億 3000 万円未満）、C ランク（6000 万円以上～3 億

円未満）、D ランク（6000 万円以上～1000 万円未満）、

D 以下（1000 万円以下）であり、分析基準は D 以下の

工事としている。 

 なお、この項目は規模による影響を排除するために

用いる。 
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（３）モデル 

 以下のようなモデルを設定し、最小二乗法を用いて

回帰分析を行う。 

 

  

=1～11771（工事案件） 

 

：公共工事 についての落札率 

：定数項 

：得点 

：入札業者数 

：逆転落札の有無ダミー 

：「施工能力」項目の配点比率 

：「社会・地域貢献」項目の配点比率 

：工事規模 A ダミー 

：工事規模 B ダミー 

：工事規模 C ダミー 

：工事規模 D ダミー 

：誤差項 

 

（４）結果と考察 

 分析 2 について、分析結果より考察を行う。なお、

結果に関しては表 2を参照されたい。表 2のとおり、

得点、「社会・地域貢献」項目の配点比率、工事規

模別ダミーが正に有意となり、入札業者数、「過去

の工事成績」項目の配点比率が負に有意な結果とな

った。 

 

①得点 

得点は正に有意な結果となった。すなわち、得点

が大きい工事ほど落札率が上がることを示しており、

得点を多く獲得するほど工事コストも上がるという、

先行研究と同様に予測通りの結果である。 

 

②入札業者数 

入札業者数は負に有意な結果となった。すなわち、

入札業者数が多い工事案件ほど落札率が下がること

を示している。これは、入札業者数が多いほど強い

競争原理が働いていることを示す、妥当な結果であ

ると言える。 

 

③逆転落札の有無ダミー 

 逆転落札ダミーは負に有意な結果となり、逆転が

起こっている入札案件では落札率が低い傾向にある

ことが明らかになった。得点で最低価格入札業者の

評価値を上回り落札した案件は、技術力の高さゆえ

高コストと考えるのが一般的である。しかし、予想

に反した結果になったことから、実際に逆転落札し

た案件とそうでない案件それぞれの平均落札率を計

算したところ、表 3 の結果となった。ここから、実

際に逆転落札した案件の方が、平均落札率が低い、

すなわち安く落札できていることがわかる。逆転落

札の場合には、競争業者の多さにより、技術高得点

を獲得しながらも低コストに抑える努力を最も行っ

た業者が落札される仕組みが働いていると考えられ

る。これは、総合評価落札方式導入により低価格か

つ高品質な工事を実現できていることを示す結果で

ある。 

 

④ 加算点の評価項目別配点比率 

-1 「社会・地域貢献」項目の配点比率 

 社会・地域貢献項目は正に有意な結果となった。

この項目で加算点を多く獲得するほど落札率が高く

なる、すなわち工事の品質に関係の無い得点が落札

価格を引き上げるということは、その分コスト削減

努力を怠る傾向が現れ得ると考えられる。実際に社

会・地域貢献項目への配点比率を高く設定している

地方整備局（北海道、東北、九州）については、建

設業従事者の割合（図 5）が大きく、有効求人倍率

（図 6）の低い地域である。こういった地域では、

従来からの産業構造や社会特性から、公共工事を行

う意義として地元業者の保護、育成が大きく根付い

ていると考えるのが自然である。したがって、地域

特性として地域貢献度を評価する項目を多く設定す

ることは、地域住民も納得しやすい。さらに、高額

落札である方が企業にとっても望ましいため、この

ような流れはその地域内では特に疑問視されないま

ま放置されている可能性が高い。 

 しかし、この傾向が見過ごされたままでは、技術

力を度外視した内容の多さから、品質を重視する総
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合評価方式の目的から大きく外れていく恐れがある。

例えば、九州地方整備局の実施マニュアルには、災

害の多い地域特性上、防災に関するイベントの参加

など、その取り組み姿勢を評価項目として細かく挙

げられているが、真に防災機能を果たしうる公共資

本を整備できる業者か否かを判断する材料としては

不十分という印象を受ける。このように、技術力と

関わりの小さい評価獲得がしやすい部分が多くなる

と、評価点を付ける段階での不透明性が増し、価格

競争のみの入札制度とは別の意味で国民の信頼を失

うことにも繋がる。先述の九州の例でも、防災とい

う重要な機能を確実に果たす工事を実現するには、

技術提案項目で具体的な機能を提案することを義務

付けるなどする方が、その点での得点加算により高

い価値がつくであろう。 

 実際に、「公共工事における総合評価方式の導入

実態調査」55集計結果によると、評価項目・評価基準

として悪かった事例に、地元企業に係る事項の加算

点が大きすぎるといった建設業者側の意見もある。 

 以上、我々はこの結果から、社会・地域貢献の評

価項目は改善の余地が大きくあると考え、よりよい

評価項目の策定について次項で提案していきたい。 

 

-2 「施工能力」項目の配点比率 

 施工能力は負に有意な結果となった。この評価項

目について、例えば過去の工事成績を評価する項目

は、基本的に過去数年間での工事表彰実績などに応

じて獲得出来る項目内容となっている。よって、そ

れを多く獲得している業者は低価格で品質も保証し

た内容の入札で競り落とすことが可能な技術力を有

していると考えられる。したがって、過去に好成績

を残した業者が落札した案件ほど落札価格も低くな

る傾向になるだろう。判断基準の期間が限定されて

いることから、過去の成績頼みで技術提案を怠ると

いった問題は起こりにくい仕組みとなっている。さ

らに他社の技術力向上を促すことも期待できるため、

この結果は総合評価方式の効果を実証しているとい

える。 

 

                                                   
55国土交通省 国土技術政策総合研究所編 

⑤工事規模ダミー 

 前述の通り、規模による影響を排除するために用

いた変数のため、考察は割愛する 

 

Ⅴ 政策提言 

 

分析結果及び考察より、今後評価項目の見直しを進

めていくことが不可欠であるといえる。よって本章

では、第一節で評価項目の配点そのものの見直しに

関する提言を行う。加えて第二節では、今後より適

切な評価項目を策定していくために、総合評価方式

実施フローにおける第三者機関のさらなる活用につ

いて提言する。 

 

１ 評価項目の見直し 

 

（１）社会・地域貢献項目の配点基準の見直し 

 分析の結果より、社会・地域貢献項目での加算点

を多く獲得するほど落札率が高くなることがわかっ

た。これは前章でも述べたとおり、工事の品質と関

係のないと思われる得点が落札価格を引き上げるこ

ととなるため、業者が社会・地域貢献項目での得点

の獲得を狙い、その分のコスト削減努力を怠ること

につながり得ると考えられる。このことは、従来の

価格のみによる競争ではなく、入札に参加する企業

からの積極的な技術提案による技術面での競争が促

進されることによって、公共工事の品質の向上と効

率的な社会資本整備を実現する、という総合評価入

札制度の導入目的にそぐわないと考えられる。そこ

で、上記のような不適切と考えられる評価項目によ

って、入札結果がどの程度左右されるのかを検証す

るためのシミュレーションを行った。 

 

（２）シミュレーション 

 ここでは北海道開発局管轄で行われた「石狩川改

修工事の内 嶮淵右岸地区南 9 号川樋門機械設備新

設工事」を例にとりシミュレーションを行った。シ

ミュレーションでは全入札業者に対して社会・地域
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貢献項目にあたるボランティア活動の実績、地域精

通度の配点を 0 点としたとき落札結果はどのように

変化するか検証した。 

 シミュレーションの結果、表 4 のように、社会・

地域貢献項目分の得点が減尐するため、評価値の順

位が入れ替わった。本来 1 位であった企業（評価値

161.06）の得点の減尐（148.5→145.5）よりも、3

位であった企業(評価値 158.96)の得点減（141→140）

が尐ないために評価値が上回って落札者となり、落

札価格は 3,500,000 円減尐した。これは落札率の 3％

に当たる金額である。この結果から、ボランティア

活動の実績や地域精通度といった評価の必要性に疑

問が残る社会・地域貢献項目での得点が、落札結果

に大きく影響を与えているという総合評価入札制度

の課題が明らかとなった。また、分析結果の考察に

もあるように、防災関連の評価項目は、評価基準が

あいまいな社会・地域貢献項目に組み込むよりも、

技術提案に関する項目において具体的な防災対策を

充実させるなどして、災害に耐えうる社会資本建設

に対して評価できるようにする方が得策と考えられ

る。 

 以上から、社会・地域貢献項目の配点基準を見直

すことで、評価基準を総合評価入札制度の理念に近

づけるものに昇華させることを提言する。 

 

２ 総合評価方式実施フローにおける第三

者機関の活用 

 

 前節で述べたとおり、現在の総合評価方式の運用

にあたっては、不適切な評価項目の設定がなされて

いるという課題がある。今後、総合評価方式の適用

がますます拡大していくと予想されることからも、

その運用が正しく行われるための制度を整備するこ

とは不可欠である。総合評価方式の目的は、価格と

品質が総合的に優れた公共工事を行い、社会全体に

とっての満足度を向上させることにあることを考慮

すれば、総合評価方式の運用にあたっては、公正中

立な一般市民による監視が行われることが必須であ

る。したがって本節では、総合評価方式の運用につ

いて、公募で募った一般市民が審査する機会を制度

的に保障することを提言する。 

 

（１）現行の第三者機関 

総合評価落札方式の実施にあたっては、総合評価

落札方式の適切な運用を図ることを目的として、各

地方整備局において策定された「総合評価落札方式

の適用ガイドライン」が原則として適用される。適

用ガイドラインには、各地方整備局における総合評

価落札方式適用工事を対象として、その工事発注事

務の手順と評価項目や技術提案様式等についての基

本事項が定められており、その内容については 1 年

ごとに改訂が加えられる。適用ガイドライン策定の

際のプロセスは、大きく 3 段階に分けられる。まず

各地方整備局内で、担当者により前年までの総合評

価方式実施結果をもとに審議が行われる。第二段階

として、有識者を招いた総合評価審査委員会にて、

第三者の視点を加えた審議が行われ、実施方針案が

作成される。その後、この方針に基づいて再度各地

方整備局内での検討がなされた結果、最終案として

の適用ガイドラインが取りまとめられる。これらの

過程において、総合評価審査委員会は第三者機関と

して位置づけられているが、委員の選定については

「委員は、中立かつ公正な立場で、客観的に技術提

案の審査・評価その他の事務を適切に行うことがで

きる学識経験等を有する者のうちから、地方整備局

長が委嘱する」56という規定にある通り、有識者を地

方整備局の担当者が指名するという方式がとられて

いる。また、これまで実際に任命されている委員と

しては、工学・法学・経済学系の大学教授が最も多

く、その他、弁護士や記者などが選ばれている。 

 

（２）総合評価審査委員会における一般公募委員の

新設 

分析結果の考察から、現行の制度には、不適当な

評価項目が設定されているという問題点があること

が明らかとなった。このような問題の発生を未然に

防ぐためには、総合評価方式導入の目的に照らして、

評価項目の設定について適切な判断がなされる必要

がある。総合評価方式導入の目的は、価格と品質の

                                                   
56 関東地方整備局総合評価審査委員会規則第３条 
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双方を評価することで社会全体にとって満足度の高

い公共工事を行うことである。よって、総合評価方

式が適切に運用されているか審査する場合には、公

正中立な一般市民の目線での判断がなされることは

必須といえる。したがって本稿では、総合評価方式

の運用についての審査が第三者の立場からなされる

場である総合評価審査委員会について、その委員の

選定方法を、一般市民を含めた公募とすることを提

言する。具体的には、技術的観点に関しては、公共

工事に関する学識経験を有する専門家でなければ適

切な判断ができないことを考慮し、現在の委員の人

数を 1.5 倍に増やし、もともとの人数分の委員はこ

れまで通り担当者が指名するが、増加した人数分の

委員については、広く公募を募るという方法を提言

する。この提言において重要な要素は二点あり、第

一に公募であること、第二に一般市民を対象に含め

ることである。従来の指名制では、各地方整備局側

がその意向に沿いやすい委員を意図的に選出する可

能性があるが、公募で選ぶことで、公正性・中立性

を確保することができる。また、対象を従来の有識

者に限らず一般市民まで拡大することにより、公共

工事に真に求められる品質について実際の使用者の

立場から検討することができ、総合評価方式導入の

目的である「工事の品質確保」を達成できる。本提

言の類似例として、公共工事入札・契約の適正な運

用を監視するために設置されている第三者機関「入

札監視委員会」では、地方公共団体設置機関にとど

まってはいるが、すでに委員として一般市民を公募

している（2006 年度時点で 5 団体が採用）。この例

を地方整備局管轄の総合評価審査委員会にも適用す

ることで、総合評価方式の運用についても市民の目

線から審査されることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ むすび 

 

本稿では、総合評価落札方式完全採用の国発注工

事のうち、国民誰もが利用する社会資本を管轄する

国土交通省の工事に対象を絞って分析を行った。こ

れは、同方式が採用されている前提での効果や課題

を明らかにするためである。そして、その全国１年

分のデータを用いたことで、同方式がもたらした一

定の効果及び更なる改善を進めるうえでの重要なポ

イントも実証することができた。しかし、現状でも

尐し触れたが、実際の行政の現場では同方式が地方

公共団体レベルでの普及が遅れていることも、課題

の一つとなっている。地方公共団体が発注者である

工事については、データの管理にばらつきがみられ

本稿と同様の分析を行うことが難しくはなっている

が、導入している工事としていない工事を比較する

ことで、新たに同方式の効果や課題を探ることも有

効だろう。ただし、工事規模、地方ごとの財政事情

などから国発注工事のようにはうまく普及しないこ

と、そもそも地方での同方式採用を実質義務付ける

ことが必要か否かの議論がまとまっていないことな

どの現状も、慎重に考慮しながら解決を図るべきで

ある。 

分析・考察からの提言について、地方整備局ごと

に策定される「評価項目」の分析結果に着目するこ

とで、策定時に一般市民による監視機能を加えるこ

とを一つに挙げたが、これは裁判員制度導入の目的

及び効果と同じことが言えるだろう。すなわち、裁

判員制度が裁判・司法への信頼性、裁判への民意の

反映を目的としているように、国民にとって身近に

感じにくい、しかしながら国民に身近であるべき公

共工事も、より国民の厳しい監視を受けるべきもの

である。この点からも、我々が提案した施策は今後

の公共事業の改革に重要な役割を果たすであろう。

また、地域特性上の建設業界の存在意義が今後の社

会資本整備の考え方に必要であるのか否かは、判断

が難しい。だからこそ、地域住民の目を活用する動

きは、各地域での公共工事の意義を再確認しうる重

要な存在であり、より望ましい公共事業が行われる
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には何をすべきか住民自身が当事者意識をもつ機会

にもなる。しかし、審査委員を公募で選ぶ際にも、

行政サイドによる水面下での操作が行われ、私益目

的のみで参加する者が現れるといった新たな問題も

起こりうる。これらを加味しながら、より政策実現

性を高めるものへと完成させたい。 

なお、ここで注目すべきは、2009 年に北海道開発

局小樽開発建設部で試験的に行われた、全国初の住

民参加型総合評価落札方式である。発注者評価の段

階で上位 3 社に残った企業が、住民を前に工事概要

や施工上の留意点など各種要素をプレゼンテーショ

ンし、その内容に対して行った住民投票の順位に応

じて、更に加算点が与えられた。これは、地方の中

小企業に対する総合評価の方法を検討し、公共工事

の入札・契約の不信感を払拭する可能性について明

らかにするべく試行されたものである。我々の提言

した、ガイドライン策定段階での住民参加に加え、

実際の入札段階でもこのような取組みが進んでいく

ことは非常に望ましいと考えられる。 

 今後の課題に関して、一部公共工事では事業化新

規採択時や工事着手後等に事業評価がなされており、

今後も普及する方針であるが、入札時の情報公表も

併せて、それらデータの一元化を国交省为導で積極

的に進めるべきである。実際、総合評価落札方式実

施ガイドライン策定者、入札時の監視委員会、事業

評価担当部署は現在独立した業務体制をとっている。

確かに、社会資本の整備にはあらゆる業務、側面が

あることからこれらの管理は複雑である。しかし、

より透明性を求める国民の立場も含め誰にとっても

社会資本整備の目的は共通であるため、それらに関

する資料やデータは一本化すべきである。また、入

札に関する研究で、入札内容を判断する指標として

一般的には落札率が用いられているが、事業評価の

段階で工事の質を値として表わしている費用対効果

も、落札状況とその後の完成品の質の関係を探るの

に活用できる可能性もある。したがって、事業評価

を全工事に適用することに加え、工事に関わる全て

の機関の管理についてさらなる連携を図ることも今

後必要であると考える。 

 公共事業の中の「入札」というフェーズにおける

制度改革が、数十年にわたり利用される社会資本を、

国民の豊かな暮らし、企業の円滑な経済活動、公正

な行政へと導く原動力と変えていくことを願って本

稿の結びとする。 

 

Ⅶ 補論：競り下げ方式の導入 

 

 政府調達の改善策の一つとして、「競り下げ方式」

と呼ばれる入札方式が最近注目されている。民間企

業では経費削減策として広く採用されており、政府

でも 2010 年 7 月の閣議決定において、物品や資材の

調達に本方式を導入する方針が決定した。将来的に

は公共工事にも採用が検討されているため、この競

り下げ方式が有効な政策となり得るかを補論として

検討する。 

 

１ 競り下げ方式とは 

 

 従来の封印入札と呼ばれる方式では、入札参加者

による価格提示は非公開で一度きりである。対して、

競り下げ方式においては、各入札参加者は他の参加

者の提示価格を見ながら、自らの提示価格を引き下

げていくことができる。これによって競争原理が強

く働き、落札価格の引き下げが期待できると政府で

は考えられ、導入が進められているのである。 

 

２ 期待される効果 

 

 政府の期待に反して、競り下げ方式の効果には疑

問が持たれる。その最たるものが、Ｗ・ヴィックリ

ーの「収入同値定理」によるものである。この定理

では一定の条件のもとでは、コストが最も低い業者

が勝利するあらゆる調達方法において、平均調達コ

ストは常に同じになるとされている。この定理に従

えば、現行の封印入札方式と、競り下げ方式におい

て調達コストに差は生じないことになる。 

封印入札の場合は、自らのコストが最も低いと仮

定した場合、2 番目に低いコストはいくらになるか
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を予想し、その予想額で入札を行う。全入札参加者

がこの予想に従って入札を行うことで、結果的に最

もコストの低い入札者が、2 番目に低いコストで落

札することになる。一方、競り下げ方式の場合、順

次価格が引き下げられていく中で、最もコストの低

い業者と二番目にコストの低い業者に絞られていき、

最終的に入札額が二番目にコストの低い業者のコス

トに等しくなった時点で落札となる。このように、

理論上は二方式間にコストの差は生じない。むしろ

実社会においては、封印入札方式のほうが、入札が

一度きりであるため、入札者が思い切った値下げを

行い、理論値よりも低い価格で落札されるという意

見もある。 

 上記のとおり理論上は価格の引き下げが期待でき

ないにも関わらず、民間企業で競り下げ方式が広ま

ったのは、買い手側の負担を大きく省くことができ

るためである。競り下げ方式を用いることで、購買

担当者が売り手企業を見つけ出し、その企業と価格

交渉をするといった手間を省くことが可能になるた

め、価格自体に変化はなくとも、購買全体のコスト

は低下することになる。 

ただし、これは既に十分な値下げ交渉が行われて

いるという前提に立った場合の話である。価格交渉

が不十分である、もしくは企業との癒着や談合によ

り高額で購入されている、といった理由によって現

在の政府調達コストが高止まりしているならば、大

幅なコスト削減に繋がることも期待できる。 

 

３ 総合評価落札方式との併用 

 

 前節までの通り、競り下げ方式の導入は一定の効

果を期待できる部分もあると考えられる。しかし、

本稿で扱ってきた総合評価落札方式との併用には大

きな課題がある。一般的な競り下げ方式では価格の

みが落札基準となるが、総合評価落札方式では価格

と品質の２つの軸によって落札者が決定するため、

単純な併用は不可能である。そこで本稿では、両制

度を併用するための一案を提示する。 

 総合評価方式のもとで競り下げを行う場合、価格

を競り下げることよって評価値を引き上げ、落札に

至ることになる。そのため、各入札参加者が自らの

評価値を計算しながら入札できる必要があり、各入

札参加者に対して各自の持つ得点を公開せねばなら

ない。よって両制度を併用するには、まず入札参加

業者によって技術提案等が提出、受理されたのちに、

全入札参加者に対して各自の獲得した得点を知らせ、

それを元に各入札参加者が自らの入札価格を競り下

げながら評価値を引き上げ、落札を目指すという形

になる。また、入札開始時の基準としては、総合評

価入札方式において現在も用いられている、「基準評

価値」より開始されるのが妥当だと考える。 

 このような構造的な複雑さに加えて、考慮すべき

課題がいくつか残されている。前述の方法で両制度

を併用すると仮定した場合、全入札参加者が自らの

得点や予定価格、入札参加者数等を知ることが可能

になる。それらの情報を利用することで、談合が極

めて容易になってしまう。また、入札参加者が１社

の場合には、落札額が予定価格と等しくなってしま

うという問題もあるだろう。このような課題の解決

を図るためにも、今以上に自由な参入が不可欠とな

る。 

 制度の併用による価格や評価値への影響は、前節

で述べたように未知数である。しかしながら、入札

制度の改革によって自由な参入、競争が進められれ

ば談合の根絶といった効果をもたらす可能性もある

ため、検討を進めていく価値はあるだろう。 
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図 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各地方整備局総合評価落札方式運用ガイドラインを基に筆者作成  

 

図 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局 2007 年就業構造基本調査を基に筆者作成 
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図 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 統計調査結果を基に筆者作成 
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表 3 

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

有効求人倍率

変数 係数 標準誤差 t値 p値

落札率 -1264.47 52.21325 -24.2174 2.50E-126

入札業者数 -6.21358 0.461968 -13.4502 6.39E-41

逆転ダミー -114.55 8.364533 -13.6947 2.40E-42

社会・地域貢献 -265.438 52.78064 -5.02909 5.00E-07

工事成績項目 -11.8577 19.12089 -0.62014 0.535176

定数 1502.268 49.00103 30.65789 2.90E-198

サンプル数　11179

変数 係数 標準誤差 t値 p値

得点 0.000442 3.34E-05 13.2447 9.32E-40

業者数 -0.00459 0.000121 -38.0347 1.20E-298

逆転ダミー -0.01625 0.001431 -11.3587 9.59E-30

社会・地域貢献の配点比率 0.045552 0.008822 5.1632 2.47E-07

工事成績の配点比率 -0.01028 0.003275 -3.14063 0.00169

工事規模Ａダミー 0.030448 0.005524 5.512273 3.62E-08

工事規模Ｂダミー 0.010787 0.003754 2.873508 0.004067

工事規模Ｃダミー 0.021292 0.0024 8.870552 8.32E-19

工事規模Ｄダミー 0.019104 0.002369 8.062694 8.18E-16

定数項 0.850976 0.004406 193.1368 0

サンプル数　11771

逆転落札した工事 逆転落札しなかった工事

平均落札率 88% 91%

平均業者数 9.7 5.12

平均得点 151.49 140.05
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表 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札者 入札金額
工程管

理

施工計

画

地球

環境

企業

評価

配置予定

技術者

ボランティア

活動の実績

地域精

通度
減点

施工体制

評価点
合計

標準点＋

加算点
評価値 順位

入札

結果

業者A 92,200,000 6 4 1 3 1.5 0.5 2.5 0 30 48.5 148.5 161.06 1 落札

業者B 89,800,000 4 4 1 2 0 0.5 2 0 30 43.5 143.5 159.80 2

業者C 88,700,000 4 2 1 3 0 0 1 0 30 41 141 158.96 3

業者D 94,000,000 4 6 1 0 0 0 1 0 30 42 142 151.06 4

業者E 88,900,000 2 0 1 0 0 0 1 0 30 34 134 150.73 5

業者F 94,000,000 6 2 1 0 0 0 1 -1 30 39 139 147.87 6

業者G 96,000,000 2 2 1 0 0 0 1 0 30 36 136 141.67 7

業者H 101,500,000 4 4 1 0 0 0 2 0 30 41 141 138.92 8

業者I 86,300,000 4 4 1 2 0 0.5 2.5 0 0 14 114 132.10 9

入札者 入札金額
工程管

理

施工計

画

地球

環境

企業

評価

配置予定

技術者

ボランティア

活動の実績

地域精

通度
減点

施工体制

評価点
合計

標準点＋

加算点
評価値 順位

入札

結果

業者A 92,200,000 6 4 1 3 1.5 0 0 0 30 45.5 145.5 157.81 2

業者B 89,800,000 4 4 1 2 0 0 0 0 30 41 141 157.02 3

業者C 88,700,000 4 2 1 3 0 0 0 0 30 40 140 157.84 1 落札

業者D 94,000,000 4 6 1 0 0 0 0 0 30 41 141 150.00 4

業者E 88,900,000 2 0 1 0 0 0 0 0 30 33 133 149.61 5

業者F 94,000,000 6 2 1 0 0 0 0 -1 30 38 138 146.81 6

業者G 96,000,000 2 2 1 0 0 0 0 0 30 35 135 140.63 7

業者H 101,500,000 4 4 1 0 0 0 0 0 30 39 139 136.95 8

業者I 86,300,000 4 4 1 2 0 0 0 0 0 11 111 128.62 9

シミュレーション前

シミュレーション後



 

 81 

 

第５章 大学経営の効率性とその要因57 

～DEA と Tobit 回帰を用いて～ 

小野寺 幹夫 

久保 大地 

高 夢晨 

清水 崇将 

中田 沙千衣 

 

要旨 

 

近年，我が国の大学教育を取り巻く環境はめまぐるしく変化している。そのような変化の中で大学は、高等教

育機関としての新たな在り方が問われている。 

大学には国立大学・公立大学・私立大学の 3 種類の形態が存在し、それぞれ性質や役割、収入構造が異なって

いるが、2004 年に国立大学が法人化され、公立大学でも法人化が進んでいる。これに伴い、文部科学省から大学

法人に配分される補助金は、使途が自由な運営費交付金に統一され、その配分額は毎年削減されている。また、

私立大学に対する補助金額も減尐傾向にあり、各大学は設置形態を問わず資金集めに奔走している。 

すなわち国公私立大学は、同じ土俵で熾烈な生存競争を繰り広げることとなったのである。 

このように、各大学は教育・研究の質の向上を目指しつつも、効率的な経営を行っていくことが求められてい

る。そこで本稿では、法人化後、国立大学経営の効率性に変化は生じたのか。また、国公私立大学を比較した場

合、それぞれの形態に効率性の差異は見られるのか。そして、効率性を左右する要因は何なのか。以上のことを

問題意識に掲げ、DEA（包絡線分析）と Tobit 回帰を用いた分析を行った。 

分析の結果、国立大学は法人化されたものの、効率的な経営が行われるようになったとはいえなかった。また、

大学の設置形態別の効率値平均を比較すると、公立大学、私立大学、国立大学の順に高いという結果が得られた。

さらに、公的な財源に依存している大学ほど効率的な大学経営が行われておらず、外部から資金を多く獲得でき

ている大学ほど効率的であるということが分かった。 

この分析結果を受け、我々は外部資金の中でも今後重要な資金源になると考えられる寄附金に着目し、大学に

対する寄附金の拡充に向けた政策を提言した。具体的には、①寄附金に対する所得税の控除方式を、所得控除方

式から税額控除方式に移行し、控除率を 50%程度とすること、さらには②各大学に寄附金の使途やその効果の明

示を義務づけることを提言した。大学における寄附活動の拡充には、寄附の手法等だけを検討するのではなく、

まずは大学経営の根幹に関わるテーマとして全学的に取り組むこと、そして寄附を導くための社会との接点拡大

や情報提供内容の拡充に取り組むこと、さらには自らの教育・研究活動の向上に努め社会から評価されるより良

い大学経営を行っていくことが重要かつ不可欠であると考えられる。 

                                                   
57本稿の作成にあたっては、山内直人教授（大阪大学）をはじめ、川島啓二様（国立教育政策研究所 高等教育研究部 統括研

究官）、河村能夫教授（龍谷大学）、高林喜久生教授（関西学院大学）、吉田文教授（早稲田大学）など多くの方々から有益

且つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、为張の一切の責

任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 
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Ⅰ はじめに

 
近年我が国では、大学定員数が大学入学希望者数

を上回る「大学全入時代」の到来が叫ばれている。

その为な原因として、我が国における教育の大衆化

の進展、1990 年代以降の法的規制緩和による大学・

学部等の新設ラッシュ、定員増加、尐子化などが挙

げられる。 

 「大学全入時代」とは、高等教育の場である大学

自体が市場原理によって淘汰される時代である。い

わゆる有名大学と呼ばれるところに学生が集中し、

新設校や地方大学、無名の大学では学生集めに苦戦

するという現象が起こっている。その結果、大学教

育の質の低下、さらには大学崩壊の可能性が懸念さ

れている。高等教育の場としての在り方をいかにし

て発展させ、学生の質・量を維持・向上させるかが

問われているのである。 

 そのような中で、2004 年、国立大学が法人化され

た。国民の税金で賄われる運営費交付金を基に成り

立つ国立大学ではあるが、法人化により様々な制度

が見直され、私立大学と同様に自立的な経営が求め

られるようになった。公立大学でも法人化が進んで

おり、国公私立大学間の垣根は以前よりも低くなっ

ている。 

 このように、大学の機能や制度を見直すことは国

民と時代の要請であり、それについて考える意義は

大きい。そこで本稿では、各大学が限られた資源を

適切に配分することによって今後も教育・研究水準

の維持・向上を図るため、言い換えれば効率的な大

学経営を行うための制度の構築を目指す。 

 なお、本稿の構成は以下の通りである。まずⅡで

は、国立大学をはじめとする大学を取り巻く現状、

それをふまえた問題意識を述べる。Ⅲでは先行研究

を紹介し、本稿の位置づけについて述べる。Ⅳでは

DEA（包絡線分析）と Tobit 回帰を用いた分析を行

い、その結果からⅤで大学経営をより効率的に行う

ための政策を提言する。 

 

 

 

Ⅱ 現状・問題意識 

 

１ 大学の設置形態 

 

 はじめに、大学の設置形態による性質や役割の違

いについて述べる。 

 我が国において大学と呼ばれるものには、大きく

分けて 3 種類の形態が存在する。国家が設置する国

立大学、地方公共団体が設置する公立大学、そして

民間が設置する私立大学の 3 種である。この形態の

違いが、それぞれが担う大学としての役割にも影響

している。 

 まず、国立大学は、1949 年施行の国立学校設置法

に基づいて国が設置した教育機関であり、旧来文部

科学省の傘下にあった。その後、自为性向上を目的

に 2004 年に法人化されたが、この点に関しては第

２節で詳しく触れることとする。国立大学の为な役

割としては、①大学院等の整備により、我が国の学

術研究と研究者養成の中心的役割を果たすこと、②

学問分野のバランスを考慮しながら必要とされる高

度な人材育成を行うこと、③都市部だけでなく地方

も含めて全国的にバランス良く大学を設置すること

で地域の活性化や学生の進学機会の確保に貢献する

ことが挙げられる。 

 次に、公立大学は地方公共団体が設置・管理する

大学である。そのため、地域における高等教育機会

の提供機関として、また地域社会での知的・文化的

拠点として中心的役割を担っている。つまりは、そ

れぞれの地域における社会・経済・文化への貢献を

目的に設置された大学といえる。 

 最後に、私立大学は国や地方公共団体が設置する

国公立大学とは異なり、私人の寄附財産等により設

立された大学であり、自立的な運営がなされている。

ゆえに、設立者の建学の精神が重んじられ、その校

風は様々である。さらには、共同研究や受託研究、

ベンチャー創出等、研究機能・研究的大学開放機能

が高い国立大学に比べ、私立大学は高校出張講座や

一般市民向け大学開放講座の実施等、教育機能・教

育的大学開放機能が高いという特徴を持つ。また、
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我が国における大学生の約 77％が私立大学に在籍

する（2008 年度）ことから、国立大学の補完機能も

果たしているといえる（図 1）。 

以上のように、国公私立大学は設置形態の違いに

より性質や役割が異なっているが、それに加え収入

構造にも違いが見られる。2008 年度時点で、私立大

学では授業料等収入が収入全体の 76％をも占め、公

費負担はわずか 11％に過ぎないのに対し、国立大学

では国庫等補助金が大学収入全体の 48％を占めて

いる。公立大学に至っては、収入全体に占める一般

財源都道府県市負担額等58の割合が 67％であり、国

公立大学が公費負担に依存した経営をしていること

が如実に見て取れる（図 2）。以上の収入構造の違い

は大学の経営方針の違いに直結すると考えられる。  

 

２ 大学を取り巻く政策の変化 

 

大学を取り巻く環境は、時代とともに変化してき

た。その中でも、ひと際大きな転換は、国立大学の

法人化であろう。この国立大学の法人化については、

1990 年代から現実的な課題として議論が始まり、

2004年 4月に国立大学が国立大学法人に移行するこ

とが決定された（表 3）。 

では、なぜ国立大学は法人化する必要があったの

だろうか。昨今のグローバル化、情報化の進展によ

るめまぐるしい時代の変化に対応すべく、国立大学

はそれぞれの個性を生かしながら、教育・研究を一

層発展させていくことが求められている。欧米諸国

においては国立大学や州立大学でも法人格があり、

自由な経営ができる形態であることが一般的である。

しかし、我が国においては、これまで国立大学は文

部科学省の内部組織であったため、大学が新しい取

り組みをしようとするときなどに、様々な不都合が

生じていた。たとえば、学科名の変更や組織の再編

をする際にも、省令の改正や省庁との調整が必要で

あった。さらに、資金の使途はかなり細かく決めら

れており、研究を進めていく途中で更に資金が必要

になった場合でも、別に使う予定の資金から工面す

                                                   
58一般財源都道府県市負担額と国・都道府県支出金の合計

額 

ることは非常に難しかった。このように、文部科学

省の管轄下にあった国立大学は、大学の自为性が極

めて限られたものであった。そこで、こうした不都

合な点を解消し、各大学が自由な経営を行うことに

よる教育・研究のさらなる発展を目指し、国から独

立した国立大学法人となったのである。 

 このような経緯で法人化された国立大学であるが、

法人化後も様々な問題が議論されている。その中で

も議論の中心となっているのが、運営費交付金関連

の問題である。そもそも運営費交付金とは、各大学

の収入不足を補うために国から各大学法人に支給さ

れる補助金のことである。この運営費交付金制度の

大きな特徴は、使途が各大学の裁量に委ねられてお

り、年度も繰り越せる「渡し切り」の形をとってい

ることである。これは、「大学の自为性・自立性の向

上や教育・研究の活性化」を目的としているからで

あり、この運営費交付金制度は国立大学の経営に大

きな変化をもたらした。 

 各国立大学への運営費交付金は、基本的には人件

費や一般管理費、学部・大学院等の教育・研究経費、

附属病院の一般診療経費等の事業経費から､入学

料・授業料及び附属病院等からの収入を差し引いて

決まる。その初年度（2004 年度）交付総額は 1 兆

2,415 億円で、これは国立大学の収益の 55％を占め

た(図 4)。このように、法人化後も独立採算制をとら

ず国によって必要な財務措置がとられている理由は、

国立大学が我が国の教育・研究機関として公的な性

格を有しているからである。しかしこの運営費交付

金は、行政改革の波を受け、2004 年度を基準に 2005

年度から 2009年度にかけて毎年 1％ずつ削減されて

おり、2010 年度の交付総額は１兆 1,585 億円59と、

初年度からの交付金削減総額は 830 億円にも上って

いる（図 5)。  

また、2010 年 3 月、運営費交付金の配分額決定に

初めて成果为義が導入された。2004 年に法人化され

た際、各大学は教育・研究水準や業務運営改善につ

いて 1 期目（2004～2009 年度の 6 年間）の中期目

標を策定している。文部科学省はそのうち 4 年間の

                                                   
59文部科学省国立大学法人支援課「平成 22 年度国立大学法

人運営費交付金予算案について」より 
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暫定評価結果をもとに、教育水準、研究水準、教育・

研究達成度、業務運営達成度の 4 項目から「総合評

価ウエイト」を算出し、本年度以降の交付金再配分

の金額を決めた。これは、いわゆる運営費交付金に

おける「評価反映分」の導入であり、下位になった

国立大学からは、不満の声60が続出している。 

このような国による資金配分額縮小の動きを受け、

各大学法人では人件費削減のために教職員数が減尐

する61など、日常的な教育・研究活動へのしわ寄せ

が懸念されている。国立大学といえども国によって

守られた存在ではなく、自活を求められる時代が到

来したといえるのである。 

また、国立大学だけでなく、公立大学や私立大学

を取り巻く環境にも変化が生じてきている。国立大

学と同じく、国や地方公共団体の税金で賄われてき

た公立大学についても、2004 年に導入された公立大

学法人制度に基づき、地方公共団体の裁量により自

为的に法人化を進めるという形が取られており、

2009 年度時点で全 77 大学中 45 大学（42 法人）が

公立大学法人となっている。私立大学に対しては、

私立大学の教育・研究活動の維持向上及び在学生の

修学上の経済的負担の軽減、経営の健全化等に寄与

するため、国から私立大学経常費補助金等（以下「国

庫補助金」という）の交付がなされている。この国

庫補助金もまた、不況の影響で 2006 年度以降予算

が削減されている。2010 年度に予算額が微増した

（図 6）ものの、予算縮小の波が他の形態の大学法

人同様、私立大学にも押し寄せていることは間違い

ない。 

 

 

 

 

 

                                                   
60和歌山大学広報係は「今回の順位は各大学の絶対評価では

なく、文科省で定められた項目ごとの目標に対する達成

度合いを数値化した相対評価。これをもって国立大を順

位付けするという考え方をされることは、はなはだ遺憾

です」と不快感を示した。この他にも、各大学の学長に

よる反対声明が相次いでいる。 

61京都大学では非常勤職員 100 人に対し、2010 年度に再契

約を行わなかった(2009 年 1 月 23 日付『産経新聞』よ

り)。 

３ 大学間競争の激化 

 

こうした中で各大学は、形態を問わず学生獲得や

外部資金調達に奔走している。1990 年代以降の法的

規制緩和による大学の新設ラッシュ等の影響を受け、

生存競争が繰り広げられてきた私立大学に、近年、

大学経営方針の転換により国や地方公共団体の組織

から独立した国公立大学が加わり、生存競争はいよ

いよ熾烈を極めてきた。つまり、国公私立大学が同

じマーケット上で生存競争を繰り広げなくてはなら

ない時代が到来したのである。これまで国や地方公

共団体への依存が大きかった国公立大学が外部資金

調達に躍起になった今、大学生き残り競争は大きな

山場を迎えている。 

日本私立学校振興・共済事業団と学校法人活性

化・再生研究会の調査において、2007 年 12 月の時

点で 64 の私立大学法人がイエローゾーン（経営困難

な状態）にあり、そのうち 15 法人についてはレッド

ゾーン（破綻状況）にあると判定された。また、2008

年度入学試験では、4 年制私立大学の定員割れが過

去最悪となる全体の 47.1％に達し、学生不足による

財政難が深刻化していることが見て取れる。2010 年

度に定員割れをした 4 年制私立大学は全体の 38.1％

と、過去最悪であった 2008 年度と比べると改善傾

向にある（図 7）が、これは 100 年に一度といわれ

る不況のあおりを受けた地元志向の高まりによるも

のであり、決して楽観視することはできない。さら

に、これまで 4 年制大学が合併以外で学生募集をや

めた例はほとんどなかったが、愛知新城大谷大学、

神戸ファッション造形大学、聖トマス大学、三重中

京大学、LEC 東京リーガルマインド大学の 5 校が

2010 年からの募集停止に踏み切った。さらに今後、

学生募集停止や経営破綻する大学が増えていくこと

が確実視されている。しかしながら、こうした経営

難の問題は、もはや私立大学に限った問題ではなく

なってきている。法人化により、独立採算制ではな

いといえども自活が求められるようになった国立大

学や、現在法人化が進められている公立大学もまた、

激しい大学間競争に巻き込まれている。 

先にも述べたように、そもそも国立大学は、全国
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レベルで高等教育の機会均等を保障すること、高い

研究開発能力で高度な人材育成の中核を担うこと、

地域における教育・研究の拠点となることを目的と

して設置された大学である。そのため、国立大学の

授業料はできるだけ低い水準に抑えることが求めら

れており、文部科学省によってその基準額62が決め

られている。各大学法人は、授業料設定額を基準額

の上限 20％以内と制限されているため、運営費交付

金の削減分を授業料の増額だけで賄うことは難しい。

したがって、運営費交付金の削減分は、科学研究費

補助金や受託研究費といった外部資金で補わざるを

得ないのが現状であり、大学の教育・研究活動を維

持・向上させていく上で外部資金の獲得は不可欠な

ものとなっている。運営費交付金が減尐しているの

と対照的に、科学研究費補助金、共同研究費、受託

研究費、COE63、GP64 及び特別教育・研究経費65等

の資金獲得額は、昨今順調に増加している。また、

これらの資金は特別教育・研究経費を除き、国公私

立大学を問わない競争的な資金であるという共通点

をもつ。たとえば、全大学に対する科学研究費補助

金は 2004 年度に 1,830 億円であったのが、2008 年

度には 1,932 億円に増加している66。また国立大学

だけで見ても、共同研究費は 2004 年度から 2008 年

度にかけて 416 億円から 770 億円に、受託研究費は

同期間に 772 億円から 1,336 億円に増加している67

（図 8）。各大学にとって、いかにしてこれらの競争

的資金を手に入れるかが目下の大きな課題となって

いる。 

 

 

 

                                                   
62 授業料 53 万 5,800 円、入学金 28 万 2,000 円 
63 文部科学省において開始された、国際競争力のある大学

づくりを推進することを目的とする研究拠点形成等補助

金事業のことである。 
64 文部科学省では、国公私立大学を通じて、教育の質向上

に向けた大学教育改革の優れた取組（Good Practice）を

選定し、財政的なサポートや幅広い情報提供を行ってい

る。 
65 運営費交付金のうち、大規模な研究プロジェクトに支出

される資金 
66 文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会学術の基本

問題に関する特別委員会（第 3 回）より 
67 文部科学省 HP より 

４ 問題意識 

 

以上、ここまで大学を取り巻く政策・環境の変化

を見てきた。様々な政策や環境の変化の中で、各大

学には教育・研究の質の維持・発展のために、効率

的かつ柔軟な大学経営が求められている。ここで

我々は、「効率的な大学経営」を「各大学の財政力

をもとに教育・研究をより発展させていくこと」、

つまり「資源を無駄なく適切に配分し、教育・研究

の質を向上させること」と定義する。その上で、法

人化後、国立大学経営の効率性に変化は生じたのか。

また、国公私立大学を比較した場合、それぞれの形

態ごとに効率性の差異は見られるのか。そして、効

率性を左右する要因は何なのか。以上のことを問題

意識に掲げ、各大学法人がより効率的な大学経営を

行うための政策を提言すべく、本研究にあたった。 

 

Ⅲ 先行研究と本稿の位置づけ 

 

1 先行研究 

 

大学の生産効率性の時系列的変化に焦点を当てて

いる先行研究としては、妹尾（2004）と山﨑・伊多

波(2010)がある。 

妹尾（2004）では日本の医学部 79 大学の過去５

年間（1999～2003 年）のパネルデータを用いて、

日本の大学教育・研究の生産効率性が実証的に分析

されている。それによれば、回帰分析および DEA（包

絡線分析）を用いた分析の結果、学生数規模、学生

一人当たりの校地面積や校舎設置面積、教員一人当

たりの学生数や論文数などが医師国家試験の合格率

には影響を与えていない一方で、学生の入学時偏差

値は正に働き、初年度納付金、単科大学ダミーは負

に働いているという。さらに、相対的に国立大学の

効率値は高く、私立大学のそれは低くなる傾向があ

ることも明らかになった。このことから、日本の医

学部においては、教育に関しては教育機関の質より

も、もともとの学生の能力が重要であること、教育

活動と研究活動に補完性や代替性は見られないこと、

さらに、教育と研究の成果を同時に考慮した場合、
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公立大学や私立大学に比べて、国立大学のほうがよ

り効率的な教育・研究活動を行っていることなどが

示唆された。 

山﨑・伊多波(2010)では、国立大学の生産性は法

人化後どのように変化したのかを時系列的に計測し、

その要因について検証している。その際、教育・研

究を直接的に運営する「教育・研究部門」、それを支

援する「管理運営部門」、そして、その 2 つを統合し

た「大学全体」の 3 つのモデルを設定し分析した上

で、個別大学ごとの計測結果を学生数による規模や

学部構成等による分類別に集計している。また、

2004～2007 年度までのデータについて、DEA（包

絡線分析）による技術効率性(Catch-up 指数)の変化、

効率性フロンティアのシフト(Frontier-shift 指数)、

Malmquist 生産性指数を計測している。技術効率性

とは DEA で得られた当期の効率値を前期の効率値

で除したものであり、Malmquist 生産性指数は

Catch-up 指数と Frontier-shift 指数の積で表される。

結果、Malmquist 生産性指数は教育・研究モデルで

は低下しているが、管理運営モデルと大学全体モデ

ルでは上昇していることが示された。技術効率性の

変化は、管理運営モデルでは大きく上昇し、

Malmquist 生産性指数の上昇の为因となっているが、

教育・研究モデルと大学全体モデルでは低下してい

ることが示された。反対に、効率性フロンティアの

シフトは、教育・研究モデルと大学全体モデルでは

上昇しており、Malmquist 生産性指数の上昇の为因

となっているが、管理運営モデルでは低下していた。

さらに、大学の特性によって、生産性の変化は異な

っていることがわかった。相対的に効率性が高い大

学であっても、大規模大学のように技術進歩によっ

てさらに生産性を向上させている大学がある一方で、

技術効率性の低下によって生産性が低下している教

育大学もあった。その要因の一つとして、競争的な

環境の中で教育・研究能力の向上を目指すという政

策のもと、選択と集中による競争的な資金配分が行

われ大学間格差が拡大していることの関連が考えら

れる。さらに、効率性が最も低い中規模で附属病院

を有する大学は、他の分類の大学に比べて生産性の

上昇が小さかった。その要因としては、大学の規模

や附属病院・附属学校の経営等、構造的な問題の影

響が大きいと考察されている。 

 

２ 本稿の位置づけ 

 

本稿ではまず、国立大学の全学部について、法人

化後のパネルデータ（2004～2009 年度の 6 年分）

を用いて DEA（包絡線分析）を行い、各大学の経営

効率性の時系列的な変化に焦点を当てるとともに、

大学類型ごとのそれも検証する。 

次に、国公私立総合大学についても DEA を行う

ことで、国公私立大学間の比較を行う。さらに、得

られた効率値を用いて Tobit回帰による分析を行い、

効率値はどのような要因によってもたらされるのか

を実証し、その分析結果より、効率的な大学経営を

行うための政策を提言する。 

 

Ⅳ分析 

 

１ 分析手法 

 

（１） DEA（包絡線分析） 

本稿では、国立大学を対象に法人化後のパネルデ

ータ（2004～2009 年度の 6 年分）を用いた DEA と、

国公私立総合大学を対象に単年度(2008 年度)のデー

タを用いた DEA の２種類を行い、国立大学ごと、

さらには大学類型ごとの経営効率性の時系列的な変

化を分析するとともに、さらには国公私立総合大学

間の比較を行う。 

DEA(Date Envelopment Analysis)とは、1978年

にCharnesとCooperによって、企業などの経営効率

性を相対的に評価する手法として提唱された経営分

析手法である。一般に事業体の活動は、資源を投入

し便益を産出する変換過程とみることができると考

えられ、より尐ない投入をより多くの成果に変換で

きる事業体が効率的に経営を行っていると考えられ

る。DEA の基本的な概念は、分析対象となる事業

体の効率値を 

 

産出（アウトプット） 

投入（インプット） 
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で定義し、最も効率性の高い事業体で構成される効

率性フロンティアを想定し、そのフロンティア上に

ある事業体の効率値を1と定め、他の事業体がどの程

度効率的かを相対的に推計する。つまり、対象とし

た全事業体の効率値が0から1の間になるようにこれ

を設定する。また、DEAでは、インプット、アウト

プットともに複数とることが可能である。 

 DEAの基本的なモデルとして、規模の経済がない、

つまり収穫一定と仮定した場合に用いられる

CCR(Charnes-Cooper-Rhodes)モデルと、規模の経

済を考慮し収穫可変を仮定した場合に用いられる

BCC(Banker-Charnes-Cooper)モデルがある。 

妹尾（2004）、山﨑・伊多波(2010)の先行研究では、

大学の生産活動には規模の経済が認められると述べ

られている。よって本稿では、規模の経済を考慮に

入れたBCCモデルを用いて分析を行った。さらに、

国立大学を対象としたDEAではパネルデータを用

い効率性の時系列的な変化を分析するので、末吉

（1992）によって提唱され妹尾（2004）で用いられ

ている総当たり式Window分析を行った。 

 

分析は以下のモデルを用いて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの変数については次節で詳しく説明する。 

 

（２） Tobit 回帰 

国公私立総合大学を対象としたDEAで得られた

効率値を被説明変数としてTobit回帰による分析を

行い、効率性に影響を与える要因を検証する。 

Tobitモデルは、1958年にTobinによって負の値を

とることができない耐久消費財への支出の分析をす

る際に初めて用いられたものである。Tobit回帰とは

一般の回帰とは異なり、被説明変数がある限られた

範囲の値しか取らない状況などで用いられるモデル

である。 

被説明変数があらかじめ決められた範囲の値しか

取らない状況は、標準的な打ち切りTobitモデル

（standard censored Tobit）、あるいはType I Tobit

モデルと呼ばれる。この標準的なTobitモデルが適用

できる典型的なものは、被説明変数が負の値をとる

ことができないモデルである。本稿では0から1まで

の値をとる効率値を被説明変数とするため、この条

件を満たしている。 

分析モデルは以下のようになる。 
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：誤差項  

：定数項  

それぞれの変数については次節で詳しく説明す

る。 

 

２ 変数の選定とデータ出典 

 

DEAでは大学の経営効率性を分析する。大学には

为に、教育機関としての役割と研究機関としての役

割の2つがあると考えられる。本稿では、大学は人的

資本と物的資本を投入し、教育・研究成果を産出す

る为体とみなす。そこで、生産のために大学が投入

するのは、「専任教員数」と「専任職員数」、さらに

「経常費用(人件費を除く)」の3種類とし、その産出

は「学部学生数」「大学院生数」「論文数」の3種類と

した。 

「専任教員数」と「専任職員数」は大学の教育・

研究に直接あるいは間接的に関わっている人的資本

として選定した。「経常費用(人件費を除く)」は、そ

の年度の物的資本に対しての投入を表すものと考え

られる。通常の経常費用から人件費を除いたのは、

人的資本として選定した「専任教員数」「専任職員数」

との重複を避けるためである。 

「学部学生数」「大学院生数」については、学部学

生は比較的教育サービスの受益を志向するのに対し、

大学院生は研究を志向するという性質の違いを考慮

に入れ、別々の変数として選定した。「論文数」は大

学の研究成果を表すものとして選定した。 

Tobit回帰では効率値に影響を与える要因を分析

する。Tobit回帰に用いる変数として、被説明変数は

国公私立総合大学を分析対象としたDEAで得られ

た「効率値」とし、説明変数には、「国庫等補助金額

割合」「奨学寄附金額割合」「受託研究金額割合」「公

立大学ダミー」「附属病院ダミー」「首都圏ダミー」

を用いた。 

「国庫等補助金額割合」は、経常収益に占める国

庫等補助金額の割合である。国庫等補助金額は、国

公立大学では運営費交付金、私立大学では国庫等補

助金として財務諸表に記載されている値を用いた。

使途が自由であり、国や地方公共団体から受け取る

収益として代表的なものであるため、これを選定し

た。この「国庫等補助金額割合」を入れることで国

等からの支援が大学経営の効率性にどのような影響

を与えているのかをみることができると考えられる。

「国庫等補助金額割合」が高いほど、大学独自の裁

量で使える金額は大きくなる一方、財源を国等に依

存しているとも言え、大学自ら創意工夫ある経営が

されにくいと思われるので、「効率値」に負に働くと

考えられる。 

「奨学寄附金額割合」と「受託研究金額割合」は

それぞれ、経常収益に占める奨学寄附金額、受託研

究金額の割合である。奨学寄附金、受託研究金は各

大学が自ら獲得するいわゆる外部資金であり、それ

を得るための国公私立大学間の格差が科学研究費補

助金68等に比べて小さく、より各大学の努力を反映

すると考えられるため、これらの変数を選定した。

「奨学寄附金額割合」「受託研究金額割合」が高いほ

ど国からの支援に依存せず、自ら積極的に外部資金

を得ているといえる。それは、より創意工夫を凝ら

し外部から見ても無駄が尐なく魅力的な経営を行っ

ていると考えられるので、「効率値」に正に働くと考

えられる。 

ダミー変数については、まず大学の設置形態の違

いが大学の「効率値」に影響を与える要因になって

いるのかを分析するために「公立大学ダミー」を用

いた。「私立大学ダミー」については「国庫等補助金

額割合」との多重共線性を考慮し、分析から除外し

た。多重共線性が見られたのは、私立大学の特性上、

「国庫等補助金額割合」が国公立大学に比べて小さ

いからだと考えられる。またⅡで述べたように、大

学の設置形態によって財務構造には違いが見られ、

公的財源に依存していない私立大学に対し、国公立

大学は依存しているといえるため、公立大学ダミー

は負に働くと考えられる。「附属病院ダミー」につい

ては、附属病院を有する大学とそうでない大学では、

附属病院収益や診療経費の有無、「専任職員数」の中

に附属病院職員も含まれるか否かといった違いがあ

                                                   
68平成 22 年度新規採択分の科学研究費補助金の、全配分額

に対する国立大学への配分額割合は全体の 67.5％である

のに対し、公立大学は 4.9％、私立大学は 15.3％となっ

ている。 
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るため用い、経費・人員がより必要となるがゆえに、

「効率値」には負に働くと考えられる。また、立地

が「効率値」に影響を及ぼすことも考えられるため、

「首都圏ダミー」を用いた。大学所在地については、

首都圏整備法の首都圏の定義に基づき、東京都・神

奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県

とした。首都圏には大学が数多くあるため、大学間

で生徒獲得などの競争が激しいと考えられる。その

厳しい競争環境がかえってお互いを高め合うことに

なり、各大学の経営にプラスの効果をもたらし、「首

都圏ダミー」は「効率値」に正に働くと考えられる。 

データは、「学部学生数」「大学院生数」「奨学寄附

金額」「受託研究金額」を「大学ランキング2006年

度版～2011年度版（朝日新聞出版）」から、「専任教

員数」「専任職員数」「国庫等補助金額」「経常収益69」

「経常費用」を各大学ホームページの財務諸表や事

業報告書から、「論文数」を「Web of Science（トム

ソン・ロイター社）」から得て用いた。 

国立大学の類型は、文部科学省（2008）「国立大

学法人の財務分析」をもとに、「大規模大学」「理工

系中心大学」「文科系中心大学」「医科大学」「教育大

学」「中規模病院有大学」「中規模病院無大学」の７

つに分類した（表9）。 

国公私立総合大学は、「大学ランキング2010年度

版（朝日新聞出版）」において人文・社会系学部と自

然科学系学部(医・歯・薬科系学部を含む)の両方が

ある大学と定義・分類されている大学のみを用いた。

公私立大学も含めると、大学には様々な類型が存在

するため、設置形態の違いを比較する場合において

は同様の類型のものを比較すべきと考え、本稿では

総合大学のみを分析対象とした。 

なおデータが公表されていなかったり、財務諸表

の形態が私立大学は統一されていなかったりする関

係上データの制約があり、DEAでは全国公私立総合

大学のうち116校が分析対象となり、Tobit回帰では

さらに制約を受け93校が分析対象となる。DEAおよ

びTobit回帰で用いた変数の基本統計量は表10から

表12の通りである。 

                                                   
69 私立大学においては、「経常収益」という項目がないた

め、財務諸表上の「帰属収入」の値を用いた。 

３ 分析結果と考察 

 

DEAによる分析結果は表13のようになった。また、

そこから得られた大学類型別の効率値平均は表14・

15のようになった。まず、大学類型別平均の推移を

見ても、各大学類型において効率値に大きな変化は

なかった。さらに、大学別に2004年度と2009年度の

効率値を比較すると、81大学中33大学で効率値が下

がっていた。つまり、国立大学は法人化されたとは

いえ、効率的な経営が行われているとはいえないと

考えられる。 

次に、国公私立総合大学についてDEAを行った。

その結果（図16）を見ると、公立大学、私立大学、

国立大学の順に効率値平均が高くなっているが、特

に、公私立大学に比べて国立大学の効率値が平均的

に低いといえる。国立大学は研究成果としての産出

物である「論文数」が私立大学に比べて大きいが、

それに対して私立大学は教育成果としての産出物で

ある「学部学生数」を国公立大学に比べ多く産出し

ている。公立大学は国私立大学を上回るような、突

出した教育・研究成果を挙げているわけではない。

それでも公立大学の効率値平均が最も高くなるのは、

それだけ投入量を抑えているからだと考えられる。

ただし、効率値平均のみを見て議論を進める意義は

小さい。大学形態別の効率値の差異については、

Tobit回帰による分析をもって検証することとする。 

Tobit回帰により「効率値」はどのような要因によ

ってもたらされるのかを分析した結果は表17のよう

になった。6つの説明変数のうち、5つの説明変数で

統計的に説明力を持つという結果が得られた。「奨学

寄附金額割合」「受託研究金額割合」「公立大学ダミ

ー」の係数が正に働いている一方で、「国庫等補助金

額割合」と「附属病院ダミー」の係数が負に働いて

いる。「首都圏ダミー」の係数は正にも負にも働かな

かった。 

「奨学寄附金額割合」「受託研究金額割合」の係数

が正に働いている一方で、「国庫等補助金額割合」の

係数が負に働いたのは、やはり外部資金の獲得が効

率的な経営につながるのに対し、国に財源を依存し

ている状況では効率的な経営がなされにくい、とい
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う予測と一致したといえる。国に財源を依存せず、

多くの外部資金を獲得できている大学は、それだけ

外部から高い評価を得ているといえ、それが高い経

営効率性につながると考えられる。 

また、「附属病院ダミー」の係数が負に働いたのも、

やはり附属病院を有する大学はより多くの経費や人

員が必要となるからだと考えられる。 

「公立大学ダミー」の係数は予想に反して正に働

いた。公立大学が公費負担に依存していることから

効率性に負に働くと予想していたが、「国庫等補助金

額割合」との相関は低く、他の要因が絡んでいると

考えられる。さらに、DEAでの結果と比べると「公

立大学ダミー」が正に働くことは妥当な結果ともい

える。公立大学は教育・研究成果で突出した成果を

挙げているわけではないが、長年にわたり地域にお

いて高等教育機会を提供し、地域社会での知的・文

化的拠点として中心的役割を担ってきている。そう

であるがゆえに、国私立大学に比べ、社会との距離

が近く、無駄の尐ない健全な大学経営がなされてい

るのではないかと考えられる。 

「首都圏ダミー」の結果については、予想とは異

なり、正にも負にも働かないという結果が得られた。

このことから、厳しい競争環境が「効率値」に必ず

しもプラスに影響するとは限らないということが考

えられる。 

以上の結果から、「効率値」は大学の所在地ではな

く、その設置形態の違いや財務構造に影響を受け、

具体的には、国に財源を依存している大学よりも、

自ら外部資金を獲得できている大学の方が「効率値」

が高くなるということがいえる。 

 

Ⅴ 政策提言 

 

以上の分析結果をふまえ、本章では効率的な大学

経営に向けた具体的な政策を提言する。 

 

 

 

１ 大学における寄附募集活動の意義 

 

前章の分析結果より、財政面で国に依存してい

る大学は効率値が低く、外部から資金を多く獲得で

きている大学は効率値が高いことが実証された。 

私立大学においては言うまでもないが、国立大学

においても財政基盤の強化はきわめて重要な問題で

あり、法人化以降国からの補助金である運営費交付

金が毎年減尐する一方、学生からの納付金の引き上

げも難しいため、受託研究等を通じた外部資金の獲

得活動に各大学とも注力している。実際、法人化後

の 2004 年から外部資金獲得額は増加の一途をたど

っており、2009 年には 2004 年の約 2 倍になってい

る。しかしながら、寄附金獲得額に限ってみると、

わずかな変化しかみられない（図 18）。そこで本稿

では、外部資金の中でも寄附金に着目し、大学に対

する寄附金の拡充に向けた政策を提言する。 

寄附金は、外部資金の中でも長期的に安定した収

入源として今後重要になってくると考えられる。も

ちろん受託研究等も重要な外部資金であり、比較的

大きな金額を得られるが、資金提供者である企業等

の業績や景気に左右され、しかも使途の制約を受け

やすいといえる。一方、大学への寄附金は使途等の

制約が比較的緩い上に、一般に個人为体であること

から金額が安定しやすいと考えられる。その意味で

寄附金は、外部資金の中で安定性のある資金調達手

段として重要な存在と考えられる。また、受託研究

等の契約による資金と一般寄附金の違いは、前者が

特定の研究活動や研究者等に対して提供され資金提

供者は研究成果等の対価を求めるのに対し、後者は

大学の幅広い教育・研究活動に対して提供され、資

金提供者は原則対価を求めない点にある。寄附者は

見返りを求めて寄附するのではなく、大学への評価

と支援の意思を寄附に託していると考えられる。つ

まり寄附は、大学の教育・研究活動を通じて提供さ

れる様々な付加価値に対し、寄附者、すなわち社会

が評価・支援する意向表明の結果と解釈できる。 

さらに言えば、寄附募集活動で大学の存在価値を

社会に問うことは、大学に自らの教育・研究活動を

見直す機会を与え、教育・研究活動の向上につなが
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ると考える。大学の教育・研究活動が社会的に評価

されるためには、自らの教育・研究活動を平易に可

視化し、明確に社会に伝えていくことが必要不可欠

である。そのため、寄附募集活動を行うことにより、

大学経営の透明化やコンプライアンスが進行し、教

育・研究水準や大学経営の質の向上をも見込まれる

と考える。 

しかしながら、我が国の大学では、寄附金を重要

な外部からの資金調達源と位置付ける考えは、現状

ではまだ広まっていない。実際に寄附総額では米国

の 24.5 兆円に対して日本はわずか 0.7 兆円であり、

中でも個人からの寄附は、米国の 23 兆円に対し日本

は 0.2 兆円しかない。米国の GDP が日本の約 3 倍で

あるという事実をふまえても、両国の寄附への取り

組み実績にはかなりの開きがあるといえる。 

我が国における取り組みとしては、私立大学は寄

附金募集に建学当初から取り組んでおり、周年事業

等のキャンペーンでは積極的に寄附金を集めている

が、専門部署を設置して取り組んでいる大学となる

と尐数に限られている。さらに国公立大学は国や地

方公共団体の資金で運営されていた経緯から、寄附

金に対する馴染みは薄く、取り組みが遅れていると

いえる。つまり、寄附金の募集活動を大学経営上の

重要なテーマとしてとらえて取り組んでいる大学は

ごく尐ないと考えられる。 

以上のことより、寄附金の募集活動は単なる募金

活動ではなく、大学全体の存在価値を社会に示して

その評価の表れとして資金を得る活動と考えられ、

大学経営の根幹に関わるテーマとして取り組まれる

べき活動である。寄附金文化自体があまり発展して

いない我が国であるが、大学経営においては今後重

要なテーマになると予想され、寄附金の拡充・取り

組み強化が急務であると考えられる。 

 

２ 寄付金に対する税制優遇措置の拡充 

 

現行の日本の法律では、法人や個人といった納税

者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対

して「寄附金」を支出した場合には、税制優遇を受

けることができ、大学への寄附金もこれに該当する。 

寄附者が法人の場合、国立大学への寄附は、所得

税法・法人税法上、財務大臣の指定した指定寄附金

として、寄附した金額全額の損金算入70が認められ

ている。私立大学への寄附においても、一般寄附金

の損金算入限度額とは別枠で、次の計算式で求めら

れる限度額まで損金算入が認められている。 

 

  

 

 

 

一方で、寄附者が個人の場合は、特定公益増進法

人に該当する国立大学や私立大学への寄附は、一定

額を所得税の課税所得額から控除できることとなっ

ており、具体的には 2,000 円以上の寄附金額（寄附

金額が所得金額の 40%を超える場合は、40%を限度

とする）であれば減税（所得控除）の対象となる。

計算式は次のようになる。 

 

円寄附金額－所得控除額 000,2  

 

また 2008 年の法改正により、寄附金額が 5,000 円

を超える場合（寄附金額が所得金額の 30%を超える

場合は、30%を限度とする）で、住民税を納税して

いる自治体が認定した学校法人に寄附した場合は、

住民税の税額控除を受けることができるようになっ

た。住民税の控除額は次の計算式で求められる。 

  

 控除率円寄附金額住民税控除額  )000,5( 71 

  

以上のように、現行の法律においても様々な優遇

措置が存在するものの、そこにはひとつ問題がある

と考えられる。それは、個人寄附者に対する所得税

の税制優遇措置には所得金額から寄附金額を差し引

                                                   
70 損金算入とは、法人税計算上の課税所得を計算するため

に、会計上の利益に対して行われる調整のひとつで、会

計上費用として計上されていないが、税務上損金として

計上するものを言う。 
71 控除率は、認定している自治体によって異なる。都道府

県が認定している学校法人に寄附した場合は 4％、市区

町村が認定している学校法人に寄附した場合は 6％、都

道府県と市区町村の双方が認定している学校法人に寄附

した場合は 10％となる。 

)
1000

5.2

12
( 

カ月

事業年度月数
資本金等の額｛　損金算入限度額

2

1
)

100

0.5
(  ｝額寄附金支出前の所得金
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く所得控除方式しかないため、結果的に中低所得者

の控除率が低くなってしまうことである。つまり、

所得控除方式では高所得者ほど控除率が高くなるた

め、高所得者の寄附金に対するインセンティブは大

きいが、逆に中低所得者にとっては寄附による負担

が大きくなってしまうという問題がある。また前述

の通り、我が国は米国と比べて個人からの寄附金の

規模が極端に小さく、そこにはまだ伸びしろがある

といえる。 

そこで、個人寄附者に対する所得税の税制優遇措

置として、現行の所得控除方式から、寄附金額を所

得税から差し引く税額控除方式へ移行することを提

言する。また税額控除の割合は、所得税の最高税

率72を上回る 50％程度とする。 

寄付金額を所得税から差し引く税額控除方式では、

所得階層に関係なく一定の控除率が適用されるため

インセンティブに差は生まれず、低所得者からの小

口の寄付金が現行制度よりも集めやすくなると考え

られる。また、その税額控除の割合を所得税より高

い 50％にすることによって、税額控除方式による税

制優遇措置は、低所得者のみでなく高所得者にとっ

ても、寄付へのインセンティブが現状より大きくな

るといえる。 

あらゆる寄附金の募集で常に問題視されるのは、

我が国においては寄附活動に対する関心や意識が低

く、寄附が集まりにくいということである。大学に

おける寄附も同様の問題を抱え、なかなか寄附が集

まらないのが現状である。寄附に対する税制優遇措

置を拡充することは、今まで寄附活動と無縁だった

人々を取り込み、寄附活動の周知につながるであろ

う。また、それは大学と社会とのコミュニケーショ

ンのパイプがつながり、大学を社会に知らせるルー

トが広がっていくことを意味する。 

 

３ 寄附金の使途明確化に向けて 

 

今後寄附金が拡充し、寄附を大学に対する社会か

らの評価の表現ととらえると、寄附で得た資金に対

応する大学の教育・研究活動を寄附者に対して明示

説明することが不可欠になってくると考えられる。  

寄附者は一般に何の対価も求めずに大学へ資金提

供しており、大学の利害関係者としては最上位に位

置する存在である。しかし現状では、大学は寄附金

獲得活動に精一杯で、寄附金を得た後の寄附者への

                                                   
72 所得税の最高税率は 40％であり、年収 1,800 万円超が課

税対象となる。 

対応が不十分であることが多いといえる。そこで大

学は、寄附者に対してその活動の現状や将来性、寄

附金の使途とその効果を可能な限り詳細に説明して

いくべきである。また寄附者への説明責任を果たす

ことで、大学と社会との接点も拡大すると考えられ

る。 

 以上のことを受け、本稿では、寄附金の使途明確

化のために各大学が事業報告書等に寄附金の使途・

その効果を明示することを義務づける政策を提言す

る。寄附者の資金が大学の活動を通じて社会に貢献

している、あるいは貢献することが期待されるとい

うことを寄附者に理解してもらい、寄附したことへ

の満足感を与えれば、寄附者が次回以降も継続的に

寄附を続け、そのうち寄附金額を増やす可能性も高

まる。あるいは寄附者が自分の知人・友人等にも寄

附を勧め、寄附者が増加することも考えられる。 

 このように、大学における寄附活動の拡充には、

寄附の手法等だけを検討するのではなく、まずは大

学経営の根幹に関わるテーマとして全学的に取り組

むこと、そして寄附を導くための社会との接点拡大

や情報提供内容の拡充に取り組むこと、さらには自

らの教育・研究活動の向上に努め社会から評価され

るより良い大学経営を行っていくことが重要かつ不

可欠であると考えられる。 

また、以上の政策が実現すれば、財政基盤の強化、

大学経営の透明化に伴う無駄の削減、教育・研究水

準のさらなる向上が期待され、それはすなわち本稿

が定義する「効率的な大学経営」につながると考え

る。 
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Ⅵ 終わりに 

 

2010 年 9 月に英国の教育専門誌「Times Higher 

Education」が発表した世界大学ランキングにおいて、

日本の大学は東京大学の 26 位（前年 22 位）が最高

だった。今回から評価方法が改められたこともある

が、日本の各大学はそろって順位を落としており、

前年は 200 位以内に日本から 11 大学が入ったが、今

回のランキングでは 5 大学にまで減尐した。国際的

な評価を高めるためにも、各大学が限られた資源の

中で教育・研究水準を維持・向上させていくことは

喫緊の課題である。 

 そこで本稿では、大学の経営効率性に着目し、各

大学が効率的に経営を行うための方策を模索した。

具体的には、大学の外部資金として重要だと考えら

れる寄附金に着目し、寄附金獲得のための努力がひ

いては各大学の教育・研究の発展につながると考え、

寄附金の税制改革と使途明確化に関する政策を検討

してきた。 

 しかしながら、分析を行うにあたって、様々なデ

ータ上の制約を受けたのも事実である。国立大学の

法人化を機に、情報の開示が徐々に進められてはい

るものの、依然としてデータ収集の範囲は限られて

いる。今後は私立大学も含めた統一的な情報提供、

さらには情報提供内容の拡充が望まれる。 

 また、DEA によって測定された効率性は、あくま

でも特定の指標を用いた一定の枠組みの中での相対

的評価であるため、この結果のみを判断基準とせず、

定性的な評価との組み合わせによって、客観的に評

価すべきである。 

 最後に、本研究が日本の高等教育充実の一助とな

ることを願い、本稿を締めくくる。 
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  http://www.shidaikyo.or.jp/ 

文部科学省ホームページ 

http://www.mext.go.jp/ 

文部科学省「平成 20年度学校基本調査」 
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図表 

図 1 国公私立大学在籍学生数割合（2008年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省「平成 20 年度学校基本調査」より筆者作成） 

 

 

図 2 国公私立大学収入内訳の比較（2008 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 HP、日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」より筆者作成） 
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表 3  国立大学法人化の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 HP より筆者作成） 

 

 

 

図 4  2004 年度国立大学収益内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 HP より筆者作成） 

 

運営費交付金

55%

授業料等

16%

附属病院収益

27%

雑収入

2%

同年７月 国立大学法人法等関係６法が成立（10月施行）

2004年4月 国立大学法人に移行

国立大学法人法案等関係６法案を国会に提出

1999年4月

2000年7月

2002年3月

同年11月

2003年2月

「国立大学の独立行政法人化については、大学の自为性を尊重し
つつ大学改革の一環として検討し、2003年までに結論を得る。」

と閣議決定

国立大学関係者を含む有識者で構成された調査検討会議が
検討開始

調査検討会議が「新しい『国立大学法人』像について」
（最終報告）をとりまとめ

「競争的環境の中で世界最高水準の大学を育成するため、『国立
大学法人』化などの施策を通して大学の構造改革を進める。」と

閣議決定
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図 5  運営費交付金の交付額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 HP より筆者作成） 
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図 6  私学助成予算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 HP より筆者作成） 

 

 

図 7  定員割れ私立大学割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（朝日新聞 HP 他より筆者作成） 
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図 8  競争的外部資金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 HP より筆者作成） 

 

表 9  国立大学法人の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省「国立大学法人の財務分析」より筆者作成） 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

科学研究費補助金

受託研究受入

共同研究受入

単位：億円 

区分 定義 大学名

医科系学部を有さず、上記６類型のいずれ
にも属さない国立大学法人

岩手大学、茨城大学、宇都宮大学、埼玉大学、お
茶の水女子大学、横浜国立大学、静岡大学、奈良
女子大学、和歌山大学

大規模大学
（13大学）

理工系中心大学
（13大学）

文科系中心大学
（６大学）

医科大学
（４大学）

教育大学
（11大学）

中規模病院有大学
（25大学）

中規模病院無大学
（９大学）

医科系学部のみで構成される国立大学法人
旭川医科大学、東京医科歯科大学、浜松医科大
学、滋賀医科大学

教育学部のみで構成される国立大学法人

北海道教育大学、宮城教育大学、東京学芸大学、
上越教育大学、愛知教育大学、京都教育大学、大
阪教育大学、兵庫教育大学、奈良教育大学、鳴門
教育大学、福岡教育大学

医科系学部その他の学部で構成され、上記
５類型のいずれにも属さない国立大学法人

弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、富山
大学、金沢大学、福井大学、山梨大学、信州大
学、岐阜大学、三重大学、鳥取大学、島根大学、
山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知
大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大分大
学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学

学生収容定員1 万人以上、学部等数概ね
10 学部以上の国立大学法人（学群、学類
制などの場合は、学生収容定員のみ）

北海道大学、東北大学、筑波大学、千葉大学、東
京大学、新潟大学、名古屋大学、京都大学、大阪
大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学

医科系学部を有さず、学生収容定員に占め
る理工系学生数が文科系学生数の概ね2
倍を上回る国立大学法人

室蘭工業大学、帯広畜産大学、北見工業大学、東
京農工大学、東京工業大学、東京海洋大学、電気
通信大学、長岡技術科学大学、名古屋工業大学、
豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大学、九州工
業大学、鹿屋体育大学

医科系学部を有さず、学生収容定員に占め
る文科系学生数が理工系学生数の概ね2
倍を上回る国立大学法人

小樽商科大学、福島大学、東京外国語大学、東京
芸術大学、一橋大学、滋賀大学
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表 10  DEA（81 国立大学、2004－2009 年度)の基本統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均 中央値 標準偏差 分散 尖度 歪度 最小 最大

2004年度

学部学生数 5487 4982 3599 12953503 0.00692 0.700907 461 15900

大学院生数 1747 1016 2226 4954382 7.62374 2.583502 54 12524

論文数 782 319 1335 1781991 11.7193 3.228956 0 7794

経常経費
(人件費は除く)

1.2E+10 9.86E+09 1.51E+10 2.27E+20 10.6803 2.815586 7.29E+08 9.27E+10

専任教員数 795 656 721 520103.7 4.927151 2.035292 66 3969

専任職員数 684 603 656 430269.7 3.548781 1.634134 64 3467

2005年度

学部学生数 5497 4978 3593 12908747 -0.05673 0.684896 474 15762

大学院生数 1778 1029 2300 5289828 8.502494 2.704651 73 13243

論文数 889 399 1482 2195859 10.76782 3.115601 0 8479

経常経費
(人件費は除く)

1.26E+10 9.98E+09 1.59E+10 2.54E+20 10.82646 2.837712 7.27E+08 9.85E+10

専任教員数 801 648 735 540608.1 5.791063 2.155039 66 4182

専任職員数 695 658 663 439900.2 3.382851 1.594659 64 3487

2006年度

学部学生数 5514 5001 3601 12967922 -0.13378 0.668692 466 15697

大学院生数 1807 1033 2339 5472386 8.801329 2.731693 91 13600

論文数 846 377 1440 2072336 11.07694 3.193137 0 7953

経常経費
(人件費は除く)

1.31E+10 1.04E+10 1.65E+10 2.72E+20 9.995069 2.755396 7.85E+08 9.98E+10

専任教員数 801 643 743 551602 6.013894 2.195869 63 4254

専任職員数 697 659 670 448625.4 3.157688 1.57063 63 3462

2007年度

学部学生数 5498 4966 3586 12861079 -0.17201 0.660641 477 15522

大学院生数 1784 966 2288 5234052 9.416677 2.787275 91 13622

論文数 859 359 1450 2101217 11.59854 3.213614 0 8444

経常経費(人件
費は除く)

1.5E+10 1.11E+10 2.2E+10 4.85E+20 19.53235 3.790006 7.48E+08 1.54E+11

専任教員数 802 618 742 550386.1 6.656354 2.287845 59 4334

専任職員数 728 685 728 529960.9 3.729006 1.704073 61 3745

2008年度

学部学生数 5490 4945 3599 12952338 -0.00923 0.700668 470 16204

大学院生数 1801 971 2316 5362013 9.402098 2.790673 80 13732

論文数 866 364 1439 2069433 11.41523 3.18524 0 8357

経常経費
(人件費は除く)

1.45E+10 1.19E+10 1.84E+10 3.38E+20 11.02551 2.881973 7.43E+08 1.14E+11

専任教員数 816 645 783 612643.7 7.484699 2.450496 61 4549

専任職員数 746 676 752 565386.7 3.619499 1.690208 59 3798

2009年度

学部学生数 5468 4962 3563 12694364 -0.16948 0.658493 469 15464

大学院生数 1834 1009 2359 5564500 8.713191 2.711759 84 13764

論文数 884 370 1487 2211516 11.88556 3.252062 0 8699

経常経費
(人件費は除く)

1.55E+10 1.3E+10 1.9E+10 3.61E+20 9.622326 2.707253 8.16E+08 1.14E+11

専任教員数 823 638 795 632185.8 7.949499 2.50625 60 4698

専任職員数 755 710 748 559886.8 3.562587 1.618808 59 3930
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表 11  DEA(116 国公私立総合大学、2008 年度)の基本統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 12  Tobit 回帰による分析の基本統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均 中央値 標準偏差 分散 尖度 歪度 最小 最大

学部学生数 9401.41 7015.5 9357.27 87558435 13.14562 3.053786 518 66581

大学院生数 1507.88 808 2171.96 4717402 10.27702 2.884157 0 13732

論文数 651.80 225 1242.31 1543340 17.25862 3.851085 0 8357

専任教員数 763.77 570.5 775.04 600692.6 5.980934 2.215639 67 4549

専任職員数 704.47 328.5 809.73 655665.5 3.630467 1.84186 21 3894

経常経費
(人件費は除く)

1.65E+10 1.06E+10 1.91E+10 3.65E+20 6.85171 2.381783 5.57E+08 1.14E+11

平均 中央値 標準偏差 分散 尖度 歪度 最小 最大

効率値 0.693431 0.68 0.206037 0.042451 -0.7725 -0.15103 0.221 1

国庫等
補助金額割合

0.261428 0.28957 0.18998 0.03609 -0.81517 0.499243 0.017683 0.785605

奨学寄附金額
割合

0.013687 0.01122 0.014383 0.000206 2.828055 1.449277 2.87E-05 0.07021

受託研究金額
割合

0.021317 0.01118 0.026659 0.00071 5.306751 2.220518 0.000103 0.133145

公立大学ダミー 0.112069 0 0.31682 0.100374 4.282968 2.491869 0 1

附属病院ダミー 0.405172 0 0.493055 0.243103 -1.87952 0.391401 0 1

首都圏ダミー 0.301724 0 0.460998 0.212518 -1.25581 0.875294 0 1
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表 13  DEA によって得られた国立大学効率値の時系列変化（2004-2009 年度） 
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c 
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g 
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f 

g 

a 

a 

g 

b 

d 

c 

e 

b 

c 

b 

b 

c 

g 

e 

a 

b 

f 

f 

f 

f 

f 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009-2004

北海道 0.896 0.880 0.827 0.855 0.864 0.864 -0.032 

旭川医科 0.425 0.459 0.428 0.471 0.448 0.448 0.023

小樽商科 1.000 0.995 0.990 1.000 1.000 1.000 0.000

帯広畜産 0.955 0.983 0.909 1.000 0.998 0.965 0.010

北見工業 0.883 0.921 0.895 0.882 0.917 0.963 0.080

北海道教育 0.991 0.943 0.889 0.879 0.860 0.835 -0.156 

室蘭工業 0.941 0.961 0.948 0.967 0.981 0.999 0.058

弘前 0.561 0.614 0.581 0.590 0.617 0.610 0.049

岩手 0.767 0.806 0.787 0.784 0.791 0.766 -0.001 

東北 0.812 0.879 0.828 0.913 0.858 0.904 0.091

宮城教育 0.880 0.899 0.952 0.878 0.843 0.789 -0.091 

秋田 0.519 0.555 0.562 0.540 0.550 0.540 0.021

山形 0.681 0.715 0.699 0.702 0.710 0.680 -0.001 

福島 0.925 0.861 0.866 0.888 0.866 0.828 -0.097 

筑波 0.829 0.863 0.939 0.724 0.975 1.000 0.171

茨城 0.987 1.000 0.995 0.915 0.878 0.868 -0.119 

宇都宮 0.831 0.914 0.951 0.881 0.907 0.879 0.048

群馬 0.564 0.610 0.686 0.682 0.587 0.575 0.011

埼玉 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000

千葉 0.906 0.932 0.940 0.946 0.958 0.958 0.052

東京 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000

お茶の水女子 1.000 0.998 1.000 0.872 0.968 0.997 -0.003 

電気通信 0.876 0.994 0.976 0.959 0.962 1.000 0.124

東京医科歯科 0.578 0.639 0.630 0.702 0.722 0.657 0.079

東京外国語 0.978 1.000 1.000 1.000 0.983 0.989 0.010

東京学芸 0.968 0.898 0.963 0.950 0.998 1.000 0.032

東京海洋 0.658 0.734 0.746 0.702 0.745 0.750 0.092

東京芸術 1.000 0.990 0.981 0.997 1.000 1.000 0.000

東京工業 1.000 1.000 1.000 0.989 1.000 0.994 -0.006 

東京農工 1.000 1.000 0.999 0.993 1.000 1.000 0.000

一橋 1.000 0.988 0.990 0.995 1.000 1.000 0.000

横浜国立 1.000 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 0.000

上越教育 0.907 0.933 0.965 0.944 0.948 0.963 0.056

新潟 0.954 0.904 0.938 0.933 0.927 0.941 -0.013 

長岡技術科学 0.996 0.993 1.000 1.000 1.000 1.000 0.004

富山 0.616 0.655 0.639 0.685 0.704 0.702 0.085

金沢 0.696 0.726 0.711 0.717 0.722 0.722 0.027

福井 0.498 0.565 0.551 0.546 0.534 0.541 0.042

山梨 0.523 0.586 0.562 0.574 0.504 0.497 -0.027 

信州 0.932 0.858 0.872 0.835 0.831 0.828 -0.104 
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f 
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d 

e 
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b 
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f 
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f 

f 

f 

f 

f 

b 

f  

  a           b           c          d         e              f                 g 

岐阜 0.643 0.672 0.667 0.704 0.701 0.682 0.039

静岡 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.000

浜松医科 0.587 0.639 0.607 0.589 0.537 0.446 -0.141 

愛知教育 1.000 0.971 0.995 0.877 0.861 0.837 -0.163 

名古屋 0.936 0.909 0.897 0.923 0.920 0.951 0.014

豊橋技術科学 1.000 1.000 1.000 0.997 0.977 1.000 0.000

名古屋工業 1.000 1.000 0.976 0.966 0.988 1.000 0.000

三重 0.657 0.731 0.703 0.712 0.648 0.639 -0.017 

滋賀医科 0.510 0.511 0.497 0.614 0.625 0.548 0.038

滋賀 1.000 1.000 0.994 0.969 0.971 0.913 -0.087 

京都 1.000 1.000 1.000 0.944 0.912 0.901 -0.099 

京都教育 0.791 0.794 0.772 0.750 0.775 0.750 -0.041 

京都工芸繊維 0.985 1.000 0.988 0.986 0.908 0.901 -0.084 

大阪 1.000 1.000 0.993 0.957 1.000 0.866 -0.135 

大阪教育 0.807 0.825 0.817 0.780 0.803 0.809 0.002

神戸 1.000 1.000 1.000 0.988 0.959 0.933 -0.067 

兵庫教育 1.000 0.928 1.000 0.997 0.987 0.961 -0.038 

奈良教育 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 1.000 0.000

奈良女子 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 0.000

和歌山 0.916 0.917 0.918 0.908 0.898 0.868 -0.048 

鳥取 0.534 0.562 0.556 0.568 0.583 0.564 0.030

島根 0.585 0.588 0.593 0.572 0.574 0.578 -0.007 

岡山 0.784 0.814 0.797 0.802 0.793 0.778 -0.007 

広島 0.799 0.832 0.785 0.765 0.789 0.769 -0.030 

山口 0.933 0.921 0.931 0.956 0.971 0.861 -0.072 

徳島 0.599 0.623 0.582 0.615 0.666 0.642 0.043

鳴門教育 1.000 0.992 1.000 0.978 0.932 0.882 -0.118 

香川 0.529 0.583 0.551 0.555 0.559 0.586 0.056

愛媛 0.607 0.663 0.677 0.715 0.697 0.644 0.037

高知 0.485 0.533 0.549 0.535 0.553 0.553 0.068

九州 0.847 0.788 0.807 0.861 0.897 0.926 0.079

九州工業 0.990 0.978 0.998 0.950 0.885 0.930 -0.061 

福岡教育 0.945 0.981 0.837 0.792 0.799 0.704 -0.241 

佐賀 0.578 0.637 0.633 0.628 0.649 0.842 0.264

長崎 0.686 0.641 0.646 0.640 0.654 0.629 -0.057 

熊本 0.692 0.741 0.730 0.746 0.759 0.707 0.015

大分 0.521 0.589 0.598 0.586 0.594 0.587 0.066

宮崎 0.490 0.549 0.569 0.557 0.586 0.590 0.100

鹿児島 0.832 0.821 0.836 0.838 0.824 0.804 -0.028 

鹿屋体育 0.996 1.000 0.996 1.000 0.999 1.000 0.004

琉球 0.525 0.569 0.601 0.601 0.621 0.636 0.111

大規模大学 理工系大学 文科系大学 医科大学 教育大学 中規模病院有大学 中規模病院無大学
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表 14  DEA によって得られた大学類型別の効率値平均の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 15  DEA によって得られた国公私立大学効率値の比較 

 

 

 

 

 

図 16  大学類型別平均の推移 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 平均

大規模大学 0.906 0.910 0.910 0.896 0.916 0.910 0.908

理工系大学 0.944 0.965 0.960 0.949 0.947 0.961 0.954

文科系大学 0.984 0.972 0.970 0.975 0.970 0.955 0.971

医科大学 0.525 0.562 0.540 0.594 0.583 0.525 0.555

教育大学 0.935 0.924 0.926 0.893 0.891 0.866 0.906

中規模病院有大学 0.619 0.652 0.651 0.656 0.656 0.649 0.647

中規模病院無大学 0.945 0.959 0.961 0.929 0.938 0.931 0.944

全大学 0.837 0.849 0.846 0.842 0.843 0.828 0.841

国立大学 公立大学 私立大学 全大学
効率値平均 0.770 0.854 0.817 0.780
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表 17 Tobit 回帰による分析結果 

サンプル：2008 年度国公私立総合大学 93 校 

被説明変数：DEA 効率値  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***：有意水準 1％で有意 

**：有意水準 5％で有意 

*：有意水準 10％で有意 

 

 

図 18  大学の外部資金獲得・寄附金獲得の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文部科学省 HP より筆者作成） 

 

 

単位：億円 

説明変数 係数 ｚ値

定数項 0.8552 19.1804  ***

国庫等補助金額割合 -0.2871 -1.7263  *

奨学寄附金額割合 10.5860 3.2241  ***

受託研究金額割合 2.2769 2.1230  **

公立大学ダミー 0.1381 1.7053  *

附属病院ダミー -0.4093 -6.5641  ***

首都圏ダミー 0.0644 1.3435
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